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 本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要なケ

ーブル（重要度分類審査指針におけるクラス 1 及びクラス 2 のケーブル），高温・高圧の環境

下にあるクラス 3のケーブル及び重大事故等対処設備に属するケーブルについて，運転を断続

的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 
 なお，高温・高圧の環境下にあるクラス 3のケーブルはない。 
 評価対象機器の一覧を表 1に示す。 
評価対象機器を絶縁体材料等でグループ化し，それぞれのグループから，用途，重要度，設

置場所等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機器について評価を展

開している。 
 本評価書はケーブルの種別，ケーブルトレイ，電線管及びケーブル接続部毎に，以下の 5章

で構成されている。 
 

  1. 高圧ケーブル 

  2. 低圧ケーブル 

  3. 同軸ケーブル 

  4. ケーブルトレイ，電線管 

  5. ケーブル接続部 
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表 1  評価対象機器一覧 

種別 絶縁体材料 名称 仕様 重要度*1

高圧 

ケーブル 
架橋ポリエチレン 

高圧難燃 

CV ケーブル 

架橋ポリエチレン絶縁× 

難燃性特殊耐熱ビニルシース 

MS-1 

重*2 

低圧 

ケーブル 

架橋ポリエチレン CV ケーブル 
架橋ポリエチレン絶縁× 

ビニルシース 

MS-1 

重*2 

難燃架橋ポリエチレン 難燃 CV ケーブル
難燃架橋ポリエチレン絶縁× 

難燃性特殊耐熱ビニルシース 

MS-1 

重*2 

シリコーンゴム KGB ケーブル 
シリコーンゴム絶縁× 

ガラスシース 
MS-1 

難燃エチレンプロピレン

ゴム 
難燃 PN ケーブル

難燃エチレンプロピレンゴム絶縁× 

特殊クロロプレンゴムシース 

MS-1 

重*2 

同軸 

ケーブル 

架橋ポリエチレン 

難燃一重同軸 

ケーブル 

架橋ポリエチレン絶縁× 

難燃架橋ポリエチレンシース 

MS-1 

重*2 

難燃二重同軸 

ケーブル 

架橋ポリエチレン絶縁× 

難燃架橋ポリエチレンシース 

MS-2 

重*2 

架橋発泡ポリエチレン 
難燃六重同軸 

ケーブル 

架橋発泡ポリエチレン絶縁× 

難燃架橋ポリエチレンシース 

MS-1 

重*2 

架橋ポリオレフィン 
難燃一重同軸 

ケーブル 

架橋ポリオレフィン絶縁× 

難燃架橋ポリオレフィンシース 

MS-1 

重*2 

架橋発泡ポリオレフィン 
難燃三重同軸 

ケーブル 

架橋発泡ポリオレフィン絶縁× 

難燃架橋ポリオレフィンシース 

MS-1 

重*2 

ケーブル

トレイ，

電線管 

－ ケーブルトレイ 炭素鋼 
MS-1 

重*2 

－ 電線管 炭素鋼 
MS-1 

重*2 

ケーブル 

接続部 

ジアリルフタレート樹脂 

端子台接続 

ジアリルフタレート樹脂 
MS-1 

重*2 

ポリカーボネイト ポリカーボネイト 
MS-1 

重*2 

ポリフェニレンエーテル

樹脂 
ポリフェニレンエーテル樹脂 

MS-1 

重*2 

ビニル 端子接続 ビニル 
MS-1 

重*2 

ジアリルフタレート樹脂 
電動弁コネクタ 

接続 
ジアリルフタレート樹脂 

MS-1 

重*2 

ポリエーテルエーテル 

ケトン 
同軸コネクタ 

接続 

（中性子束計測用）

ポリエーテルエーテルケトン 
MS-1 

重*2 

架橋ポリスチレン 

架橋ポリスチレン 
MS-1 

重*2 

同軸コネクタ 

接続 

（放射線計測用）

架橋ポリスチレン 
MS-2 

重*2 

テフロン 

同軸コネクタ 

接続 

（中性子束計測用）

（放射線計測用）

テフロン 
MS-1 

重*2 

架橋ポリオレフィン スプライス接続 架橋ポリオレフィン 
MS-1 

重*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 



 

 

 

 

 

1. 高圧ケーブル 
 

 

［対象高圧ケーブル］ 

① 高圧難燃 CV ケーブル 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している高圧ケーブルの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 高圧ケーブルの主な仕様 

名称 用途 重要度＊1 仕様 
（電圧） 設置場所 使用開始時期

高圧難燃 CV ケーブル 動力 
MS-1 
重＊2 

AC 7,000 V 以下
原子炉格納
容器外 

運転開始後＊3

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規制基準対応に伴い，長期停止期間中に高圧ケーブルは高圧難燃 CV ケーブルに更新 
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2. 高圧ケーブルの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 
(1) 構造 

東海第二の高圧難燃 CV ケーブルは，大別すると導体，内部半導電層，絶縁体，外部

半導電層，遮蔽銅テープ，押えテープ及びシースで構成され，このうちケーブルの絶縁

機能は，絶縁体で保たれている。 

遮蔽銅テープは，導体からの静電誘導による影響を低減するため，内部半導電層及び

外部半導電層はケーブル内の空隙の発生を防止して電界強度のバラツキを抑えるため，

押えテープはケーブルを整形するため，シースはケーブルを外的な力から保護するため

に設けられている。 

東海第二の高圧難燃 CV ケーブルの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の高圧難燃 CV ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② 内部半導電層 

③ 絶縁体 

④ 外部半導電層 

⑤ 遮蔽銅テープ 

⑥ 押えテープ 

⑦ シース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 高圧難燃 CV ケーブル構造図 
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表 2.1-1 高圧難燃 CV ケーブル主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電力伝達機能の確保 

（絶縁機能の確保） 

エネルギー伝達 導体 銅 

絶縁 絶縁体 架橋ポリエチレン 

遮蔽 遮蔽銅テープ 軟銅テープ 

整形 

内部半導電層 半導電性混和物 

外部半導電層 半導電性混和物 

押えテープ 難燃テープ 

保護 シース 難燃性特殊耐熱ビニル 

 

 

表 2.1-2 高圧難燃 CV ケーブルの使用条件 

 
通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
0.00015 Gy/h 

（最大） 

0.45 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*:原子炉格納容器外で高圧難燃 CV ケーブルが布設されている区域における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 
2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

高圧ケーブルの機能である通電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 電力伝達機能の確保（絶縁機能の確保） 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

高圧ケーブルについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（設置場所，電圧）及び現在までの運転経験

を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で

○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 
(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

高圧ケーブルには，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 
② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 
この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下 

b. 絶縁体の絶縁特性低下（水トリー劣化） 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 
 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 
 
a. シースの硬化 

高圧難燃 CV ケーブルのシースは，有機物であるため，熱及び放射線により硬化

する可能性がある。 

しかし，シースは主にケーブル布設時に生ずる外的な力からケーブルを保護する

ためのものであり，ケーブルに要求される絶縁機能への影響はない。 

したがって，シースの硬化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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1
-
7
 
－

 

表 2.2-1 高圧難燃 CV ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期取替品

経年劣化事象 

備考 
材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

電力伝達 
機能の確保 

（絶縁機能の
確保） 

エネルギー伝達 導体 
 

銅 
        *1:熱・放射線に

よる絶縁特性
低下 

*2:水トリー劣化 
*3:熱・放射線に

よる硬化 

絶縁 絶縁体 
 

架橋ポリエチレン 
    

○*1,*2
   

遮蔽 遮蔽銅テープ
 

軟銅テープ 
    

 
   

整形 

内部半導電層
 

半導電性混和物 
        

外部半導電層
 

半導電性混和物 
        

押えテープ 
 

難燃テープ 
        

保護 シース 
 

難燃性特殊耐熱ビニル 
  

 
    

▲*3 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 
(1) 絶縁体の絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変化，

絶縁物の異物や空隙での放電による電気的劣化により，経年的に劣化が進行し，絶縁

特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 高圧難燃 CV ケーブルの絶縁部位 

 

 

 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE 

Std.323-1974「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power 

Generating Stations」及び IEEE Std.383-1974「IEEE Standard for Type Test of 

Class 1E Electric Cables, Field Splices, and Connections for Nuclear Power 

Generating Stations」の規格を根幹に電気学会において我が国のケーブル耐環境

試験方法推奨案『電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号｢原子力発電所用電線・ケー

ブルの環境試験方法ならびに耐延焼試験方法に関する推奨案』（以下，｢電気学会推

奨案｣という）としてまとめられており，この電気学会推奨案と同じ手順で高圧難

燃 CV ケーブルの長期健全性試験を実施し，この結果に基づき長期間のケーブル健

全性を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 高圧難燃 CV ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

放射線照射（通常時＋事故時） 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

供試ケーブル 
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高圧難燃 CV ケーブルについては，図 2.3-2 に示す長期健全性試験手順により評

価した。 

本試験条件は，表 2.3-1 に示すとおり，代表ケーブルの 60 年間の通常運転期間，

設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気を想定した熱及び放射線による使用条件

を包絡している。 

本試験結果は，表 2.3-2 に示すとおり，屈曲浸水耐電圧試験の判定基準を満足し

ており，高圧難燃 CV ケーブルの絶縁体は 60 年間の通常運転期間，設計基準事故時

及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

また，電動機用ケーブルについては点検時に『電気学会技術報告（Ⅱ部）第 182

号 絶縁劣化診断試験方法にある直流漏れ電流試験』（以下，｢絶縁診断試験｣という）

等を実施しており，これまでの点検では有意な絶縁特性低下は認められていない。 

 

表 2.3-1 高圧難燃 CV ケーブル長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×168 時間 
原子炉建屋の周囲最高温度 40.0 ℃では，

60 年間の通常運転期間を包絡する。 

放射線照射 放射線照射線量：500 kGy 

東海第二で想定される線量 約 0.53 kGy

（60 年間の通常運転期間相当の線量 約

0.080 kGy に設計基準事故時の最大積算

値 0.45 kGy を加えた線量）を包絡する。

また，東海第二で想定される線量 約 101

kGy（60 年間の通常運転期間相当の線量

約 0.080 kGy に重大事故等時の最大積算

値 100 kGy を加えた線量）を包絡する。

事故時雰囲気曝露

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二で想定される設計基準事故時の

最高温度 100 ℃，最高圧力 0.001744 MPa

及び重大事故等時の最高温度 100 ℃，最

高圧力 0.0069 MPa を包絡する。 

 

表 2.3-2 高圧難燃 CV ケーブル長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料

外径(約 33.0 ㎜)の約 40 倍のマ

ンドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に

浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対

し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと 良 
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② 現状保全 
絶縁体の絶縁特性低下に対して，電動機用ケーブルについては点検時に絶縁抵抗

測定及び絶縁診断試験，その他負荷用ケーブルについては絶縁抵抗測定を行い許容

範囲に収まっていることの確認を行うとともに，傾向管理を行っている。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの健全性を確認

している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は低く，ま

た，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び系統機器の動作試験

で把握可能と考えられる。今後も点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び系統機

器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下は把握可能であり，現状の保全

は点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。今後も点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び

系統機器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行うこととする。 

 



 

－ 1-12 － 

(2) 絶縁体の絶縁特性低下（水トリー劣化） 

a. 事象の説明 

絶縁体の架橋ポリエチレンは，長時間にわたって水が存在する状態で高い電界にさ

らされると，水トリーと称される種々の樹枝状の微細な通路あるいは空隙が発生して

絶縁特性低下に至る。 

水トリー劣化を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

絶縁体の架橋ポリエチレンは，雨水等によるケーブル浸水により水トリーが発生

する可能性がある。このため，屋外布設ケーブルに発生する可能性があるが，屋内

布設ケーブルに発生する可能性は極めて小さい。 

屋外布設ケーブルは，トレンチ及びピット内部に架空化されたケーブルトレイ，

電線管により布設されている。仮にトレンチ及びピット内に水が溜まった場合は排

水ポンプ，排水口により排水され，ケーブルが長時間浸水する可能性は極めて小さ

いと考える。 

さらに，点検時にケーブルの絶縁診断試験を実施しており，これまでの点検結果

では有意な絶縁特性の低下は認められていない。 

これらのことから，今後も水トリー劣化による絶縁特性低下の可能性は小さいと

考える。 
 

② 現状保全 

絶縁体の架橋ポリエチレンの水トリー劣化に対して，点検時にケーブルの絶縁抵

抗測定及び絶縁診断試験を行い許容範囲に収まっていることの確認，傾向管理を行

うとともに，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの健全性を

確認している。 

また，トレンチ及びピット内部の点検を行い，浸水の有無を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 
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③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，水トリー劣化による絶縁体の絶縁特性低下の可能

性は小さく，また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び系統

機器の動作試験で把握可能と考えられる。今後も，点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診

断試験及び系統機器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下（水トリー劣

化）は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁特性低下（水トリー劣化）に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内

容に対して追加すべき項目はないと考える。今後も，点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診

断及び系統機器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとと

もに，必要に応じて取替を行うこととする。 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. 低圧ケーブル 

 

 

［対象低圧ケーブル］ 

① CV ケーブル 

② 難燃 CV ケーブル 

③ KGB ケーブル 

④ 難燃 PN ケーブル  
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な低圧ケーブルの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの低圧ケーブルをグループ化し，それぞれのグループにより代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

絶縁体材料及びシース材料を分類基準として，低圧ケーブルを表 1-1 に示すとおりグル

ープ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度及び設置場所の観点から，代表機器を選定す

る。 

 

(1) 絶縁体材料及びシース材料：架橋ポリエチレン及びビニル 

このグループには，CV ケーブルのみが属するため，代表機器は CV ケーブルとする。 

 

(2) 絶縁体材料及びシース材料：難燃架橋ポリエチレン及び難燃性特殊耐熱ビニル 

このグループには，難燃 CV ケーブルのみが属するため，代表機器は難燃 CV ケーブル

とする。 

 

(3) 絶縁体材料及びシース材料：シリコーンゴム及びガラス 

このグループには， KGB ケーブルのみが属するが，重要度は同等であることから，設

置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内の KGB ケーブルを代表機器とする。 

 

(4) 絶縁体材料及びシース材料：難燃エチレンプロピレンゴム及び特殊クロロプレンゴム 

このグループには，難燃 PN ケーブルのみが属するため，代表機器は難燃 PN ケーブル

とする。 

 



 

－
 
2
-
2
 
－

表 1-1 低圧ケーブルのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

名称 用途 

使用開始時期 選定基準 

選定 選定理由 

絶縁体材料 シース材料 建設時
運転 

開始後 
重要度＊1

設置場所 

原子炉格納

容器内 

原子炉格納

容器外 

架橋ポリエチレン ビニル CV ケーブル 
動力 

制御・計測
○  

MS-1 

重＊2 
 ○ ◎ 

 

難燃架橋ポリエチ

レン 

難燃性特殊耐熱 

ビニル 
難燃 CV ケーブル

動力 

制御・計測
 ○ 

MS-1 

重＊2 
 ○ ◎  

シリコーンゴム ガラス KGB ケーブル 
動力 

制御 

○  

MS-1 

○  ◎ 
重要度 

設置場所 

○   ○   

難燃エチレンプロ

ピレンゴム 

特殊クロロプレン

ゴム 
難燃 PN ケーブル

動力 

制御・計測
 ○ 

MS-1 

重＊2 
○  ◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のケーブルについて技術評価を実施する。 
① CV ケーブル 

② 難燃 CV ケーブル 

③ KGB ケーブル（原子炉格納容器内） 

④ 難燃 PN ケーブル 

 
2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 CV ケーブル 

(1) 構造 

東海第二の CV ケーブルは，大別すると導体，セパレータ層，絶縁体，介在物，押

えテープ及びシースで構成され，このうちケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれて

いる。 

セパレータ層，介在物及び押えテープはケーブルを整形するため，シースはケーブ

ルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の CV ケーブルの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の CV ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に

示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② セパレータ層 

③ 絶縁体 

④ 介在物 

⑤ 押えテープ 

⑥ シース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 CV ケーブル構造図 

 

 

 

① 
②

③ 
④ 
⑤ 
⑥ 



－ 2-5 － 

 

表 2.1-1 CV ケーブル主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

電力・信号伝達 

機能の維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 銅 

絶縁 絶縁体 架橋ポリエチレン 

整形 

セパレータ層 プラスチックテープ 

介在物 ポリプロピレン 

押えテープ ポリプロピレン 

保護 シース ビニル 

 

 

表 2.1-2 CV ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 0.00015 Gy/h（最大）
7.0 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

   *:原子炉格納容器外で CV ケーブルが布設されている区域における設計値 
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2.1.2 難燃 CV ケーブル 

(1) 構造 

東海第二の難燃 CV ケーブルは，大別すると導体，セパレータ層，絶縁体，介在物，

押えテープ及びシースで構成され，このうちケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれ

ている。 

セパレータ層，介在物及び押えテープはケーブルを整形するため，シースはケーブ

ルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の難燃 CV ケーブルの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃 CV ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4

に示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② セパレータ層 

③ 絶縁体 

④ 介在物 

⑤ 押えテープ 

⑥ シース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 難燃 CV ケーブル構造図 

 

 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
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表 2.1-3 難燃 CV ケーブル主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電力・信号伝達

機能の維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 銅 

絶縁 絶縁体 難燃架橋ポリエチレン 

整形 

セパレータ層 プラスチックテープ 

介在物 難燃ジュート 

押えテープ 難燃ゴム引き布テープ 

保護 シース 難燃性特殊耐熱ビニル 

 

 

表 2.1-4 難燃 CV ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 0.00015 Gy/h（最大）
7.0 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

   *:原子炉格納容器外で難燃 CV ケーブルが布設されている区域における設計値 
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2.1.3 KGB ケーブル（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二の KGB ケーブル（原子炉格納容器内）は，大別すると導体，絶縁体，編組，

介在物及び押えテープで構成され，このうちケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれ

ている。 

編組，介在物及び押えテープはケーブルを整形又はケーブルを外的な力から保護す

るために設けられている。 

東海第二の KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の KGB ケーブル（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，

使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② 絶縁体 

③ 編組 

④ 介在物 

⑤ 押えテープ 

⑥ 編組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）構造図 
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表 2.1-5 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

信号伝達機能の

維持 

信号伝達 導体 すずメッキ軟銅 

絶縁 絶縁体 シリコーンゴム 

整形 

編組 ガラス 

介在物 ガラス 

押えテープ ガラス 

保護 編組 ガラス 

 

 

表 2.1-6 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度* 65.6 ℃（最高） 171 ℃（最高） 

最高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 

放射線* 0.5 Gy/h（最大） 
2.6×102 kGy 

（最大積算値） 

   *:原子炉格納容器内における設計値 
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2.1.4 難燃 PN ケーブル 

(1) 構造 

東海第二の難燃 PN ケーブルは，大別すると導体，絶縁体，介在物，押えテープ及

びシースで構成され，このうちケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれている。 

介在物及び押えテープはケーブルを整形するため，シースはケーブルを外的な力か

ら保護するために設けられている。 

東海第二の難燃 PN ケーブルの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃 PN ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表 2.1-8

に示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② 絶縁体 

③ 介在物 

④ 押えテープ 

⑤ シース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4 難燃 PN ケーブル構造図 
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③ 

④ 
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表 2.1-7 難燃 PN ケーブル主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電力・信号伝達機

能の維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 すずメッキ軟銅 

絶縁 絶縁体 難燃エチレンプロピレンゴム 

整形 

介在物 難燃性介在物 

押えテープ 難燃テープ 

保護 シース 特殊クロロプレンゴム 

 

 

表 2.1-8 難燃 PN ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度* 65.6 ℃（最高） 171 ℃（最高） 235 ℃（最高） 

最高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.62 MPa 

放射線* 0.250 Gy/h（最大）
2.6×102 kGy 

（最大積算値） 

640 kGy 

（最大積算値） 

   *:原子炉格納容器内における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機能達成に必要な項目 

低圧ケーブルの機能である通電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 電力・信号伝達機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

低圧ケーブルについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（設置場所）及び現在までの運転経験を考慮し，

表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，

▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 
(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

低圧ケーブルには，消耗品及び定期取替品はない。 

 
(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 
② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 
この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［CV ケーブル］ 

b. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 CV ケーブル］ 

c. 絶縁体の絶縁特性低下［KGB ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

d. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 PN ケーブル］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 
 
a.シースの硬化［CV ケーブル，難燃 CV ケーブル，難燃 PN ケーブル］ 

CV ケーブルのビニルシース，難燃 CV ケーブルの難燃性特殊耐熱ビニルシース及

び難燃 PN ケーブルの特殊クロロプレンゴムシースは有機物であるため，熱及び放

射線により硬化する可能性がある。 

しかし，シースは主にケーブル布設時に生ずる外的な力からケーブルを保護する

ためのものであり，ケーブルに要求される絶縁機能への影響はない。 

したがって，熱・放射線によるシースの硬化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/4) CV ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号 

伝達機能の 

維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 

 
銅 

        *1:熱・放射線に

よる硬化 

絶縁 絶縁体 
 

架橋ポリエチレン 
    

○ 
   

整形 

セパレータ層 
 

プラスチックテープ
        

介在物 
 

ポリプロピレン 
        

押えテープ 
 

ポリプロピレン 
        

保護 シース 
 

ビニル 
  

 
    

▲*1 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/4) 難燃 CV ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他 

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号 

伝達機能の 

維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 

 
銅 

        *1:熱・放射線に

よる硬化 

絶縁 絶縁体 
 難燃架橋ポリエチレ

ン 

    
○ 

   

整形 

セパレータ層 
 

プラスチックテープ
    

 
   

介在物 
 

難燃ジュート 
        

押えテープ 
 難燃ゴム引き布テー

プ 

        

保護 シース 
 難燃性特殊耐熱ビニ

ル 

  
 

    
▲*1 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/4) KGB ケーブル（原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他 

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機

能の維持 

信号伝達 導体 
 

すずメッキ軟銅 
         

絶縁 絶縁体 
 

シリコーンゴム 
    

○ 
   

整形 

編組 
 

ガラス 
        

介在物 
 

ガラス 
        

押えテープ 
 

ガラス 
        

保護 編組 
 

ガラス 
  

 
    

 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 



 

－
 
2
-
2
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表 2.2-1(4/4) 難燃 PN ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他 

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号 

伝達機能の 

維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 

 
すずメッキ軟銅 

        *1:熱・放射線に

よる硬化 

 

 絶縁 絶縁体 
 難燃エチレンプロピ

レンゴム 

    
○ 

   

整形 

介在物 
 

難燃性介在物 
        

押えテープ 
 

難燃テープ 
        

保護 シース 
 特殊クロロプレンゴ

ム 

  
 

    
▲*1 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 絶縁体の絶縁特性低下［CV ケーブル］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変化に

より，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 CV ケーブルの絶縁部位 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323- 

1974「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power 

Generating Stations」（以下｢IEEE Std.323-1974｣という）及び IEEE Std.383-1974

「IEEE Standard for Type Test of Class 1E Electric Cables, Field Splices, and 

Connections for Nuclear Power Generating Stations」（以下｢IEEE Std.383-1974｣

という）の規格を根幹に，電気学会において我が国のケーブル耐環境試験方法推奨

案『電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号｢原子力発電所用電線・ケーブルの環境試

験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案｣』（以下，｢電気学会推奨案｣とい

う）としてまとめられており，この電気学会推奨案と同じ手順により東海第二で使

用しているケーブルと同仕様の他社製ケーブルにて長期健全性試験を実施し，この

結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド(JNES-RE- 

2013-2049)」(以下，「ACA ガイド」という)に取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある CV ケーブルについては，

実機同等品による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2.3-2 CV ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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図 2.3-3 CV ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

CV ケーブルについては，図 2.3-2 及び図 2.3-3 に示す長期健全性試験手順により

評価した。 

本試験条件は，表 2.3-1 及び表 2.3-3 に示すとおり，CV ケーブルの 60 年の通常

運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気を想定した熱及び放射線による

使用条件を包絡している。 

本試験結果は，表 2.3-2 及び表 2.3-4 に示すとおり，屈曲浸水耐電圧試験及び JIS

耐電圧試験の判定基準を満足しており，CV ケーブルの絶縁体は 60 年の通常運転期

間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（JIS 耐電圧試験＊） 

 ＊：日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

供試ケーブル 

判 定 

熱・放射線同時劣化 

放射線照射（事故時） 

事故時雰囲気曝露 
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表 2.3-1 CV ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 135℃×149 時間 

原子炉格納容器外の周囲最高温度

40 ℃では，60 年間の通常運転期間

を包絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時）
放射線照射線量 ：760 kGy 

東海第二で想定される線量 約 7.1

kGy（60 年間の通常運転期間相当の

線量 約80 Gyに設計基準事故時の最

大積算値約 7.0 kGy を加えた線量）

を包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約

101 kGy（60 年間の通常運転期間相

当の線量 約80 Gyに重大事故等時の

最大積算値約100 kGyを加えた線量）

を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度 100 ℃，最高圧力 0.001744

MPa 及び重大事故等時の最高温度

100 ℃，最高圧力 0.0069 MPa を包絡

する。 

 

表 2.3-2 CV ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外

径（14.5 ㎜）の約 40 倍のマンドレ

ルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸

し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し

交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加す

る。 

絶縁破壊しないこと。 良 

 

表 2.3-3 CV ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－89.3 Gy/h－805 時間 

「原子力プラントのケーブル経年

変化評価技術調査研究に関する最

終報告書（JNES-SS-0903）」(以下，

「ACA 研究」という)の試験結果を

もとに時間依存データの重ね合わ

せ手法を用いて東海第二の原子炉

格納容器外の環境条件に展開し評

価した結果，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量 ：260 kGy 

東海第二で想定される設計基準事

故時の最大積算値約 7.0 kGy を包

絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時

の最高温度 100 ℃，最高圧力

0.001744 MPa を包絡する。 
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表 2.3-4 CV ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 

② 現状保全 

CV ケーブルの絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実施

している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく， 

また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と

考えられる。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施するこ

とにより，異常の有無は把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて

取替を行うこととする。 
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(2) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 CV ケーブル］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の難燃架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変

化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-4 難燃 CV ケーブルの絶縁部位 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323- 

1974 及び IEEE Std.383-1974 の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめられて

おり，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等品による長期健全性試験を実施し，

この結果に基づき長期間のケーブル健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃 CV ケーブルについて

は，実機同等品による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.3-5 難燃 CV ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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図 2.3-6 難燃 CV ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

難燃 CV ケーブルについては，図 2.3-5 及び図 2.3-6 に示す長期健全性試験手順

により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-5 及び表 2.3-7 に示すとおり，難燃 CV ケーブルの 60 年間

の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気を想定した熱及び放射線

による使用条件を包絡している。 

本試験結果は，表 2.3-6 及び表 2.3-8 に示すとおり，屈曲浸水耐電圧試験及び JIS

耐電圧試験の判定基準を満足しており，難燃 CV ケーブルの絶縁体は 60 年の通常運

転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると

評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（JIS 耐電圧試験＊） 

 ＊：日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

放射線照射（事故時） 
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表 2.3-5 難燃 CV ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×168 時間 

原子炉格納容器外の周囲最高温度

40 ℃では，60 年間の通常運転期間

を包絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時）
放射線照射線量：500 kGy 

東海第二で想定される線量 約 7.1

kGy（60 年間の通常運転期間相当の

線量 約80 Gyに設計基準事故時の最

大積算値約 7.0 kGy を加えた線量）

を包絡する。 

また，東海第二で想定される線量約

101 kGy（60 年間の通常運転期間相

当の線量 約80 Gyに重大事故等時の

最大積算値 100 kGy を加えた線量）

を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度 100 ℃，最高圧力 0.001744

MPa 及び重大事故等時の最高温度

100 ℃，最高圧力 0.0069 MPa を包絡

する。 

 

 

表 2.3-6 難燃 CV ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料

外径（14.0 ㎜）の約 40 倍のマン

ドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に

浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対

し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 

 

 

表 2.3-7 難燃 CV ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－99.3 Gy/h－2,500 時間 

「ACA 研究」の試験結果をもとに時

間依存データの重ね合わせ手法を

用いて東海第二の原子炉格納容器

外の環境条件に展開し評価した結

果，60 年間の通常運転期間を包絡

する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量 ：100 kGy 

東海第二で想定される設計基準事

故時の最大積算値 7.0 kGy を包絡

する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.177 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時

の最高温度 100 ℃，最高圧力

0.001744 MPa を包絡する。 
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表 2.3-8 難燃 CV ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 

② 現状保全 

難燃 CV ケーブルの絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定

を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく， 

また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と

考えられる。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施するこ

とにより，異常の有無は把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて

取替を行うこととする。 
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(3) 絶縁体の絶縁特性低下［KGB ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物のシリコーンゴムであるため，熱及び放射線による物性変化によ

り，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-7 に示す。 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図 2.3-7 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の絶縁部位 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323- 

1974 及び IEEE Std.383-1974 の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめられて

おり，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等品による長期健全性試験を実施し，

この結果に基づき長期間のケーブル健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある KGB ケーブル（原子炉格納

容器内）については，実機同等品による ACA ガイドに従った長期健全性についても

評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.3-8 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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図 2.3-9 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験手順（ACA ガイド） 
 

KGB ケーブル（原子炉格納容器内）については，図 2.3-8 及び図 2.3-9 に示す長

期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-9 及び表 2.3-11 に示すとおり，KGB ケーブル（原子炉格納

容器内）の 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気を想定した熱及び放

射線による使用条件を包絡している。 

本試験結果は，表2.3-10及び表2.3-12に示すとおり屈曲浸水耐電圧試験及びJIS

耐電圧試験の判定基準を満足しており，KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の絶縁

体は 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気において絶縁性能を維持で

きると評価する。 

 

表 2.3-9 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×168 時間 

原子炉格納容器内の周囲最高温度

65.6 ℃では，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時）
放射線照射線量：760 kGy 

東海第二で想定される線量 約 530

kGy（約 60 年間の通常運転期間相当

の線量 約270 kGyに設計基準事故時

の最大積算値 2.6×102 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度 171 ℃，最高圧力 0.31 MPa

を包絡する。 

 

供試ケーブル 

（設計基準事故時の放射線照射） 放射線照射（事故時）

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 熱・放射線同時劣化

（JIS 耐電圧試験＊） 

 ＊：日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

判 定
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表 2.3-10 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試

料外径（14.0 ㎜）の約 40倍の

マンドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中

に浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに

対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5 分

間印加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 

 

 

表 2.3-11 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－99.7 Gy/h－6,241 時間 

「ACA 研究」の試験結果をもとに時

間依存データの重ね合わせ手法を

用いて東海第二の原子炉格納容器

内の環境条件に展開し評価した結

果，60 年間の通常運転期間を包絡

する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量 ：500 kGy 

東海第二で想定される設計基準事

故時の最大積算値 約 2.6×102 kGy

を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時

の最高温度 171 ℃，最高圧力 0.31

MPa を包絡する。 

 

 

表 2.3-12 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 
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② 現状保全 

KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検

時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく， 

また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と

考えられる。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施するこ

とにより，異常の有無は把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて

取替を行うこととする。 
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(4) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 PN ケーブル］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の難燃エチレンプロピレンゴムであるため，熱及び放射線による

物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-10 難燃 PN ケーブルの絶縁部位 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323- 

1974 及び IEEE Std.383-1974 の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめられて

おり，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等品による長期健全性試験を実施し，

この結果に基づき長期間のケーブル健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃 PN ケーブルについて

は，実機同等品による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-11 難燃 PN ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 
 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び重大事故等時の放射線照射） 

（放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験または JIS 耐電圧試験＊） 

 ＊：日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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図 2.3-12 難燃 PN ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

難燃 PN ケーブルについては，図 2.3-11 及び図 2.3-12 に示す長期健全性試験手

順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-13 に示すとおり，難燃 PN ケーブルの制御用は，電気学会

推奨案に従った長期健全性試験で 15 年間，制御用以外の難燃 PN ケーブルは 30 年

間の通常運転期間を想定した熱及び放射線による使用条件を包絡している。 

また，表 2.3-15 に示すとおり，難燃 PN ケーブルは，ACA ガイドに従った長期健

全性試験で 28 年間の通常運転期間を想定した熱及び放射線による使用条件を包絡

している。 

本試験結果は，表 2.3-14 及び表 2.3-16 に示すとおり屈曲浸水耐電圧試験または

JIS 耐電圧試験の判定基準を満足しており，難燃 PN ケーブルの絶縁体は制御用で

15 年間，制御用以外の難燃 PN ケーブルは 28 年間の通常運転期間，設計基準事故時

及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

なお，「原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の調査」に

基づいて布設環境を調査した結果，原子炉格納容器内 EL.26.4 m レベルに布設され

ている難燃 PN ケーブルの一部に格納容器内設計最高温度の 65.6℃を上回る部分が

確認されたため，難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果をもとに評価を行い，3

年から 14 年間絶縁を維持できることを確認した。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容

器内設計最高温度の 65.6℃を上回る部分が確認されたため，難燃 PN ケーブルの長

期健全性試験結果をもとに評価を行い，健全性に影響のないことを確認した。 

したがって，難燃 PN ケーブルは，評価期間を迎える前にケーブルを引替えるこ

とで 60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶

縁性能を維持できると評価する。 

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 

（設計基準事故時の放射線照射） 放射線照射（事故時） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露 

（JIS 耐電圧試験＊） 

＊:日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

判 定 
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表 2.3-13 難燃 PN ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 
121℃×126 時間(制御用) 

121℃×251 時間(制御用以外) 

原子炉格納容器内の周囲最高温度

65.6 ℃では，制御用難燃 PN ケーブ

ルは 15 年，制御用以外の難燃 PN ケ

ーブルは 30 年の通常運転期間を包

絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時）

放射線照射線量：988 kGy 

（制御用） 

 

放射線照射線量：1,175 kGy 

（制御用以外） 

東海第二で想定される線量 約 673

kGy（15 年間の通常運転期間相当の

線量 約 33 kGy に重大事故等時の最

大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

 

東海第二で想定される線量 約 706

kGy（30 年間の通常運転期間相当の

線量 約 66 kGy に重大事故等時の最

大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：235 ℃ 

最高圧力：0.62 MPa 

曝露時間：7日間 

東海第二における重大事故等時の最

高温度 235 ℃，最高圧力 0.62 MPa

を包絡する。 

 

 

表 2.3-14 難燃 PN ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試

料外径（10.5 ㎜）の約 40 倍の

マンドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に

浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに

対し交流電圧3.2 kV/㎜を5分間

印加する。 

絶縁破壊しないこと。 

良 

JIS 耐電圧試験 AC 2,000 V－1 分間 良 
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表 2.3-15 難燃 PN ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－94.7 Gy/h－6,990 時間 

「ACA 研究」の試験結果をもとに時

間依存データの重ね合わせ手法を

用いて東海第二の原子炉格納容器

内の環境条件に展開し評価した結

果，28 年間の通常運転期間を包絡

する。 

放射線照射（事故時） 放射線照射線量 ：500 kGy 

東海第二で想定される設計基準事

故時の最大積算値 2.6×102 kGy を

包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時

の最高温度 171 ℃，最高圧力 0.31 

MPa を包絡する。 

 

 

表 2.3-16 難燃 PN ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 

② 現状保全 

難燃 PN ケーブルの絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定

を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく，

点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と考えられる。 

また，原子炉格納容器内設計最高温度の 65.6℃を上回る箇所に布設された難燃

PN ケーブル及び東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉

格納容器内設計最高温度の 65.6℃を上回った難燃 PN ケーブルについては，長期健

全性試験結果をもとに確認を行い健全性に影響のないことを確認した。今後も，点

検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することにより，異常の有無は

把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 
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c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，今後も点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて

取替を行うこととする。 

また，原子炉格納容器内設計最高温度の 65.6℃を上回る箇所に布設された難燃 PN

ケーブル及び東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納

容器内設計最高温度の 65.6℃を上回る箇所に布設された難燃 PN ケーブルについては，

設計温度の超過を考慮した評価期間を設定する。  

なお，難燃 PN ケーブルについては，追加保全項目として，健全性評価から得られ

た評価期間に至る前に取替を実施する。 

これにより，運転を延長しようとする期間において，絶縁体の絶縁特性低下により

機器の健全性に影響を与える可能性はないと判断する。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，１章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① KGB ケーブル（原子炉格納容外） 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象  

a. 絶縁体の絶縁特性低下 

代表機器と同様，絶縁体は，有機物のシリコーンゴムであるため，熱及び放射線によ

る物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

しかし，代表機器と同様に絶縁体の絶縁特性低下は，KGB ケーブル（原子炉格納容器

内）長期健全性試験結果より，60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気におい

て絶縁特性を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施しており，今後

もこの保全方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を

行うこととする。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 
日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

3. 同軸ケーブル 
 

 

［対象同軸ケーブル］ 

① 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） 

② 難燃二重同軸ケーブル 

③ 難燃六重同軸ケーブル 

④ 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン） 

⑤ 難燃三重同軸ケーブル 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な同軸ケーブルの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの同軸ケーブルを絶縁体材料の観点からグループ化し，それぞれのグループより代

表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

絶縁体材料及びシース材料を分類基準とし，同軸ケーブルを表 1-1 に示すとおりグルー

プ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，設置場所及び使用開始時期の観点から代表

機器を選定する。 

 

(1) 絶縁体材料：架橋ポリエチレン 

このグループには，難燃一重同軸ケーブル及び難燃二重同軸ケーブルが属するが，

重要度が高く，設置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内の難燃一重同軸ケーブルを

代表機器とする。 

 

(2) 絶縁体材料：架橋発泡ポリエチレン 

このグループには，難燃六重同軸ケーブルのみが属するが，重要度は同等であるこ

とから，設置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内の難燃六重同軸ケーブルを代表機

器とする。  

 

(3) 絶縁体材料：架橋ポリオレフィン 

このグループには，難燃一重同軸ケーブルのみが属するため，難燃一重同軸ケーブ

ルを代表機器とする。 

 

(4) 絶縁体材料：架橋発泡ポリオレフィン 

このグループには，難燃三重同軸ケーブルのみが属するため，難燃三重同軸ケーブ

ルを代表機器とする。 

 

 



 

 

 

－
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2 
－
 

表 1-1 同軸ケーブルのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

名称 

仕様

用途 

選定基準 

選定 選定理由 

重要度*1

設置場所 使用開始時期 

絶縁体材料 シース材料 電圧

原子炉

格納 

容器内

原子炉

格納 

容器外

建設時
運転 

開始後

架橋ポリエチレン 

難燃架橋ポリエチレン 難燃一重同軸ケーブル 
DC 

100V
計測 

MS-1 

重*2 

○   ○ ◎ 
重要度 

設置場所 

 ○  ○  

難燃架橋ポリエチレン 難燃二重同軸ケーブル 
DC 

240V
計測 

MS-2 

重*2 
 ○  ○   

架橋発泡ポリエチレン 難燃架橋ポリエチレン 難燃六重同軸ケーブル 
DC 

140V
計測 

MS-1 

重*2 

○   ○ ◎ 
重要度 

設置場所 

 ○  ○  

架橋ポリオレフィン 難燃架橋ポリオレフィン 難燃一重同軸ケーブル 
DC 

100V
計測 

MS-1 

重*2 
 ○ ○  ◎  

架橋発泡ポリオレフィン 難燃架橋ポリオレフィン 難燃三重同軸ケーブル 
DC 

140V
計測 

MS-1 

重*2 
 ○  ○ ◎  

＊１：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

＊２：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の同軸ケーブルについて技術評価を実施する。 

① 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内） 

② 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内） 

③ 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン） 

④ 難燃三重同軸ケーブル 
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2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納

容器内）は，大別すると内部導体，絶縁体，遮蔽体，外部導体，セパレータ及びシー

スで構成され，このうち，ケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれている。 

遮蔽体は導体の静電誘導を低減するため，セパレータはケーブルを整形するため，

シースはケーブルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納

容器内）の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納

容器内）主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） 

（原子炉格納容器内）構造図 

No. 部位 

① 内部導体 

② 外部導体 

③ 絶縁体 

④ 遮蔽体 

⑤ セパレータ 

⑥ シース 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
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表 2.1-1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） 

（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 
機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達機能 

の維持 

信号伝達 
内部導体  すずメッキ軟銅より線 

外部導体 すずメッキ軟銅線編組 

絶縁 絶縁体 架橋ポリエチレン 

遮蔽 遮蔽体 カーボンブラック 

整形 セパレータ 難燃テープ 

保護 シース 難燃架橋ポリエチレン 

 

表 2.1-2 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） 

（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度*1 65.6 ℃（最高） 171 ℃（最高） 115 ℃（最高） 

最高圧力*1 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.194 MPa 

放射線 
0.500 Gy/h*1 

（最大） 

2.6×102 kGy*1 

（最大積算値） 

26 kGy*2 

（最大積算値） 

*1：原子炉格納容器内で難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）が布設

されている区域における設計値 

*2：重大事故等時において未臨界達成に要する時間に余裕を加えた時間（2 時間）の積算

値 
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2.1.2 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二の難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）は，大別すると内部導体，

絶縁体，外部導体，遮蔽体及びシースで構成され，このうち，ケーブルの絶縁機能は，

絶縁体で保たれている。 

遮蔽体は導体の静電誘導を低減するため，シースはケーブルを外的な力から保護す

るために設けられている。 

東海第二の難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）の構造図を図2.1-2に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料を表

2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 

① 内部導体 

② 外部導体 

③ 絶縁体 

④ 遮蔽体 

⑤ シース 

図 2.1-2 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）構造図 

① ② ③ 

④ 
⑤ 
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表 2.1-3 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 
機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達機能 

の維持 

信号伝達 

内部導体 すずメッキ軟銅より線 

外部導体
アルミ箔貼付プラスチックテープ 

すずメッキ軟銅線編組 

絶縁 絶縁体 架橋発泡ポリエチレン 

遮蔽 遮蔽体 
アルミ箔貼付プラスチックテープ 

すずメッキ軟銅線編組 

保護 シース 難燃架橋ポリエチレン 

 

表 2.1-4 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度*1 65.6 ℃（最高） 171 ℃（最高） 115 ℃（最高） 

最高圧力*1 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.194 MPa 

放射線 
0.500 Gy/h*1 

（最大） 

2.6×102 kGy*1 

（最大積算値） 

26 kGy*2 

（最大積算値） 

*1：原子炉格納容器内で難燃六重同軸ケーブルが布設されている区域における設計値 
*2：重大事故等時において未臨界達成に要する時間に余裕を加えた時間（2 時間）の積算

値 
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2.1.3 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン） 

(1) 構造 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）は，大別す

ると内部導体，絶縁体，外部導体及びシースで構成され，このうち，ケーブルの絶縁

機能は，絶縁体で保たれている。 

シースはケーブルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の構造図を

図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）主要部位の

使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 

 

 

 

 

 

    
 

 

② ③ ④ ① 

図 2.1-3 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）構造図 

No. 部位 

① 内部導体 

② 外部導体 

③ 絶縁体 

④ シース 
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表 2.1-5 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達機能 

の維持 

信号伝達 
内部導体 すずメッキ軟銅より線 

外部導体 軟銅線編組 

絶縁 絶縁体 架橋ポリオレフィン 

保護 シース 難燃架橋ポリオレフィン 

 

表 2.1-6 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
1×10-5 Gy/h 

（最大） 

1.7 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*：原子炉格納容器外で難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）が布

設されている区域における設計値 
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2.1.4 難燃三重同軸ケーブル 

(1) 構造 

東海第二の難燃三重同軸ケーブルは，大別すると内部導体，絶縁体，外部導体及び

シースで構成され，このうち，ケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれている。 

シースはケーブルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の難燃三重同軸ケーブルの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃三重同軸ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表

2.1-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 

① 内部導体 

② 外部導体 

③ 絶縁体 

④ シース 

 
図 2.1-4 難燃三重同軸ケーブル構造図 

② ③ ④ 
① 
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表 2.1-7 難燃三重同軸ケーブル主要部位の使用材料 
機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達機能 

の維持 

信号伝達 
内部導体 すずメッキ軟銅より線 

外部導体 すずメッキ軟銅線編組 

絶縁 絶縁体 架橋発泡ポリオレフィン 

保護 シース 難燃架橋ポリオレフィン 

 

表 2.1-8 難燃三重同軸ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
1×10-5 Gy/h 

（最大） 

1.7 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*：原子炉格納容器外で難燃三重同軸ケーブルが布設されている区域における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

同軸ケーブルの機能である通電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 信号伝達機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

同軸ケーブルについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（設置場所，電圧）及び現在までの運転経験

を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で

○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

同軸ケーブルには，消耗品及び定期取替品はない。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル(絶縁体材料が架橋ポリエチ 

レン)（原子炉格納容器内）］ 

b. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

c. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル(絶縁体材料が架橋ポリオレ 

フィン)］ 

d. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃三重同軸ケーブル］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 熱・放射線によるシースの硬化［共通］ 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）

及び難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）の難燃架橋ポリエチレンシース，

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）及び難燃三重ケーブル

の難燃架橋ポリオレフィンシースは有機物であるため，熱及び放射線により硬化す

る可能性がある。 

しかし，シースは主にケーブル布設時に生ずる外的な力からケーブルを保護する

ためのものであり，ケーブルに要求される絶縁機能の確保に対するシースの役割は

極めて低い。 

したがって，熱・放射線によるシースの劣化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/4) 難燃一重同軸ケーブル(絶縁体材料が架橋ポリエチレン) （原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機能

の維持 

信号伝達 

内部導体  すずメッキ軟銅より線         
*:熱・放射

線による

シースの

硬化 外部導体  すずメッキ軟銅線編組         

絶縁 絶縁体  架橋ポリエチレン     ○    

遮蔽 遮蔽体  カーボンブラック         

整形 
セパレー

タ 
 難燃テープ         

保護 シース  難燃架橋ポリエチレン        ▲* 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 
 
 
 
 



 

 

－
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表 2.2-1(2/4) 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機能

の維持 

信号伝達 

内部導体  すずメッキ軟銅より線         
*:熱・放射

線による

シースの

硬化 外部導体  

アルミ箔貼付プラスチック

テープ 

すずメッキ軟銅線編組 

        

絶縁 絶縁体  架橋発泡ポリエチレン     ○    

遮蔽 遮蔽体  

アルミ箔貼付プラスチック

テープ 

すずメッキ軟銅線編組 

        

保護 シース  難燃架橋ポリエチレン        ▲* 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/4) 難燃一重同軸ケーブル(絶縁体材料が架橋ポリオレフィン)に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機能

の維持 

信号伝達 

内部導体  すずメッキ軟銅より線         
*:熱・放射

線による

シースの

硬化 外部導体  軟銅線編組         

絶縁 絶縁体  架橋ポリオレフィン     ○    

保護 シース  難燃架橋ポリオレフィン        ▲* 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(4/4) 難燃三重同軸ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機能

の維持 

信号伝達 

内部導体  すずメッキ軟銅より線         
*:熱・放射

線による

シースの

硬化 外部導体  すずメッキ軟銅線編組         

絶縁 絶縁体  架橋発泡ポリオレフィン     ○    

保護 シース  難燃架橋ポリオレフィン        ▲* 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原

子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変化に

より，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

  
 
 
b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323

（1974）「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power 

Generating Stations」（以下，｢IEEE Std.323（1974）｣という）及び IEEE Std.383

（1974）「IEEE Standard for Type Test of Class 1E Electric Cables, Field Splices, 

and Connections for Nuclear Power Generating Stations」（以下，｢IEEE Std.383

（1974）｣という）の規格を根幹に，電気学会において我が国のケーブル耐環境試

験方法推奨案（電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号「原子力発電所用電線・ケーブ

ルの環境試験方法ならびに耐延焼試験方法に関する推奨案」，以下「電気学会推奨

案」という）としてまとめられており，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等

品による長期健全性試験を実施し，この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド

（JNES-2013-2049）」（以下，「ACA ガイド」という）に取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃一重同軸ケーブル（絶

縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）については，実機同等品によ

る ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 
 

絶縁体 

図 2.3-1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）の絶縁部位 
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図 2.3-2 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

図 2.3-3 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放射線同時劣化） 

放射線照射(事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（JIS 耐電圧試験*） 
*：日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」（JIS C 3005-2000）に基づく試験 

供試ケーブル 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射(通常時＋事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 
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図 2.3-2 及び図 2.3-3 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-1 及び表 2.3-3 に示すとおり，電気学会推奨案に従った長

期健全性試験条件にて 60 年間，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件にて 30 年

間の運転期間を想定した熱及び放射線による使用条件を包絡し，表 2.3-2 及び表

2.3-4 に示すとおり，屈曲浸水耐電圧試験，JIS 耐電圧試験の判定基準を満足して

いる。 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）

は，平成 21 年（運転開始後 31 年）にケーブルの取替を実施しており，ACA ガイド

に従った長期健全性の評価で確認がとれている30年間の通常運転期間を加えると，

運転開始後 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時

雰囲気において絶縁性能を維持できると評価できる。 

 

表 2.3-1 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×270 時間 原子炉格納容器内の周囲最高温度

（65.6 ℃）では，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量：1,010 kGy 東海第二で想定される照射線量 

約 5.3×102 kGy（60 年間の通常運転期間

約 2.7×102 kGy に設計基準事故時線量 

2.6×102 kGy を加えた線量）を包絡する。

また，東海第二で想定される照射線量 

約 296 kGy（60 年間の通常運転期間 

約 2.7×102 kGy に重大事故等時線量 

26 kGy を加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.428 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最

高温度（171 ℃），最高圧力（0.31 MPa），

及び重大事故等時の最高温度（115 ℃），

最高圧力（0.194 MPa）を包絡する。 
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表 2.3-2 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試験 ① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しない

こと。 

良 

 

表 2.3-3 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線 

同時劣化 

100℃－98.1Gy/h－7,024 時間 原子炉格納容器内の布設されている

区域における設計値（最高温度

65.6  ℃，最大線量率 0.500 Gy/h）

について等価簡易損傷手法により評

価した結果，30 年間の通常運転期間

を包絡する。 

放射線照射 

（事故時） 

放射線照射線量 ：500kGy 東海第二で想定される事故時線量約

2.6×102 kGy を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171℃ 

最高圧力：0.427MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度（171 ℃），最高圧力(0.31

MPa)を包絡する。 

 

表 2.3-4 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

J I S 耐電圧試験 AC 7,000V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 

② 現状保全 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）

の絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 
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③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さく，

また，絶縁特性低下は系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把

握可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施すること

により，異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切である

と考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することに

より，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を行うこととする。 
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(2) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋発泡ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変

化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-4 に示す。 

 

 
b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323

（1974）及び IEEE Std.383（1974）の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめ

られており，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等品による長期健全性試験を

実施し，この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃六重同軸ケーブルにつ

いては，実機相当品（架橋ポリエチレンの絶縁体を有する難燃一重同軸ケーブル）

による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

絶縁体 

図 2.3-4 難燃六重同軸ケーブルの絶縁部位 
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供試ケーブル 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射(通常時＋事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

図 2.3-5 難燃六重同軸ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放射線同時劣化） 

放射線照射(事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

図 2.3-6 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

（JIS 耐電圧試験*） 
*：日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」（JIS C 3005-2000）に基づく試験 

（JIS 耐電圧試験*） 
*：日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」（JIS C 3005-2000）に基づく試験 
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図 2.3-5 及び図 2.3-6 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-5 及び表 2.3-7 に示すとおり，電気学会推奨案に従った長

期健全性試験条件にて 41 年間，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件にて 30 年

間の運転期間を想定した熱及び放射線による使用条件を包絡し，表 2.3-6 及び表

2.3-8 に示すとおり，JIS 耐電圧試験の判定基準を満足している。 

難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）は，平成 11 年（運転開始後 21 年）

にケーブルの取替を実施しており，ACA ガイドに従った長期健全性の評価で確認が

とれている 30 年間の通常運転期間を加えると，運転開始後 51 年間の通常運転期間

及び設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持で

きると評価できる。 

 

表 2.3-5 難燃六重同軸ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121℃×168 時間 原子炉格納容器内の周囲最高温度

（65.6 ℃）では，41 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量：760 kGy 東海第二で想定される照射線量 

約 5.3×102 kGy（60 年間の通常運転期間

約 2.7×102 kGy に設計基準事故時線量 

2.6×102 kGy を加えた線量）を包絡する。

また，東海第二で想定される照射線量 

約 296 kGy（60 年間の通常運転期間 

約 2.7×102 kGy に重大事故等時線量 

26 kGy を加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.686 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最

高温度（171 ℃），最高圧力（0.31 MPa），

及び重大事故等時の最高温度（115 ℃），

最高圧力（0.194 MPa）を包絡する。 
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表 2.3-6 難燃六重同軸ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

J I S 耐電圧試験 AC 5,000 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 

表 2.3-7 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線 

同時劣化 

100 ℃－98.1 Gy/h－7,024 時間 原子炉格納容器内の布設されている

区域における設計値（最高温度

65.6 ℃，最大線量率 0.500 Gy/h）に

ついて等価簡易損傷手法により評価

した結果，30 年間の通常運転期間を

包絡する。 

放射線照射 

（事故時） 

放射線照射線量 ：500 kGy 東海第二で想定される事故時線量約

2.6×102 kGy を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 kPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度（171 ℃），最高圧力(0.31

MPa)を包絡する。 

 

表 2.3-8 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

J I S 耐電圧試験 AC 7,000 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 

② 現状保全 

難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対しては，系統機

器の点検時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 
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③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さく，

また，絶縁特性低下は系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把

握可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施すること

により，異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切である

と考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，今後も系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統

機器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要

に応じて取替を行うこととする。 

なお，難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）については，追加保全項目とし

て，健全性評価から得られた評価期間に至る前に取替を実施する。 

これにより，運転を延長しようとする期間において，絶縁体の絶縁特性低下により

機器の健全性に影響を与える可能性はないと判断する。 
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(3) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）

（原子炉格納容器外）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋ポリオレフィンであるため，熱及び放射線による物性

変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-7 に示す。 

 

 

    
 

 

 

 

b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323

（1974）及び IEEE Std.383（1974）の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめ

られており，この電気学会推奨案に基づき実機同等品による長期健全性試験を実施

し，この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃一重同軸ケーブル（絶

縁体材料が架橋ポリオレフィン）については，実機同等品による ACA ガイドに従っ

た長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-7 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の絶縁部位 

絶縁体 
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図 2.3-9 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

図 2.3-8 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放射線同時劣化） 

放射線照射(事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射(通常時＋事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 
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図 2.3-8 及び図 2.3-9 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-9 及び表 2.3-11 に示すとおり，電気学会推奨案に従った

長期健全性試験にて 60 年間以上，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件にて 23

年間の運転期間を想定した熱及び放射線による使用条件を包絡し，表 2.3-10 及び

表 2.3-12 に示すとおり，屈曲浸水耐電圧試験の判定基準を満足している。 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）（原子炉格納容器外）

は，表 2.3-11 に示すとおり 37 年間実機環境下で使用した実機同等品による ACA ガ

イドに従った長期健全性試験で，23 年間の健全性が確認できていることから，運転

開始後 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時雰囲

気において絶縁性能を維持できると評価できる。 

 

表 2.3-9 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 110 ℃×2,472 時間 原子炉格納容器外の周囲最高温度

（40.0 ℃）では，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量：260 kGy 東海第二で想定される照射線量約 1.8 

kGy（60 年間の通常運転期間約 5.3  Gy

に設計基準事故時線量 1.7 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

また，東海第二で想定される照射線量約

101 kGy（60年間の通常運転期間約 5.3 Gy

に重大事故等時線量約 100 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の最

高温度（100 ℃），最高圧力（0.001744 

MPa），及び重大事故等時の最高温度

（100 ℃），最高圧力（0.0069 MPa）を

包絡する。 
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表 2.3-10 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試験 ① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しない

こと。 

良 

 

表 2.3-11 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線 

同時劣化 

110 ℃×2,472 時間 

放射線照射なし 

原子炉格納容器外の周囲最高温度

（40.0 ℃）では，23 年間の通常運転

期間に相当する。 

供試ケーブルは 37 年間実機環境下に

て使用したものであり，長期健全性試

験で確認がとれている 23 年間の通常

運転期間を加えると，60 年間の通常

運転期間に相当する。 

放射線照射 

（事故時） 

放射線照射線量 ：260 kGy 東海第二で想定される事故時線量約

1.7 kGy を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の

最 高 温 度 （ 100 ℃ ）， 最 高 圧 力

(0.001744 MPa)を包絡する。 

 

表 2.3-12 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しない

こと。 
良 

 



 

－ 3-33 － 

② 現状保全 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）（原子炉格納容器外）

の絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さく，

また，絶縁特性低下は系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把

握可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施すること

により，異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切である

と考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することに

より，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を行うこととする。 
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(4) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃三重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋発泡ポリオレフィンであるため，熱及び放射線による物性

変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323

（1974）及び IEEE Std.383（1974）の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめ

られており，この電気学会推奨案に基づき実機同等品による長期健全性試験を実施

しており，この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃三重同軸ケーブルにつ

いては，実機相当品（架橋ポリオレフィンの絶縁体を有する難燃一重同軸ケーブル）

による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-10 難燃三重同軸ケーブルの絶縁部位 

絶縁体 
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図 2.3-11 難燃三重同軸ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

図 2.3-12 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放射線同時劣化） 

放射線照射(事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射(通常時＋事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 
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図 2.3-11 及び図 2.3-12 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-13 及び表 2.3-15 に示すとおり，電気学会推奨案に従った

長期健全性試験にて 60 年間以上，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件にて 23

年間の運転期間を想定した熱及び放射線による使用条件を包絡し，表 2.3-14 及び

表 2.3-16 に示すとおり，屈曲浸水耐電圧試験の判定基準を満足している。 

難燃三重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）は，表 2.3-15 に示すとおり 37 年間

実機環境下で使用した実機相当品による ACA ガイドに従った長期健全性試験で，23

年間の健全性が確認できていることから，運転開始後 60 年間の通常運転期間及び

設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できる

と評価できる。 

 

表 2.3-13 難燃三重同軸ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 100 ℃×120 時間 原子炉格納容器外の周囲最高温度

（40.0 ℃）では，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量：2,000 kGy 東海第二で想定される照射線量約 1.8

kGy（60 年間の通常運転期間約 5.3  Gy

に設計基準事故時線量 1.7 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

また，東海第二で想定される照射線量約

101 kGy（60年間の通常運転期間約 5.3 Gy

に重大事故等時線量約 100 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.717 MPa 

曝露時間：108 日間 

東海第二における設計基準事故時の最

高温度（100 ℃），最高圧力（0.001744 

MPa），及び重大事故等時の最高温度

（100 ℃），最高圧力（0.0069 MPa）を

包絡する。 
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表 2.3-14 難燃三重同軸ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試

験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しないこ

と。 

良 

 

表 2.3-15 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線 

同時劣化 

110 ℃×2,472 時間 

放射線照射なし 

原子炉格納容器外の周囲最高温度

（40.0 ℃）では，23 年間の通常運転

期間に相当する。 

供試ケーブルは 37 年間実機環境下に

て使用したものであり，長期健全性試

験で確認がとれている 23 年間の通常

運転期間を加えると，60 年間の通常

運転期間に相当する。 

放射線照射 

（事故時） 

放射線照射線量 ：260 kGy 東海第二で想定される事故時線量約

1.7 kGy を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の

最 高 温 度 （ 100 ℃ ）， 最 高 圧 力

(0.001744 MPa)を包絡する。 

 

表 2.3-16 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧

試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しないこ

と。 
良 
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② 現状保全 

難燃三重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）の絶縁特性低下に対しては，系統機

器の点検時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さく，

また，絶縁特性低下は系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把

握可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施すること

により，異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切である

と考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することに

より，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象同軸ケーブル］ 

① 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器外） 

② 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外） 

③ 難燃二重同軸ケーブル 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原

子炉格納容器外），難燃二重同軸ケーブル］ 

代表機器である難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格

納容器内）と同様に絶縁体材料が架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物

性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器外）及び

難燃二重同軸ケーブルは，原子炉格納容器外に設置され，設計基準事故時動作及び重大

事故等時動作が要求される。 
これより，代表機器である原子炉格納容器内の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が

架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）の健全性評価方法を用いて，表 3.1-1 に記載

の使用条件における難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉

格納容器外）及び難燃二重同軸ケーブルの長期健全性を評価した。 

その結果，難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容

器外）及び難燃二重同軸ケーブルは，電気学会推奨案に従った長期健全性試験条件につ

いては 60 年間以上，ACA ガイドに従った長期健全性の評価については 60 年間の運転期

間を想定した劣化条件を包絡し，事故時雰囲気曝露試験の判定基準を満足していること

を確認した。 

これらのことから，難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子

炉格納容器外）及び難燃二重同軸ケーブルは，60 年間の通常運転期間及び設計基準事故

時雰囲気並びに重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施しており，今後

もこの保全方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を

行うこととする。 
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表 3.1-1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器外）

及び難燃二重同軸ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
1×10-5 Gy/h*1 

（最大） 

1.7 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*：原子炉格納容器外で難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子

炉格納容器外）及び難燃二重同軸ケーブルが布設されている区域における設計値 
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b. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）］ 

代表機器である難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）と同様に絶縁体は架橋発

泡ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変化により，経年的に劣化が進行

し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）は，原子炉格納容器外に設置され，設計

基準事故時動作及び重大事故等時動作が要求される。 
これより，代表機器が設置されている原子炉格納容器内の難燃六重同軸ケーブルの健

全性評価方法を用いて，表 3.1-2 に記載の使用条件における難燃六重同軸ケーブル（原

子炉格納容器外）の長期健全性を評価した。 

その結果，難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）は，電気学会推奨案に従った

長期健全性試験条件については 60 年間以上，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件に

ついては 60 年間以上の運転期間を想定した劣化条件を包絡し，事故時雰囲気曝露試験

の判定基準を満足していることを確認した。 

これらのことから，難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）の絶縁体は，60 年間

の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時雰囲気において絶縁性

能を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施しており，今後

もこの保全方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を

行うこととする。 

 

表 3.1-2 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
1×10-5 Gy/h 

（最大） 

1.7 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*：原子炉格納容器外で難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）が布設されている 

区域における設計値 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 
(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 熱・放射線によるシースの劣化［共通］ 

代表機器と同様，難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原

子炉格納容器外），難燃二重同軸ケーブル及び難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納

容器外）の難燃架橋ポリエチレンシースは有機物であるため，熱及び放射線により

硬化する可能性がある。 

しかし，シースは主にケーブル布設時に生ずる外的な力からケーブルを保護する

ためのものであり，ケーブルに要求される絶縁機能の確保に対するシースの役割は

極めて低い。 

したがって，熱・放射線によるシースの劣化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. ケーブルトレイ，電線管 
 

 

［対象機器］ 

① ケーブルトレイ 

② 電線管 
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1. 対象機器 

東海第二で使用しているケーブルトレイ，電線管の主な機能を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 ケーブルトレイ，電線管の主な機能 

機器名称 機能 

ケーブルトレイ ケーブルを収納して支持する 

電線管 ケーブルを収納して支持する 
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2. ケーブルトレイ，電線管の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 ケーブルトレイ 

(1) 構造 

東海第二のケーブルトレイは，ベースプレート又は埋込金物にサポートを溶接によ

り架台状に固定し，その上にケーブルトレイをボルトナットで固定する構造となって

いる。 

なお，ケーブルトレイ上に非難燃ケーブルが布設されている場合には防火シートで

覆うこととしている。 

東海第二のケーブルトレイの代表的な構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のケーブルトレイ主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2

に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① ケーブルトレイ ⑥ 埋込金物 

② サポート ⑦ 防火シート 

③ ベースプレート ⑧ 結束ベルト 

④ サポート取付ボルト・ナット ⑨ ファイアストッパ 

⑤ 基礎ボルト＊1   

*1：後打ちケミカルアンカ，後打ちメカニカルアンカ 

図 2.1-1 ケーブルトレイ構造図

 

基礎ボルトの例 埋込金物の例 

④ 
④

① 

②③ 
②

① 

⑥ 

⑤ 

ケーブル 

垂直トレイ（防火シート等含む） 
 

① 

⑦ 

⑧ ① 

水平トレイ（防火シート等含む） 

⑧ 

⑨ 

⑦
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表 2.1-1 ケーブルトレイ主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

機器の支持 支持 

ケーブルトレイ 炭素鋼 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

サポート取付 

ボルト・ナット 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂*1 

埋込金物 炭素鋼 

防火機能の

確保 

複合体*2

の形成 

防火シート 
アルミノ硼珪酸ガラス， 

アクリロニトリルブタジエンゴム 

結束ベルト 
アルミノ硼珪酸ガラス， 

シリコーン樹脂 

ファイアストッパ 
炭素鋼， 

セラミックファイバーブランケット 

*1：後打ちケミカルアンカを示す 

*2：非難燃ケーブル及びケーブルトレイを防火シートにより覆い，結束ベルト及び 
ファイアストッパにて固定したもの 

 

 

 

表 2.1-2 ケーブルトレイの使用条件 

設置場所 原子炉格納容器内外，屋外 

布設ケーブルの使用電圧 AC 7,000 V 以下 
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2.1.2 電線管 

(1) 構造 

電線管は，ベースプレート又は埋込金物にサポートを溶接により架台状に固定し，

その上にユニバーサルチャンネルを取付け，電線管をパイプクランプで固定する構造

となっている。 

電線管の代表的な構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

電線管主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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基礎ボルトの例 

埋込金物の例 

 

No. 部位 No. 部位 

① 電線管 ⑥ サポート取付ボルト・ナット 
② サポート ⑦ パイプクランプボルト・ナット 

③ ベースプレート ⑧ 基礎ボルト＊1 

④ ユニバーサルチャンネル ⑨ 埋込金物 

⑤ パイプクランプ   

*1：後打ちケミカルアンカ，後打ちメカニカルアンカ 

図 2.1-2 電線管構造図 

 

② ③ 

⑤ 

② 

⑤ 

① 
④ 

⑥ 

⑦ 

⑦ 

⑥ 

⑨ 

① ⑧ 

④ 
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表 2.1-3 電線管主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 部位 材料 

機器の支持 支持 

電線管 炭素鋼 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

ユニバーサルチャンネル 炭素鋼 

パイプクランプ 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

パイプクランプボルト・ナット 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂*1 

埋込金物 炭素鋼 

*1：後打ちケミカルアンカを示す 

 

表 2.1-4 電線管の使用条件 

設置場所 原子炉格納容器内外，屋外 

布設ケーブルの使用電圧 AC 7,000 V 以下 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ケーブルトレイ，電線管の機能であるケーブルの電路確保を維持し，非難燃ケーブル

の火災発生を防止する機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 機器の支持 

(2) 防火機能の確保 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ケーブルトレイ，電線管について，要求機能を考慮して主要部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（設置場所，電圧）及び現在までの運転経験を考

慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で△又

は▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ケーブルトレイ，電線管には，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想 

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象 

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

 

 



 － 4-9 － 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 
a. ケーブルトレイ及びファイアストッパ［ケーブルトレイ］，ユニバーサルチャンネ

ル，パイプクランプ及びパイプクランプボルト・ナット［電線管］，サポート，ベ

ースプレート及びサポート取付ボルト・ナット［共通］の腐食（全面腐食） 
ケーブルトレイ，ファイアストッパ，ユニバーサルチャンネル，パイプクランプ，

パイプクランプボルト・ナット，サポート，ベースプレート及びサポート取付ボル

ト・ナットは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装又はメッキが施

されており，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必

要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，ケーブルトレイ，ファイアストッパ，ユニバーサルチャンネル，パ

イプクランプ，パイプクランプボルト・ナット，サポート，ベースプレート及びサ

ポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 
b. 電線管（本体）（大気接触部）の外面腐食（全面腐食）［電線管］ 

電線管（本体）（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，電線

管外面は塗装又は溶融亜鉛メッキが施されており，腐食の可能性は小さく，点検時

に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，電線管（本体）（大気接触部）の外面腐食は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 
c. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結

果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 
d. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価

を実施するものとし本評価書には含めない。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 電線管（本体）の内面腐食（全面腐食）［電線管］ 

電線管は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，電線管内面は溶融亜鉛メッキ

が施されており，腐食発生の可能性はない。電線管に内装されるものはケーブルの

みであり，メッキ面への外力は加わらないため亜鉛メッキが剥がれることはなく，

外面と比較して環境条件が緩やかであるため腐食の発生する可能性はない。 

したがって，電線管の内面腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 
b. 基礎ボルトの樹脂（後打ちケミカルアンカ）の劣化［共通］ 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施

するものとし本評価書には含めない。 

 

c. 電線管（本体）（コンクリート埋設部）の外面［電線管］及び埋込金物（コンクリ

ート埋設部）［共通］の腐食（全面腐食） 

電線管（本体）（コンクリート埋設部）及び埋込金物（コンクリート埋設部）は，

炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行に

より腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 

したがって，電線管（本体）（コンクリート埋設部）及び埋込金物（コンクリー

ト埋設部）の腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/2) ケーブルトレイに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目
部位 

消耗品 

・定期 

取替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

機器の支持

ケーブルトレイ  炭素鋼  △       
*1:後打ちケミカ

ルアンカ 

*2:樹脂の劣化 

*3:大気接触部 

*4:コンクリート

埋設部 

 

 

 

 

サポート  炭素鋼  △       

ベースプレート  炭素鋼  △       

サポート取付 

ボルト・ナット 
 炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂*1  △      ▲*2 

埋込金物  炭素鋼  
△*3 

▲*4 
      

防火機能の

確保 

防火シート  

アルミノ硼珪酸ガラス, 

アクリロニトリルブタジ

エンゴム 

        

結束ベルト  
アルミノ硼珪酸ガラス, 

シリコーン樹脂 
        

ファイアストッパ  

炭素鋼， 

セラミックファイバーブ

ランケット 

 △       

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 
 

－
 
4
-
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2
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表 2.2-1(2/2) 電線管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

機器の支持

電線管  炭素鋼  
△*1 

▲*2*3 
      

*1:大気接触部の

外面腐食 

*2:内面腐食 

*3:コンクリート

埋設部の外面

腐食 

*4:後打ちケミカ

ルアンカ 

*5:樹脂の劣化 

*6:大気接触部 

*7:コンクリート

埋設部 

 

サポート  炭素鋼  △       

ベースプレート  炭素鋼  △       

ユニバーサル 

チャンネル 
 炭素鋼  △       

パイプクランプ  炭素鋼  △       

サポート取付 

ボルト・ナット 
 炭素鋼  △       

パイプクランプ 

ボルト・ナット 
 炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂*4  △      ▲*5 

埋込金物  炭素鋼  
△*6 

▲*7 
      

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

















































































































 

 

 

 

 

 

 

東海第二発電所 

タービン設備の技術評価書 

 

（運転を断続的に行うことを前提とした評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本原子力発電株式会社 



 

－ 1 － 

本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要なタ

ービン設備（重要度分類審査指針におけるクラス 1及びクラス 2のタービン設備），高温・高

圧の環境下にあるクラス3のタービン設備及び常設重大事故等対処設備に属するタービン設備

について，運転を断続的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたもの

である。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を型式，設置場所でグループ化し，それぞれのグループから重要度，運転状態，

最高使用温度，最高使用圧力の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機

器について評価を展開している。 

本評価書は，評価対象のタービン設備を常用系タービン設備及び非常用系タービン設備に分

けており，以下の 2章で構成されている。 

 

1. 常用系タービン設備 

2. 非常用系タービン設備 

 

なお，湿分分離器，湿分分離器ドレンタンクは「容器の技術評価書」，グランド蒸気蒸発器

は「熱交換器の技術評価書」，主要配管（主蒸気リード管，クロスアラウンド管，クロスアラ

ウンド管逃し弁出口管）は，「配管の技術評価書のタービン主蒸気系配管，抽気系配管」，蒸

気式空気抽出器は「機械設備の技術評価書」にてそれぞれ評価するものとし，本評価書には含

めていない。 

また，文書中の単位の記載は，原則として SI 単位系に基づくものとする。（圧力の単位は

特に注記がない限りゲージ圧力を示す） 

 



 

 

－
 
2
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表 1 評価対象機器一覧 

設備 機種 機器名称 仕様 重要度*1 

常用系タービン設備 

高圧タービン 高圧タービン 種類：非再熱式 4車室 6流排気形 

出力：1,100,000 kW 

回転速度：1,500 rpm 

高*2 

低圧タービン 低圧タービン 高*2 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気

タービン 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気 

タービン 

種類：単気胴衝動式復水タービン 

出力：8,356 kW 

回転速度：5,000 rpm 
高＊2 

主要弁 

主塞止弁 
型式：玉形弁 

口径：650A PS-2 

加減弁 
型式：バランス形弁 

口径：700A 高*2 

中間塞止加減弁 
型式：複合弁 

口径：1,050A  高*2 

タービンバイパス弁 
型式：玉形弁 

口径：450A PS-2 

クロスアラウンド管逃し弁 
型式：安全弁 

口径：450A 高*2 

制御装置及び保安装置 主タービン電気油圧式制御装置 圧力：11.0 MPa 高*2 

非常用系タービン設備 

原子炉隔離時冷却系タービン

及び付属装置 

原子炉隔離時冷却系タービン 

及び付属装置 

種類：衝動螺旋流背圧式タービン 

出力：541 kW  

回転速度：4,500 rpm 

MS-1 

重*3 

常設高圧代替注水系タービン

及び付属装置 

常設高圧代替注水系タービン 

及び付属装置*4 

種類：背圧式蒸気タービン 

出力：620 kW 

回転速度：5,514 rpm 
重*3 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 2 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

主タービン 

（高圧タービン，低圧タービン） 
発電を行うため，発電機を駆動する。 

原子炉給水ポンプ駆動用 

蒸気タービン 

抽気蒸気によりタービンを回転し，原子炉給水ポンプを駆動させ

る。 

主塞止弁 タービントリップ時に，高圧タービンへの蒸気供給を遮断する。

加減弁 高圧タービンへの蒸気流量を制御する。 

中間塞止加減弁 
低圧タービンへの蒸気流量を制御する。また，タービントリップ

時に，低圧タービンへの蒸気供給を遮断する。 

タービンバイパス弁 
タービントリップ時に，主蒸気を直接主復水器に導く。 

（容量約25 %） 

クロスアラウンド管逃し弁 クロスアラウンド管の異常昇圧を防止する。 

主タービン電気油圧式制御装置 主タービン制御のため，主要弁等へ制御油を供給する。 

原子炉隔離時冷却系タービン 

及び付属装置 

原子炉水位が低下し原子炉が隔離された時に，原子炉で発生する

蒸気を用いて原子炉隔離時冷却系タービンを回転させ，ポンプを

駆動する。 

常設高圧代替注水系タービン 

及び付属装置 

原子炉隔離時冷却系の機能が喪失した場合に，原子炉で発生する

蒸気を用いて常設高圧代替注水系タービンを回転させ，ポンプを

駆動する。 

 

 



 
 
 
 
 

1. 常用系タービン設備 
 

 

［対象機器］ 

1.1 高圧タービン 

1.2 低圧タービン 

1.3 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン 

1.4 主要弁 

1.5 制御装置及び保安装置 



 

 

 

 

 

1.1 高圧タービン 
 

 

［対象機器］ 

① 高圧タービン 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している高圧タービンの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 高圧タービンの主な仕様 

機器名称 
仕様 

（出力×回転速度）
重要度*1

使用条件 

運転状態
運転圧力*2

（MPa） 

運転温度*2 

（℃） 

高圧タービン 
1,100,000 kW*3 

×1,500 rpm 
高*4 連続 6.55 282 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：主塞止弁入口の蒸気条件を示す 

*3：低圧タービンとの合計出力を示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある

原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 高圧タービンの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の高圧タービンは 8段複流式であり，蒸気はノズル室に接続されている 4本

の蒸気入口管より高圧タービンに流入し，各段を経て車室下半部にある排気口より排出

される。 

車室は炭素鋼鋳鋼であり，上，下半車室に分割され，ケーシングボルトにより締結さ

れている。 

ダイヤフラム（噴口，隔板）は，噴口がステンレス鋼，隔板が低合金鋼鋳鋼であり，

車室内に嵌め込まれ，蒸気の通路部を形成している。 

車室は軸受台下半部で支えられ，水平にスライドする構造となっている。 

車軸は低合金鋼，翼はステンレス鋼であり，周方向は 2個のジャーナル軸受，軸方向

は 1個のスラスト軸受により支えられている。 

車室両端面の車軸貫通部には，スチームシールパッキン（パッキンケーシング，パッ

キンヘッド，ラビリンスパッキン）が設けられており，多数のシールストリップを装備

したラビリンスパッキンにより蒸気漏えいを防止している。 

車室，ダイヤフラム，スチームシールパッキン等はケーシングボルトを緩め，上半部

を取り出すことにより点検手入れが可能である。 

東海第二の高圧タービンの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の高圧タービン主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示

す。 
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No. 部位 

① 車室 

② ケーシングボルト 

③ ガスケット 

④ パッキンケーシング 

⑤ パッキンヘッド 

⑥ ラビリンスパッキン 

⑦ 油切り 

⑧ 翼 

⑨ 噴口 

⑩ 隔板締付ボルト 

⑪ 隔板 

⑫ 車軸 

⑬ カップリングボルト 

⑭ 軸受台 

⑮ ジャーナル軸受 

⑯ スラスト軸受 

⑰ 軸受ボルト 

⑱ 基礎ボルト 

⑲ ベースプレート 

⑳ キー 

図 2.1-1 高圧タービン構造図 

⑰

①
②

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪
⑫

⑭

⑮

⑱

⑬

⑯

隔板締付ボルト

水平継手面

（上半側）

（下半側）

⑬ 

＜隔板・隔板締付ボルト詳細図＞ 図 2.1-1 高圧タービン構造図 

③ 

⑫ 

⑪ 
⑧ 

⑭ 

⑤⑥ ①② 

⑮⑰ ⑯ 

⑲ 
⑱ 

⑳ 

④ ⑦ 
⑨ 

水平合わせ面 

⑩ 
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表 2.1-1 高圧タービン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

車室 炭素鋼鋳鋼 

ケーシングボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

軸シール 

パッキンケーシング 炭素鋼 

パッキンヘッド 低合金鋼鋳鋼 

ラビリンスパッキン ステンレス鋼 

油切り 炭素鋼 

タービン 

性能の確保 

エネルギー 

変換 

翼 ステンレス鋼 

噴口 ステンレス鋼 

隔板締付ボルト 低合金鋼 

隔板 低合金鋼鋳鋼 

エネルギー 

伝達 

車軸 低合金鋼 

カップリングボルト 低合金鋼 

軸支持 

軸受台 炭素鋼 

ジャーナル軸受 炭素鋼，ホワイトメタル 

スラスト軸受 炭素鋼，ホワイトメタル 

軸受ボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

基礎ボルト 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

キー 炭素鋼 

 

表 2.1-2 高圧タービンの使用条件 

運転圧力 主塞止弁入口 6.55 MPa～中間塞止加減弁入口 1.28 MPa 

運転温度 主塞止弁入口 282 ℃～中間塞止加減弁入口 195 ℃ 

回転速度 1,500 rpm 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

高圧タービンの機能である発電機駆動機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) タービン性能の確保 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

高圧タービンについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現在

までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出し

た（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから，

高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施す

るものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ラビリンスパッキンの摩耗 

ラビリンスパッキンは，車軸との接触による摩耗が想定されるが，車軸との間

に隙間を設け接触を防止している。また，分解点検時に車軸との隙間測定を実施

しており，有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，ラビリンスパッキンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. ジャーナル軸受及びスラスト軸受の摩耗，はく離 

ジャーナル軸受及びスラスト軸受は，ホワイトメタルを軸受に溶着しており，

摩耗及びはく離が想定される。 

摩耗については，車軸と軸受間に潤滑油が供給され軸受の摩耗を抑制している。

また，分解点検時に目視点検及び隙間測定を行い，隙間が基準値に達した場合は

補修又は取替を実施することにより軸受の機能を維持している。 

はく離については，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施し，必要に

応じて補修又は取替を実施することにより軸受の機能を維持している。 

したがって，ジャーナル軸受及びスラスト軸受の摩耗，はく離は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 車室（内面），パッキンケーシング，パッキンヘッド，翼，噴口の腐食（流れ加

速型腐食） 

車室は炭素鋼鋳鋼，パッキンケーシングは炭素鋼，パッキンヘッドは低合金鋼

鋳鋼，翼，噴口はステンレス鋼であり，内部流体が湿分を含んだ高速蒸気である

ため，腐食（流れ加速型腐食）により減肉する可能性がある。 

車室の内面，パッキンケーシング，パッキンヘッド，翼，噴口については，タ

ービン開放点検時に目視点検を実施し，必要に応じて補修又は取替を実施するこ

とにより機能を維持している。 

したがって，車室（内面），パッキンケーシング，パッキンヘッド，翼，噴口

の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

e. 隔板締付ボルト，隔板，車軸の腐食（流れ加速型腐食） 

隔板締付ボルト，車軸は低合金鋼，隔板は低合金鋼鋳鋼であり，蒸気環境下で

使用されることから腐食が想定されるが，目視点検において，有意な腐食がない

ことを確認している。 

したがって，隔板締付ボルト，隔板，車軸の腐食（流れ加速型腐食）は，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 車室（外面）及び軸受台（外面）の腐食（全面腐食） 

車室は炭素鋼鋳鋼，軸受台は炭素鋼であり外面からの腐食が想定される。 

しかしながら，大気接触部は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であ

れば腐食の可能性は小さく，目視点検において塗膜の状態を確認しており，はく

離等が認められた場合は，必要に応じて補修を実施することにより機能を維持し

ている。 

したがって，車室（外面）及び軸受台（外面）の腐食（全面腐食）は，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. ケーシングボルト，カップリングボルトの腐食（全面腐食） 

ケーシングボルト，カップリングボルトは低合金鋼であり腐食が想定されるが，

目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ケーシングボルト，カップリングボルトの腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れ 

翼，噴口はステンレス鋼，隔板締付ボルト，車軸は低合金鋼であり，蒸気環境

下で使用されていることから，応力腐食割れが発生する可能性がある。 

また，2011 年に東海第二の低圧タービン(B)において，車軸の翼取付部位に応

力腐食割れと考えられるき裂が認められた。 

高圧タービンの翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れについては，

タービン開放点検時に目視点検，浸透探傷検査，磁粉探傷検査，超音波探傷検査

を実施することにより，有意な欠陥がないことを確認している。 

したがって，翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れは，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 車室の変形 

車室は炭素鋼鋳鋼であり，製作時の熱処理段階において，変形防止について考慮さ

れているが，その水平合わせ面については，変形が生じる可能性がある。 

タービン開放点検時に車室水平合わせ面の目視点検及び隙間測定を実施してお

り，合わせ面に変形を起因としたエロージョンが確認された場合には，溶接補修

を実施することにより機能を維持している。 

したがって，車室の変形は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

j. 車軸の摩耗 

車軸の軸受との摺動面は摩耗が想定されるが，潤滑油が供給され車軸と軸受間

に油膜が形成されており，車軸の摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び隙間測定結果において有意な摩耗は認められて

おらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

k. キーの摩耗 

キーは，上半車室を支持し，水平方向の位置を決めるためのものであり，車室

の熱移動によりキーと車室の接触面の摩耗が想定されるが，車室の移動回数は 2

回／サイクル（プラントの起動・停止回数）と少なく，移動速度も緩やかである

ことから，摩耗が進行する可能性は小さい。 

なお，これまでのキーの目視点検及び厚さ測定による点検結果からも有意な摩

耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，キーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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l. 油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全面腐食） 

油切り，軸受台，ベースプレートは炭素鋼，軸受ボルトは低合金鋼であり腐食

が想定される。 

しかしながら，油切り，軸受台の内面，軸受ボルトはオイルミスト環境下にあ

ること，また，軸受台とベースプレートのスライド部については潤滑剤が塗布さ

れており，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，これまで油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートは目視

点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

したがって，油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全

面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 車室の疲労割れ 

車室には，プラント起動・停止時の熱応力により疲労が蓄積され，疲労割れを

起こす可能性があるが，プラント起動・停止の回数は2回／サイクルと少なく，起

動・停止時には急激な温度変化を生じないように運転しており，熱応力による疲

労蓄積は小さいことから疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は確認されてお

らず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車室の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

n. 翼の高サイクル疲労割れ 

翼は，群翼振動数と回転周波数が共振することのないよう設計段階で考慮され

ている。高圧タービンのように翼長の非常に短い剛構造の翼については，車軸と

翼の連成振動が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査で有意な欠陥は認められておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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o. 噴口の高サイクル疲労割れ 

国内他プラント（PWR）の低圧タービン最終段静翼（BWR では噴口に相当）溶接

部及びその近傍において，高サイクル疲労によるき裂が生じた事例があったが，

高圧タービン噴口の翼長は低圧タービンのものと比較して短いことから剛性が高

く，高サイクル疲労割れの可能性は小さい。  

なお，国内外のプラントで高圧タービン噴口の高サイクル疲労の事例はなく，

これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められておらず，今

後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，噴口の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

p. 車軸の高サイクル疲労割れ 

車軸はタービン運転時に定常応力と変動応力が発生することとなり，高平均応

力下において繰返し応力を受けると，応力集中部において高サイクル疲労割れが

想定されるが，設計段階において高サイクル疲労割れが発生しないように考慮さ

れている。 

なお，これまでの車軸の目視点検，浸透探傷検査，磁粉探傷検査，超音波探傷

検査の結果からも有意な欠陥は認められておらず，今後もこれらの傾向が変化す

る要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

q. 翼，車軸の腐食疲労割れ 

翼，車軸の隙間部に腐食媒体の濃縮が発生し，これに繰返し応力が負荷される

場合，腐食疲労割れが発生・進展することがあるが，当該機器はこうした腐食媒

体が濃縮を起こすような乾湿交番域は存在しない。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査，磁粉探傷検査，超音波探傷検査に

おいて有意な欠陥は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

したがって，翼，車軸の腐食疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 軸受台の摩耗 

軸受台は，軸受台底面とベースプレートのスライド部に摩耗が想定されるが，

当該部には，潤滑剤が塗布されており，軸受台の移動回数は 2 回／サイクル（プ

ラントの起動・停止回数）と少なく，タービン起動時は温度を確認しながら昇温

しているため，移動速度は緩やかであることから，摩耗が進行する可能性はない。 

したがって，軸受台の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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表 2.2-1 高圧タービンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

車室  炭素鋼鋳鋼  △*1*2△*3 △    △*4 *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：変形 

*5：高サイクル疲労割れ 

*6：はく離 

*7：腐食疲労割れ 

ケーシングボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ －        

軸シール 

パッキンケーシング  炭素鋼  △*1      

パッキンヘッド  低合金鋼鋳鋼  △*1      

ラビリンスパッキン  ステンレス鋼 △       

油切り  炭素鋼  △      

タービン 

性能の確保 

エネルギー 

変換 

翼  ステンレス鋼  △*1 △*5*7 △    

噴口  ステンレス鋼  △*1 △*5 △    

隔板締付ボルト  低合金鋼  △*1  △    

隔板  低合金鋼鋳鋼  △*1      

エネルギー 

伝達 

車軸  低合金鋼 △ △*1 △*5*7 △    

カップリングボルト  低合金鋼  △      

軸支持 

軸受台  炭素鋼 ▲ △*2△*3      

ジャーナル軸受 
 炭素鋼， 

ホワイトメタル 
△      △*6 

スラスト軸受 
 炭素鋼， 

ホワイトメタル 
△      △*6 

軸受ボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

基礎ボルト  炭素鋼  △      

ベースプレート  炭素鋼  △      

キー  炭素鋼 △       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

 

 

 

 

1.2 低圧タービン 
 

 

［対象機器］ 

① 低圧タービン 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している低圧タービンの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表1-1 低圧タービンの主な仕様 

機器名称 
仕様 

（出力×回転速度）
重要度*1 

使用条件 

運転状態 
運転圧力*2 

（MPa） 

運転温度*2

（℃） 

低圧タービン 
1,100,000 kW*3 

×1,500 rpm 
高*4 連続 1.28 195 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：中間塞止加減弁入口の蒸気条件を示す 

*3：高圧タービンとの合計出力を示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にあ

る原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 



－ 1.2-2 － 

2. 低圧タービンの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の低圧タービンは 9段の複流式タービンであり，蒸気は高圧タービン排気よ

り湿分分離器を経て車室中央部に流入する。流入した蒸気は中央で 2つに分かれ，各段

を経て両端の排気口から下方にある復水器に至る。 

車室は外部車室，内部車室にて構成され，炭素鋼，低合金鋼が使用されており，上下

半車室に分割され，ケーシングボルトにより締結されている。 

ダイヤフラム（噴口，隔板）は，噴口がステンレス鋼，隔板が低合金鋼鋳鋼及び低合

金鋼であり，内部車室内に嵌め込まれ，蒸気の通路部を形成している。 

車軸は低合金鋼，翼はステンレス鋼であり，2 個のジャーナル軸受により支えられて

いる。 

車室両端面の車軸貫通部には，スチームシールパッキン（パッキンケーシング，ラビ

リンスパッキン）が設けられており，多数のシールストリップを装備したラビリンスパ

ッキンにより蒸気漏えいを防止している。 

車室，ダイヤフラム，スチームシールパッキンは，締付けボルトを緩め，それぞれの

上半部を取り出すことにより点検手入れが可能である。 

なお，車軸については，旧車軸の焼嵌めされた円板部とそれを固定しているキー部の

応力腐食割れが懸念されたことから，以下に示すとおり，全ての低圧車軸について一体

型車軸に取替を実施している。 

・第10回定期検査（1989年度）：(A)(C)車軸 

・第11回定期検査（1991年度）：(B)車軸 

また，内部車室については，抽気管台等に流れ加速型腐食による減肉が認められたこ

とから，以下に示すとおり，全ての内部車室について耐食性の高い低合金鋼のものに取

替を実施している。 

・第16回定期検査（1998年度）：(B)内部車室 

・第17回定期検査（1999年度）：(A)(C)内部車室 

また，隔板については，第 16 段，第 17 段に流れ加速型腐食による減肉が認められた

ことから，以下に示すとおり，当該隔板について耐食性の高い低合金鋼のものに取替え

を実施している。 

・第23回定期検査（2008年度）：(A)(C)隔板 

・第24回定期検査（2009年度）：(B)隔板 

低圧タービンの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の低圧タービン主要部位の使用材料を表2.1-1に，使用条件を表2.1-2に示す。



 

－
 
1.
2-
3 
－
 

②① ◯23 ③④ ⑩⑨ ◯22⑥ ⑭⑮◯21 ⑧

◯13

⑱

◯11

⑦⑳ ⑰
⑯

⑫

⑤

⑲

No. 部位 

①  外部車室 

②  外部ケーシングボルト 

③  内部車室 

④  内部ケーシングボルト 

⑤  クロスアラウンド管エキスパンシ

ョンジョイント 

⑥  抽気短管 

⑦  抽気短管エキスパンションジョイ

ント 

⑧  大気放出板 

⑨  ガスケット 

⑩  パッキンケーシング 

⑪  ラビリンスパッキン 

⑫  油切り 

⑬  翼 

⑭  噴口 

⑮  隔板締付ボルト 

⑯  隔板 

⑰  レーシングワイヤ 

⑱  車軸 

⑲  カップリングボルト 

⑳  軸受台 

㉑ ジャーナル軸受 

㉒ 軸受ボルト 

㉓ ベースプレート 

㉔ キー 

㉕ 基礎ボルト 

図2.1-1 低圧タービン構造図 

 

◯24

①②⑨ 

⑲ 

㉔ ㉓ 
⑥ 

⑦ 

⑧ ⑯ ⑭ ⑬⑰ ⑩⑪ ㉑㉒ 

⑳ 
⑱ 

㉕ ⑫ 

隔板締付ボルト

水平継手面

（上半側）

（下半側）

＜隔板・隔板締付ボルト詳細図＞ 

水平合わせ面 

⑮ 
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表2.1-1 低圧タービン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

外部車室 炭素鋼 

外部ケーシングボルト 低合金鋼 

内部車室 低合金鋼 

内部ケーシングボルト 低合金鋼 

クロスアラウンド管 

エキスパンションジョイント

ステンレス鋼 

抽気短管 低合金鋼 

抽気短管 

エキスパンションジョイント

ステンレス鋼 

大気放出板 （定期取替品） 

ガスケット （消耗品） 

軸シール 

パッキンケーシング 炭素鋼 

ラビリンスパッキン 低合金鋼 

油切り 炭素鋼 

タービン性能 

の確保 

エネルギー 

変換 

翼 ステンレス鋼 

噴口 ステンレス鋼 

隔板締付ボルト 低合金鋼 

隔板 低合金鋼鋳鋼，低合金鋼 

レーシングワイヤ ステンレス鋼 

エネルギー 

伝達 

車軸 低合金鋼 

カップリングボルト 低合金鋼 

軸支持 

軸受台 炭素鋼 

ジャーナル軸受 炭素鋼，ホワイトメタル 

軸受ボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

ベースプレート 炭素鋼 

キー 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-2 低圧タービンの使用条件 

運転圧力 中間塞止加減弁入口 1.28 MPa～低圧タービン排気 5 kPa 

運転温度 中間塞止加減弁入口 195 ℃～低圧タービン排気 35 ℃ 

回転速度 1,500 rpm 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

低圧タービンの機能である発電機駆動機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) タービン性能の確保 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

低圧タービンについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現在

までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出し

た（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品，大気放出板は定期取替品であり，設計時に長期使用はせず取

替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ラビリンスパッキンの摩耗 

ラビリンスパッキンは，車軸との接触による摩耗が想定されるが，車軸との間に

隙間を設け接触を防止している。また，分解点検時に車軸との隙間測定を実施して

おり，有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，ラビリンスパッキンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. ジャーナル軸受の摩耗，はく離 

ジャーナル軸受は，ホワイトメタルを軸受に鋳込み溶着しているので摩耗及びは

く離が想定される。 

摩耗については，車軸と軸受間に潤滑油が供給され軸受の摩耗を抑制している。 

また，分解点検時に目視点検及び隙間測定を実施し，隙間が基準値に達した場合

は補修又は取替を実施することにより，軸受の機能を維持している。 

はく離については，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施し，必要に応

じて補修又は取替を実施することにより，軸受の機能を維持している。 

したがって，ジャーナル軸受の摩耗，はく離は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

d. 外部車室（内面），内部車室，抽気短管，翼，噴口，隔板の腐食（流れ加速型腐

食） 

外部車室は炭素鋼，内部車室，抽気短管は低合金鋼，翼，噴口はステンレス鋼，

隔板は低合金鋼鋳鋼及び低合金鋼であり，内部流体は高速蒸気であるため，流れ加

速型腐食による減肉が想定される。 

外部車室（内面），内部車室，抽気短管，翼，噴口，隔板については，タービン

開放点検時に目視点検を実施している。また，減肉が進行した場合は補修を実施す

ることにより機能を維持している。 

したがって，外部車室（内面），内部車室，抽気短管，翼，噴口，隔板の腐食（流

れ加速型腐食）による減肉は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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e. 内部ケーシングボルト，パッキンケーシング，隔板締付ボルト，車軸の腐食（流

れ加速型腐食） 

内部ケーシングボルト，隔板締付ボルト，車軸は低合金鋼，パッキンケーシング

は炭素鋼であり，流れ加速型腐食による減肉が想定されるが，目視点検において有

意な減肉がないことを確認している。 

したがって，内部ケーシングボルト，パッキンケーシング，隔板締付ボルト，車

軸の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

f. 外部車室（外面），軸受台（外面）の腐食（全面腐食） 

外部車室及び軸受台は炭素鋼であり外面からの腐食が想定される。 

しかしながら，大気接触部は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であれ

ば腐食進行の可能性は小さい。 

また，外部車室及び軸受台の外面は，目視点検において塗膜の状態を確認してお

り，はく離等が認められた場合は，必要に応じて補修を実施することにより機能を

維持している。 

したがって，今後も有意な腐食が発生する可能性は小さいことから，外部車室（外

面），軸受台（外面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

g. 外部ケーシングボルト，カップリングボルトの腐食（全面腐食） 

外部ケーシングボルト，カップリングボルトは低合金鋼であり，腐食が想定され

るが，目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，外部ケーシングボルト，カップリングボルトの腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れ 

翼，噴口はステンレス鋼，隔板締付ボルト，車軸は低合金鋼であり，蒸気環境下

で使用されていることから，応力腐食割れが想定される。 

翼，噴口，隔板締付ボルトの応力腐食割れについては，分解時に目視点検及び浸

透探傷検査を実施し，有意な欠陥がないことを確認している。 

第 25 回定期検査時に低圧タービン(B)において，タービン側 13 段，14 段，発電

機側 13 段の計 5 か所の車軸の翼取付部位（以下，「ダブテイル部」という）に欠

陥が認められた。 

車軸は低合金鋼であり，湿り蒸気環境下で使用されていることから，応力腐食割

れと想定される。 

車軸ダブテイル部の欠陥部分については，加工にて除去済であり，健全性に問題

ないことを確認している。 

また，車軸の応力腐食割れについては，目視点検，磁粉探傷検査，超音波探傷検

査を実施することにより検知可能であり，健全性の確認は可能である。 

したがって，翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れは，高経年化対策

上着目すべき劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 車軸の摩耗 

車軸の軸受との摺動面は摩耗が想定されるが，潤滑油が供給され車軸と軸受間に

油膜が形成されており，車軸の摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後もこれ

らの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

j. キーの摩耗 

キーは，外部車室中心を車軸中心と合わせるための位置決めキーであり，車室の

熱移動によりキーと車室の接触面の摩耗が想定されるが，外部車室内部は低圧ター

ビンの排気であるため，熱移動が小さく，ほとんど移動しないことから，摩耗が発

生する可能性は小さい。 

なお，これまでのキーの目視点検及び厚さ測定による点検結果からも有意な摩耗

は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，キーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 
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k. 油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全面腐食） 

油切り，軸受台，ベースプレートは炭素鋼，軸受ボルトは低合金鋼であり，腐食

が想定される。 

しかしながら，油切り，軸受台（内面），軸受ボルトはオイルミスト環境下であ

ること，また，軸受台とベースプレートのスライド部については，潤滑剤が塗布さ

れていることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートついては，これま

での目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後もこれらの傾向が変化

する要因があるとは考え難い。 

したがって，油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全

面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 内部車室の疲労割れ 

内部車室には，プラント起動・停止時の熱応力により疲労が蓄積され，疲労割れ

を起こす可能性があるが，プラント起動・停止の回数は 2 回／サイクルと少なく，

起動・停止時には急激な温度変化を生じないように運転しており，熱応力による疲

労蓄積は小さいことから疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，内部車室の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

m. 噴口の高サイクル疲労割れ 

国内他プラント（PWR）の低圧タービン最終段静翼（BWR では噴口に相当）溶接部

及びその近傍において，高サイクル疲労によるき裂が生じた事例があるが，国内 BWR

プラントで噴口の高サイクル疲労の事例はない。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査結果において有意な欠陥は認められ

ておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，噴口の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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n. 翼，レーシングワイヤの高サイクル疲労割れ 

東海第二の低圧タービンの翼は，数枚ごとに翼端でレーシングワイヤによって連

結して群を構成している。過去，国内他プラント（PWR）において，群翼の固有振

動数が回転周波数の整数倍に共振して翼が折損する事例が見られた。 

また，海外プラントにおいて，車軸と翼の連成振動が，発電機の系統周波数に共

振して，運開した直後に低圧タービン最終段翼が飛散した事例がある。 

東海第二については，車軸と翼群の固有振動数が回転周波数に共振しないよう設

計上考慮されている。また，車軸と翼の連成振動に関しては，運転開始後 40 年が

経過している時点で共振が発生していないため，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査結果からも翼に有意な欠陥は認めら

れておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼，レーシングワイヤの高サイクル疲労は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 車軸の高サイクル疲労割れ 

車軸はタービン運転時に定常応力と変動応力が発生する。高平均応力下において

繰返し応力を受けると，応力集中部において高サイクル疲労割れが想定されるが，

設計段階において高サイクル疲労割れが発生しないように考慮されている。 

なお，これまでの車軸の目視点検，浸透探傷検査，磁粉探傷検査，超音波探傷検

査の結果からも有意な欠陥は認められておらず，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

p. 翼，車軸の腐食疲労割れ 

翼，車軸の隙間部に腐食媒体の濃縮から腐食が発生し，これに繰り返し応力が負

荷される場合，疲労き裂が発生，進展することがあるが，当該機器については，こ

うした腐食媒体の濃縮を起こすような乾湿交番域が存在しない。 

なお，これまでの目視点検からも有意な欠陥は確認されておらず，今後もこれら

の傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼，車軸の腐食疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 軸受台の摩耗 

軸受台は，軸受台底面とベースプレートのスライド部に摩耗が想定されるが，当

該部には，潤滑剤が塗布されており，軸受台の移動回数は 2回／サイクル（プラン

トの起動・停止回数）と少なく，タービン起動時は温度を確認しながら昇温してい

るため，移動速度は緩やかであることから，摩耗が進行する可能性はない。 

したがって，軸受台の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

b. クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキスパンション 

ジョイントの疲労割れ 

エキスパンションジョイントは，プラント起動・停止時の車室伸びにより疲労が

蓄積されるため，疲労割れが想定される。 

しかしながら，エキスパンションジョイントは，プラント起動・停止時の車室伸

びにより発生する応力が低くなるよう設計されている。 

また，プラントは定格熱出力一定にて運転しており，プラント起動・停止回数は

2 回／1 サイクルと少なく，さらに，タービン起動時には，暖機運転を実施してお

り，熱応力による材料の疲労蓄積は小さいことから，疲労割れが発生する可能性は

ない。 

なお，抽気短管エキスパンションジョイントについては，保護管取付部の減肉対

策として，これまでに全数の取替を実施している。 

したがって，クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキス

パンションジョイントの疲労割れは，高経年化対策上着目すべき劣化事象ではない

と判断する。 
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c. クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキスパンションジ

ョイントの応力腐食割れ 

クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキスパンションジ

ョイントはステンレス鋼であり，溶接部を有していることから，当該部に応力腐食

割れが想定される。しかし，内部流体は蒸気であり，また，ベローズは薄肉のため

溶接による残留応力は比較的小さいと考えられる。 

さらに，抽気短管エキスパンションジョイントは鋭敏化特性に優れた低炭素材が

使用されている。このため，応力腐食割れが発生する可能性はない。 

したがって，クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキス

パンションジョイントの応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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表 2.2-1 低圧タービンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 

外部車室  炭素鋼  △*1*2△*3      *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：高サイクル疲労割れ 

*5：腐食疲労割れ 

*6：はく離 

外部ケーシングボルト  低合金鋼  △      

内部車室  低合金鋼  △*1 △     

内部ケーシングボルト  低合金鋼  △*1      

クロスアラウンド管エキスパ

ンションジョイント 
 ステンレス鋼   ▲ ▲    

抽気短管  低合金鋼  △*1      

抽気短管エキスパンションジ

ョイント 
 ステンレス鋼   ▲ ▲    

大気放出板 ◎ －        

ガスケット ◎ －        

軸シール 

パッキンケーシング  炭素鋼  △*1      

ラビリンスパッキン  低合金鋼 △       

油切り  炭素鋼  △      

タービン 

性能の確保 

エネルギ

ー変換 

翼  ステンレス鋼  △*1 △*4*5 △    

噴口  ステンレス鋼  △*1 △*4 △    

隔板締付ボルト  低合金鋼  △*1  △    

隔板  
低合金鋼鋳鋼，

低合金鋼 
 △*1      

レーシングワイヤ  ステンレス鋼   △*4     

エネルギ

ー伝達 

車軸  低合金鋼 △ △*1 △*4*5 △    

カップリングボルト  低合金鋼  △      

軸支持 

軸受台  炭素鋼 ▲ △*2*3      

ジャーナル軸受  
炭素鋼， 

ホワイトメタル
△      △*6

軸受ボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

ベースプレート  炭素鋼  △      

キー  炭素鋼 △       

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

 

 

 

1.3 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン 
 

 

［対象機器］ 

① 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの主な仕様を表1-1に示す。 

 

表1-1 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの主な仕様 

機器名称 
仕様（出力 

×回転速度）
重要度*1

使用条件 

運転状態
運転圧力*2 

（MPa） 

運転温度*2 

（℃） 

原子炉給水ポンプ駆動

用蒸気タービン 

8,356 kW 

×5,000 rpm 
高*3 連続 

高圧：6.55 

低圧：1.31 

高圧：282 

低圧：195 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン入口の蒸気条件を示す 

*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にあ

る原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

a. タービン 

東海第二の原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンは7段の単気胴衝動式復水タービ

ンであり，蒸気は高圧ノズルボックスよりタービンに流入し，各段を経て車室下半部

にある排気口から排出され復水器に至る。 

車室は高圧部が低合金鋼鋳鋼，低圧部が低合金鋼であり，上下半車室に分割され，

ケーシングボルトにより締結されている。 

ダイアフラム（隔板，噴口）は，車室内に嵌め込まれており蒸気の通路を形成して

いる。隔板は，低圧初段～3 段が低合金鋼鋳鋼，4 段～7 段が低合金鋼であり，また，

噴口はステンレス鋼である。 

車軸は低合金鋼，翼はステンレス鋼であり，周方向は 2個のジャーナル軸受，軸方

向は 1個のスラスト軸受により支えられている。 

車室両端面の車軸貫通部には，蒸気流出を防止するためにスチームシールパッキン

（ラビリンスパッキン）が設けられており，多数のシールストリップを装備したラビ

リンスパッキンにより蒸気漏えいを防止している。 

車室，ダイヤフラム，スチームシールパッキンはケーシングボルトを緩め，それぞ

れの上半部を取り出すことにより点検手入れが可能である。 

なお，車室，隔板に流れ加速型腐食による減肉が認められたことから，第 24 回定

期検査（2009 年度）に耐食性の優れた材質のタービンに取替を実施している。 

 

b. 弁 

＜蒸気止め弁＞ 

東海第二の蒸気止め弁は玉形弁であり，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン A,B

号機に高圧用，低圧用がそれぞれ 1台設置されている。 

蒸気止め弁は，タービントリップ時に蒸気を遮断するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体を作動させ

る駆動力伝達部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，ブッシュ，

衛帯筺）からなる。 

内部流体に接する弁箱，弁ふたは低合金鋼鋳鋼，弁体，弁座は低合金鋼であり，軸

封部には内部流体の漏れを防止するため，グランドパッキンが使用されている。 

弁体，弁座等は，弁ふたボルトを取外すことにより点検手入れが可能である。 
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＜蒸気加減弁＞ 

東海第二の蒸気加減弁は，玉形弁であり，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン A,B

号機に高圧用，低圧用がそれぞれ 1台設置されている。 

高圧蒸気加減弁はタービン起動時から常用運転時まで使用し，蒸気流量を加減して

原子炉への給水量を制御するものであり，低圧蒸気加減弁はタービン常用運転時に，

蒸気流量を加減して原子炉への給水量を制御するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体を作動させ

る駆動力伝達部（弁棒，ブッシュ，リフトロッド，ピストン，油筒シリンダ）からな

る。 

内部流体に接する弁箱，弁ふたは低合金鋼鋳鋼，弁体，弁座は低合金鋼であり，軸

封部には内部流体の漏れを防止するため，グランドパッキンが使用されている。 

弁体，弁座等は，弁ふたボルトを取り外すことにより点検手入れが可能である。 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの構造図を図 2.1-1 に，弁の構造図を図

2.1-2～4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン主要部位の使用材料を表2.1-1に，

弁主要部位の使用材料を表 2.1-2，3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 

 



 

－
 
1.
3-
4 
－

  

№ 部位 

① 車室（高圧部，低圧部） 

② ケーシングボルト 

③ 大気放出板 

④ パッキン 

⑤ パッキンハウジング 

⑥ ラビリンスパッキン 

⑦ 油切り 

⑧ 翼 

⑨ 噴口 

⑩ 高圧ノズルボックス 

⑪ 隔板固定キー・ボルト 

⑫ 隔板 

⑬ 車軸 

⑭ ダイヤフラムカップリング 

⑮ 軸受台 

⑯ ジャーナル軸受 

⑰ スラスト軸受 

⑱ 軸受ボルト 

⑲ キー 

⑳ ベースプレート 

㉑ 基礎ボルト 

図 2.1-1 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン構造図 

 

 

①②④ 

⑬ 

③ 

⑦ ⑤ 

⑨ 

⑧ 

⑪⑫ 

⑥ 

⑭ 

⑰ ⑯⑱ 

⑩ 

⑮ 

㉑ ⑳ ⑲ 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ パッキン 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体（主弁） 

⑦ 弁体（副弁） 

⑧ 
弁体（高圧蒸気加減

弁） 

⑨ 弁体ボルト 

⑩ 弁座 

⑪ 弁棒 

⑫ ピストン 

⑬ 油筒シリンダ 

⑭ スプリング 

⑮ ヨーク 

⑯ ブッシュ 

⑰ 衛帯筺（高圧蒸気止

め弁） 

⑱ 支持鋼材（高圧蒸気

止め弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 高圧蒸気止め弁,高圧蒸気加減弁構造図 
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③ ⑨ ⑩ 

高圧蒸気加減弁 
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① 

⑩ 

⑪ 

⑬ 

⑰ 
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⑤ 

⑤ 



－ 1.3-6 － 

 

 

 

 

No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ パッキン 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体(主弁) 

⑦ 弁体(副弁) 

⑧ 弁体ボルト 

⑨ 弁座 

⑩ 弁棒 

⑪ ピストン 

⑫ 油筒シリンダ 

⑬ スプリング 

⑭ ヨーク 

⑮ ブッシュ 

⑯ 衛帯筺 

⑰ 支持鋼材 

図 2.1-3 低圧蒸気止め弁構造図 

① 

③ 

⑤ 

② 

⑦ 

⑨ 

⑧ 
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⑫ ⑬ 
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⑮ 
⑯ 

⑰ 

⑪ 
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－
 
1.
3-
7 
－

  

 No. 部位 No. 部位 

① 弁箱 ⑦ 弁座 

② 弁ふた ⑧ 弁棒 

③ 弁ふたボルト ⑨ ブッシュ 

④ グランドパッキン ⑩ リフトロッド 

⑤ 弁体（主弁) ⑪ ピストン 

⑥ 弁体（副弁） ⑫ 油筒シリンダ 

図 2.1-4 低圧蒸気加減弁構造図 
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表 2.1-1 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

車室 
高圧部：低合金鋼鋳鋼 

低圧部：低合金鋼 

ケーシングボルト 低合金鋼，炭素鋼 

大気放出板 （定期取替品） 

パッキン （消耗品） 

軸シ－ル 

パッキンハウジング 
高圧部：低合金鋼鋳鋼 

低圧部：低合金鋼 

ラビリンスパッキン 鉛入り Ni 黄銅 

油切り 
アルミニウム合金鋳鋼， 

銅合金鋼 

タービン性能 

の確保 

エネルギー 

変換 

翼 ステンレス鋼 

噴口 ステンレス鋼 

高圧ノズルボックス 低合金鋼鋳鋼 

隔板固定キー・ボルト 低合金鋼 

隔板 
低圧初段，2段～3段：低合金鋼鋳鋼

4段～7段：低合金鋼 

エネルギー 

伝達 

車軸 低合金鋼 

ダイヤフラムカップリ

ング 
低合金鋼 

軸支持 

軸受台 炭素鋼 

ジャーナル軸受 鋳鋼，炭素鋼，ホワイトメタル 

スラスト軸受 鋳鋼，炭素鋼，ホワイトメタル 

軸受ボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

キー 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 
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表2.1-2 高圧蒸気止め弁及び低圧蒸気止め弁主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

材料 

高圧蒸気止め弁 低圧蒸気止め弁 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 低合金鋼鋳鋼 低合金鋼鋳鋼 

弁ふた 低合金鋼鋳鋼 低合金鋼鋳鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 低合金鋼 

シール 
パッキン （消耗品） （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体（主弁) 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

低合金鋼 

（ステライト肉盛）

弁体（副弁） 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

低合金鋼 

（ステライト肉盛）

弁体ボルト 低合金鋼 低合金鋼 

弁座 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

低合金鋼 

（ステライト肉盛）

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 低合金鋼 低合金鋼 

ピストン 炭素鋼 炭素鋼 

油筒シリンダ 炭素鋼鋳鋼 炭素鋼鋳鋼 

スプリング ばね鋼 ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 炭素鋼 

ブッシュ 低合金鋼 低合金鋼 

衛帯筺 低合金鋼 低合金鋼 

機器の支持 支持 支持鋼材 炭素鋼 炭素鋼 
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表2.1-3 高圧蒸気加減弁及び低圧蒸気加減弁主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

材料 

高圧蒸気加減弁 低圧蒸気加減弁 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 低合金鋼鋳鋼 低合金鋼鋳鋼 

弁ふた 低合金鋼鋳鋼 低合金鋼鋳鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 低合金鋼 

シール 
パッキン （消耗品） － 

グランドパッキン （消耗品） （消耗品） 

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）
－ 

弁体（主弁） － 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

弁体（副弁） － 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

弁座 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

低合金鋼 

（ステライト肉盛）

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒 低合金鋼 低合金鋼 

ブッシュ 低合金鋼 低合金鋼 

リフトロッド － 低合金鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

 

表 2.1-4 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの使用条件 

運転圧力 高圧側：6.55 MPa，低圧側：1.31 MPa 

運転温度 高圧側：282 ℃，低圧側：195 ℃ 

回転速度 5,000 rpm 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの機能である原子炉給水機能の達成に必要な

項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) タービン性能の確保 

(3) 機器の支持 

(4) 作動機能の維持 

(5) 隔離機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンについて機能達成に必要な項目を考慮して

主要な部位に展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，

圧力，温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定され

る経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

パッキン，グランドパッキンは消耗品，大気放出板は定期取替品であり，設計時に

長期使用はせず取替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価

対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ラビリンスパッキンの摩耗［タービン］ 

ラビリンスパッキンは，車軸との間に隙間を設け，隙間管理を実施し，接触を防

止している。また，分解点検時に車軸との隙間測定を実施しており，有意な摩耗が

ないことを確認している。 

したがって，ラビリンスパッキンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. ジャーナル軸受及びスラスト軸受の摩耗，はく離［タービン］ 

ジャーナル軸受及びスラスト軸受は，ホワイトメタルを軸受パッドに溶着してい

るので摩耗及びはく離が想定される。 

摩耗については，主軸と軸受間に潤滑油が供給され軸受の摩耗を抑制している。 

また，分解点検時に目視点検及び隙間測定を行い，隙間が基準値に達した場合は

取替又は補修を実施することにより，軸受の機能を維持している。 

はく離については，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施し，必要に応

じて取替又は補修を実施することにより，軸受の機能を維持している。 

したがって，ジャーナル軸受及びスラスト軸受の摩耗，はく離は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 弁棒，ブッシュ，衛帯筺の摩耗［高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止

め弁，低圧蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁の弁棒，ブッシュ，衛帯筺は低合金鋼であり摩耗の可

能性はあるが，目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，弁棒，ブッシュ，衛帯筺の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 1.3-13 － 

e. 車室（内面），パッキンハウジング，翼，噴口，高圧ノズルボックス，車軸，弁

箱（内面），弁ふた（内面），弁棒，ブッシュ，衛帯筺，リフトロッドの腐食（流

れ加速型腐食）［タービン，高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止め弁，

低圧蒸気加減弁］ 

車室高圧部（タービン），パッキンハウジング高圧部（タービン），高圧ノズル

ボックス（タービン），弁箱（弁共通），弁ふた（弁共通）は低合金鋼鋳鋼，翼（タ

ービン），噴口（タービン）はステンレス鋼，車軸（タービン），パッキンハウジ

ング低圧部（タービン），弁棒（弁共通），ブッシュ（弁共通），衛帯筺（高圧蒸

気止め弁，低圧蒸気止め弁），リフトロッド（低圧蒸気加減弁）は低合金鋼であり，

内部流体は湿分を含んだ高速蒸気であるため，流れ加速型腐食により減肉の可能性

がある。 

しかし，目視点検において有意な減肉がないことを確認している。 

したがって，車室（内面），パッキンハウジング，翼，噴口，高圧ノズルボック

ス，車軸，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁棒，ブッシュ，衛帯筺，リフトロッ

ドの腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

f. 車室（外面），軸受台（外面），弁箱（外面），弁ふた（外面），ヨーク，支持鋼材

の腐食（全面腐食）［タービン，高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止め弁，

低圧蒸気加減弁］ 

軸受台（タービン），ヨーク，支持鋼材（高圧及び低圧蒸気止め弁）は炭素鋼，

車室低圧部（タービン）は低合金鋼，車室高圧部（タービン），弁箱，弁ふた（弁

共通）は低合金鋼鋳鋼であり腐食発生の可能性があるが，大気接触部は塗装により

腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 

これまで車室（外面），軸受台（外面），弁箱（外面），弁ふた（外面），ヨー

ク，支持鋼材は，目視点検において塗膜状態を確認しており，はく離等が認められ

た場合は，必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，車室（外面），軸受台（外面），弁箱（外面），弁ふた（外面），

ヨーク，支持鋼材の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

g. 隔板固定キー・ボルト，隔板の腐食（全面腐食）［タービン］ 

隔板固定キー・ボルトは低合金鋼，隔板は低合金鋼鋳鋼及び低合金鋼であり，蒸

気環境下にあることから，腐食発生の可能性があるが，目視点検において有意な腐

食がないことを確認している。 

したがって，隔板固定キー・ボルト，隔板の腐食（全面腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 1.3-14 － 

h. ケーシングボルト，弁ふたボルト，弁体ボルトの腐食（全面腐食）［タービン，

高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気加減弁］ 

ケーシングボルト（タービン）は低合金鋼及び炭素鋼，弁ふたボルト（弁共通），

弁体ボルト（高圧蒸気止め弁及び低圧蒸気止め弁）は低合金鋼であり，外気に接触

していること，もしくは湿分を含んだ高速蒸気環境にあるため，腐食の可能性があ

るが，目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ケーシングボルト，弁ふたボルト，弁体ボルトの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. ラビリンスパッキンのエロージョン［タービン］ 

ラビリンスパッキンは鉛入り Ni 黄銅であり，内部流体は湿分を含んだ高速蒸気

であるため，エロージョンにより減肉する可能性がある。 

しかし，分解点検時の目視点検において有意なエロージョンがないことを確認し

ている。 

したがって，ラビリンスパッキンのエロージョンは，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 弁体（主弁・副弁），弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食）［高圧蒸気止め弁，

高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止め弁，低圧蒸気加減弁］ 

高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁，低圧蒸気加減弁の弁体（主弁・副弁）及び弁

座，高圧蒸気加減弁の弁体及び弁座は低合金鋼であり内部流体は湿分を含んだ高速

蒸気であるため，流れ加速型腐食により減肉する可能性があるが，分解点検時に目

視点検及び浸透探傷検査を実施し，必要に応じて溶接補修等を実施することにより

機能を維持している。 

したがって，弁体（主弁・副弁），弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食）は，高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 弁体（主弁・副弁），弁体，弁座シート部のエロージョン［高圧蒸気加減弁，低

圧蒸気加減弁］ 

低圧蒸気加減弁の弁体（主弁・副弁）及び弁座，高圧蒸気加減弁の弁体及び弁座

は低合金鋼であり，シート部にステライト肉盛が施されている。 

高圧蒸気加減弁，低圧蒸気加減弁については，目視点検において有意なエロージ

ョンがないことを確認している。 

したがって，弁体（主弁・副弁），弁体，弁座シート部のエロージョンは高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 1.3-15 － 

l. 翼，隔板固定キー・ボルト，車軸，弁体ボルトの応力腐食割れ［タービン，高圧

蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁］ 

タービンの翼はステンレス鋼，隔板固定キー・ボルト，車軸，高圧蒸気止め弁及

び低圧蒸気止め弁の弁体ボルトは低合金鋼であり，湿り蒸気環境下で使用されてい

ることから，応力腐食割れが発生する可能性がある。 

翼，隔板固定キー・ボルト，車軸，弁体ボルトの応力腐食割れについては，目視

点検，浸透探傷検査，超音波探傷検査において有意な欠陥がないことを確認してい

る。 

したがって，翼，隔板固定キー・ボルト，車軸，弁体ボルトの応力腐食割れは高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 車軸の摩耗［タービン］ 

車軸の軸受との摺動面は摩耗が想定されるが，潤滑油が供給され車軸と軸受間に

油膜が形成されており，車軸の摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び隙間計測結果において有意な摩耗は認められてお

らず，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

n. キーの摩耗［タービン］ 

当該キーは車室の中心を決める位置決めキーであり，車室の熱移動により車室と

の接触面の摩耗が想定されるが，車室の移動回数は 2 回／1 サイクル（プラントの

起動・停止回数）と少なく，タービン起動時は車室温度を確認しながら昇温してい

るため，車室の移動は緩やかであることから，摩耗が進行する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，キーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 



 

－ 1.3-16 － 

o. 油切り，軸受台(内面)，軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全面腐食）［ター

ビン］ 

油切りは銅合金鋼，軸受台，ベースプレートは炭素鋼，軸受ボルトは低合金鋼で

あり腐食が想定されるが，油切り，軸受台(内面)，軸受ボルトはオイルミスト環境

下であること，また，軸受台とベースプレートのスライド部については，潤滑剤が

塗布されていることから腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，油切り，軸受ボルト，軸受台とベースプレートのスライド部については，

これまでの目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後もこれらの傾向

が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，油切り，軸受台(内面)，軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全面

腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. 弁体（主弁，副弁），弁座のシート部のエロージョン［高圧蒸気止め弁，低圧蒸

気止め弁］ 

高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁の弁体（主弁，副弁），弁座は低合金鋼であり，

シート部にステライト肉盛が施されている。 

高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁は流量制御を行わず，通常は全閉又は全開で使

用されるため弁体（主弁，副弁），弁座のシート部のエロージョンの可能性は小さ

い。 

なお，弁体（主弁，副弁），弁座のシート部は，目視点検において有意なエロー

ジョンは認められておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難

い。 

したがって，弁体（主弁，副弁），弁座のシート部のエロージョンは高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. 車室の疲労割れ［タービン］ 

車室は低合金鋼鋳鋼及び低合金鋼であり，疲労割れが想定されるが，起動・停止

時には急激な温度変化を生じないように運転されており，疲労割れが発生する可能

性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車室の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 



 

－ 1.3-17 － 

r. 翼の高サイクル疲労割れ［タービン］ 

翼は，群翼振動数と回転周波数が共振することのないよう設計段階で考慮されて

いる。海外プラントにおいて，車軸と翼の連成振動により低圧タービンの最終段長

翼が飛散した事例はあるが，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンのように翼長の

非常に短い剛構造の翼については，車軸と翼の連成振動が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められてお

らず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

s. 噴口の高サイクル疲労割れ［タービン］ 

国内他プラントの低圧タービン最終段静翼（BWR では噴口に相当）溶接部及びそ

の近傍において，高サイクル疲労によるき裂が生じた事例があったが，原子炉給水

ポンプ駆動用蒸気タービン噴口の翼長は低圧タービンのものと比較して非常に短

いことから剛性が高く，高サイクル疲労割れの可能性は小さい。 

なお，国内外のプラントで原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン噴口の高サイク

ル疲労割れの事例はない。また，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意

な欠陥は認められておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難

い。 

したがって，噴口の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

t. 車軸の高サイクル疲労割れ［タービン］ 

車軸はタービン運転時に定常応力と変動応力が発生する。高平均応力において繰

り返し応力を受けると，応力集中部において高サイクル疲労割れが想定されるが，

設計段階において疲労割れが発生しないように考慮している。 

なお，これまでの車軸の目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められ

ておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 



 

－ 1.3-18 － 

u. 翼・車軸の腐食疲労割れ［タービン］ 

翼・車軸の隙間部に腐食媒体の濃縮が発生し，これに繰り返し応力が負荷される

場合，腐食疲労割れが発生，進展することがあるが，当該機器はこうした腐食媒体

が濃縮を起こすような乾湿交番域は存在しない。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼・車軸の腐食疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

v. 弁棒の疲労割れ［高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止め弁，低圧蒸気

加減弁］ 

弁棒段付部等は角部を滑らかにし，応力集中を起こさないような構造をしており，

発生応力の低減を図っている。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 



 

－ 1.3-19 － 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，または進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. ピストン，油筒シリンダの摩耗［高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止

め弁，低圧蒸気加減弁］ 

ピストン及び油筒シリンダは，摺動部に摩耗が想定されるが，シリンダ内は潤滑

油で満たされていることから，摺動部の摩耗の可能性はない。 

したがって，ピストン，油筒シリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

b. スプリングのへたり［高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁］ 

スプリングは常時応力のかかった状態で使用されるため，へたりが想定される。 

しかし，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう設定さ

れており，また，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温

度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 



 

 

－
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表 2.2-1(1/3) 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

車室 
 高圧部：低合金鋼鋳鋼 

低圧部：低合金鋼 
 

△*1*2

△*3 △     
*1:流れ加速型 

腐食 

*2:内面 

*3:外面 

*4:エロージョン 

*5:高サイクル 

疲労割れ 

*6:低圧初段～3段 

*7:4 段～7段 

*8:腐食疲労割れ 

*9:はく離 

ケーシングボルト  低合金鋼，炭素鋼  △      

大気放出板 ◎ －        

パッキン ◎ －        

軸シール 

パッキンハウジング 
 高圧部：低合金鋼鋳鋼 

低圧部：低合金鋼 
 △*1      

ラビリンスパッキン  鉛入り Ni 黄銅 △ △*4      

油切り 
 アルミニウム合金鋳鋼，

銅合金鋼 
 △      

タービン 

性能の確保 

エネルギー

変換 

翼  ステンレス鋼  △*1 △*5*8 △    

噴口  ステンレス鋼  △*1 △*5     

高圧ノズルボックス  低合金鋼鋳鋼  △*1      

隔板固定キー・ボルト  低合金鋼  △  △    

隔板 
 低合金鋼鋳鋼*6 

低合金鋼*7 
 △      

エネルギー

伝達 

車軸  低合金鋼 △ △*1 △*5*8 △    

ダイヤフラムカップリング  低合金鋼        

軸支持 

軸受台  炭素鋼  △*2*3      

ジャーナル軸受， 

スラスト軸受 

 鋳鋼，炭素鋼， 

ホワイトメタル 
△      △

*9
 

軸受ボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

キー  炭素鋼 △       

ベースプレート  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
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表 2.2-1(2/3) 高圧，低圧蒸気止め弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材料変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 
 

低合金鋼鋳鋼  
△*1*2 

△*3 
     

*1:流れ加速型腐食 

*2:内面 

*3:外面 

*4:シート部はステライト肉

盛 

*5:シート部のエロージョン 

*6:スプリングのへたり 

 

弁ふた 
 

低合金鋼鋳鋼  
△*1*2 

△*3 
     

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
パッキン ◎ －        

グランドパッキン ◎ －        

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（主弁，副弁）
*4  低合金鋼  △*1*5      

弁体ボルト  低合金鋼  △  △    

弁座
*4
  低合金鋼  △*1*5      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  低合金鋼 △ △*1 △     

ピストン  炭素鋼 ▲       

油筒シリンダ  炭素鋼鋳鋼 ▲       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

ブッシュ  低合金鋼 △ △*1      

衛帯筺  低合金鋼 △ △*1      

機器の支持 支持 支持鋼材  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
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表 2.2-1(3/3) 高圧，低圧蒸気加減弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期取

替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材料変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  低合金鋼鋳鋼  
△*1*2 

△*3      
*1:流れ加速型腐食 

*2:内面 

*3:外面 

*4:シート部はステライト

肉盛 

*5:低圧蒸気加減弁 

*6:高圧蒸気加減弁 

*7:シート部のエロージョ

ン 

弁ふた  低合金鋼鋳鋼  
△*1*2 

△*3 
     

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
パッキン ◎ －        

グランドパッキン ◎ －        

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（主弁，副弁）
*4*5

 低合金鋼  △*1△*7      

弁体*6  低合金鋼  △*1△*7      

弁座
*4
  低合金鋼  △*1△*7      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  低合金鋼 △ △*1 △     

ブッシュ  低合金鋼 △ △*1      

リフトロッド 

（低圧加減弁） 
 低合金鋼  △*1      

ピストン  鋳鉄 ▲       

油筒シリンダ  炭素鋼 ▲       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

 

 

 

1.4 主要弁 
 

 

［対象弁］ 

① 主塞止弁 

② 加減弁 

③ 中間塞止加減弁 

④ タービンバイパス弁 

⑤ クロスアラウンド管逃し弁 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している主要弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 主要弁の主な仕様 

機器名称 型式 
口径

(A) 重要度*1 

使用条件 

運転状態 
運転圧力 

（MPa） 

運転温度

(℃) 

主塞止弁 玉形弁 650 PS-2 連続 6.55 282 

加減弁 バランス形弁 700 高*2 連続 6.55 282 

中間塞止加減弁 複合弁 1,050 高*2 連続 1.28 195 

タービンバイパス弁 玉形弁 450 PS-2 一時 6.55 282 

クロスアラウンド管 

逃し弁 
安全弁 450 高*2 一時 1.28 195 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 主要弁の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 主塞止弁 

(1) 構造 

東海第二の主塞止弁は玉形弁であり，高圧タービン入口に 4台設置されている。 

本弁は，タービントリップ時に，高圧タービンへの蒸気供給を遮断するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁体ボルト，弁座）及び弁

体を作動させる駆動部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，衛帯

筐），弁を支える支持部（支持鋼材，埋込金物）からなる。 

また，主塞止弁（No.2）については，タービンウォーミング用の副弁が設けられて

いる。 

内部流体に接する弁箱，衛帯筐は鋳鋼，弁ふた，弁体（主弁，副弁），弁座は低合

金鋼，弁棒は炭素鋼であり，軸封部には内部流体の漏れを防止するため，グランドパ

ッキンが使用されている。 

主塞止弁の構造図を図 2.1-1,2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主塞止弁主要部位の使用材料を表2.1-1に，使用条件を表2.1-2に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁体ボルト 

⑧ 弁座 

⑨ 弁棒 

⑩ ピストン 

⑪ 油筒シリンダ 

⑫ スプリング 

⑬ ヨーク 

⑭ 衛帯筐 

⑮ 支持鋼材 

⑯ 埋込金物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-1 主塞止弁(No.1,3,4)構造図 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体（主弁） 

⑦ 弁体（副弁） 

⑧ 弁体ボルト 

⑨ 弁座 

⑩ 弁棒 

⑪ ピストン 

⑫ 油筒シリンダ 

⑬ スプリング 

⑭ ヨーク 

⑮ 衛帯筐 

⑯ 支持鋼材 

⑰ 埋込金物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-2 主塞止弁(No.2)構造図 
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表 2.1-1 主塞止弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 鋳鋼 

弁ふた 低合金鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

パッキン （消耗品） 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（主弁） 低合金鋼（ステライト肉盛） 

弁体（副弁)（No.2のみ） 低合金鋼（ステライト肉盛） 

弁体ボルト 低合金鋼 

弁座 低合金鋼（ステライト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒 炭素鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

スプリング ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 

衛帯筐 鋳鋼 

機器の支持 支持 
支持鋼材 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

表 2.1-2 主塞止弁の使用条件 

運転圧力 6.55 MPa 

運転温度 282 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.2 加減弁 

(1) 構造 

東海第二の加減弁はバランス形弁であり，主塞止弁の下流に 4台設置されている。 

本弁は，高圧タービンへの蒸気流量を制御するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁体ボルト，弁座）及び弁

体を作動させる駆動部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，ブッ

シュ，バランスチャンバー）からなる。 

内部流体に接する弁箱は鋳鋼，弁ふた，弁体，弁座，バランスチャンバーは低合金

鋼，弁棒（副弁）はステンレス鋼であり，軸封部には内部流体の漏れを防止するため，

グランドパッキンが使用されている。 

加減弁の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の加減弁主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体（主弁） 

⑦ 弁体ボルト 

⑧ 弁座 

⑨ 弁棒（副弁） 

⑩ ピストン 

⑪ 油筒シリンダ 

⑫ スプリング 

⑬ ヨーク 

⑭ ブッシュ 

⑮ バランスチャンバー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-3 加減弁構造図 
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表 2.1-3 加減弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 鋳鋼 

弁ふた 低合金鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

パッキン （消耗品） 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（主弁） 低合金鋼（ステライト肉盛） 

弁体ボルト 低合金鋼 

弁座 低合金鋼（ステライト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒（副弁） ステンレス鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

スプリング ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 

ブッシュ 低合金鋼 

バランスチャンバー 低合金鋼 

 

表 2.1-4 加減弁の使用条件 

運転圧力 6.55 MPa 

運転温度 282 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.3 中間塞止加減弁 

(1) 構造 

東海第二の中間塞止加減弁は，中間加減弁と中間止め弁が一体の弁箱に収められた

構造の複合弁であり，低圧タービン入口に 6台設置されている。 

本弁は，低圧タービンへの蒸気流量の制御及びタービントリップ時に低圧タービン

への蒸気供給を遮断するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁体ボルト，弁座）及び弁

体を作動させる駆動部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，衛帯

筐，スタンド），弁を支える支持部（支持鋼材）からなる。 

内部流体に接する弁箱，弁座，衛帯筐，スタンドは鋳鋼，弁ふたは炭素鋼，弁体は

低合金鋼，弁棒はステンレス鋼であり，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグ

ランドパッキンが使用されている。 

中間塞止加減弁の構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中間塞止加弁主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に

示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体（中間加減弁) 

⑦ 弁体（中間止め弁） 

⑧ 弁体ボルト 

⑨ 弁座 

⑩ 弁棒 

⑪ ピストン 

⑫ 油筒シリンダ 

⑬ スプリング 

⑭ ヨーク 

⑮ 衛帯筐(中間加減弁) 

⑯ スタンド（中間止め弁）

⑰ 支持鋼材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-4 中間塞止加減弁構造図 
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表2.1-5 中間塞止加減弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

パッキン （消耗品） 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（中間加減弁） 低合金鋼 

弁体（中間止め弁） 低合金鋼（ステライト肉盛）

弁体ボルト ステンレス鋼 

弁座 鋳鋼（ステライト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

スプリング ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 

衛帯筐(中間加減弁) 鋳鋼 

スタンド（中間止め弁） 鋳鋼 

機器の支持 支持 支持鋼材 炭素鋼 

 

表2.1-6 中間塞止加減弁の使用条件 

運転圧力 1.28 MPa 

運転温度 195 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.4 タービンバイパス弁 

(1) 構造 

タービンバイパス弁は玉形弁であり，主蒸気管ヘッダに 5台設置している。 

本弁は，タービントリップ時に主蒸気を直接主復水器に流すものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体を作動させ

る駆動部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，ブッシュ，スタン

ド），弁を支える支持部（支持鋼材，埋込金物）からなる。 

内部流体に接する弁箱，スタンドは鋳鋼，弁ふたは炭素鋼，弁体，弁座は低合金鋼，

弁棒はステンレス鋼であり，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッ

キンが使用されている。 

タービンバイパス弁の構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

タービンバイパス弁主要部位の使用材料を表2.1-7に，使用条件を表2.1-8に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ピストン 

⑩ 油筒シリンダ 

⑪ スプリング 

⑫ ヨーク 

⑬ ブッシュ 

⑭ スタンド 

⑮ 支持鋼材 

⑯ 埋込金物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-5 タービンバイパス弁構造図 
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表2.1-7 タービンバイパス弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

パッキン （消耗品） 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体 低合金鋼（ステライト肉盛） 

弁座 低合金鋼（ステライト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

スプリング ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 

ブッシュ 低合金鋼 

スタンド 鋳鋼 

機器の支持 支持 
支持鋼材 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

表2.1-8 タービンバイパス弁の使用条件 

運転圧力 6.55 MPa 

運転温度 282 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.5 クロスアラウンド管逃し弁 

(1) 構造 

クロスアラウンド管逃し弁は，バネ式安全弁であり，クロスアラウンド管に 6 台設

置されている。 

本弁は，クロスアラウンド管の異常昇圧を防止するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふたボルト，

弁軸封部），流体を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体を作動させる駆動部（弁棒，

スプリング，ガイド，ブッシュ）からなる。 

内部流体に接する弁箱は鋳鋼で，弁体，弁座はステンレス鋼である。 

クロスアラウンド管逃し弁の構造図を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

クロスアラウンド管逃し弁主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を表 2.1-10

に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふたボルト 

③ パッキン 

④ ベローズ 

⑤ 弁体 

⑥ 弁座 

⑦ 弁棒 

⑧ スプリング 

⑨ ガイド 

⑩ ブッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-6 クロスアラウンド管逃し弁構造図 
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表2.1-9 クロスアラウンド管逃し弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 
弁箱 鋳鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
パッキン （消耗品） 

ベローズ ニッケル基合金 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体 
ステンレス鋼（ステライ

ト肉盛） 

弁座 
ステンレス鋼（ステライ

ト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

スプリング ばね鋼 

ガイド 炭素鋼 

ブッシュ 銅合金 

 

表2.1-10 クロスアラウンド管逃し弁の使用条件 

運転圧力 1.28 MPa 

運転温度 195 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

 主要弁の機能維持に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

主要弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，個々

の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現在までの運

転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

パッキン，グランドパッキンは消耗品であり，設計時に長期使用はせず取替を前提

としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。なお，定期

取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象とし

て表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化評価上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁棒，衛帯筺，バランスチャンバー，ブッシュ，スタンドの摩耗［主塞止弁，加減

弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁，クロスアラウンド管逃し弁］ 

弁棒（共通），衛帯筺（主塞止弁，中間塞止加減弁），バランスチャンバー（加減

弁），ブッシュ（加減弁，タービンバイパス弁，クロスアラウンド管逃し弁），スタ

ンド（中間塞止加減弁，タービンバイパス弁）のそれぞれの摺動部は，摩耗が発生

する可能性があるが，目視点検において，有意な摩耗がないことを確認している。 

また，ブッシュ（加減弁，タービンバイパス弁，クロスアラウンド管逃し弁）バ

ランスチャンバー（加減弁）は，弁棒との隙間測定を実施し，適切な隙間管理をし

ている。 

したがって，弁棒，衛帯筺，バランスチャンバー，ブッシュ，スタンドの摩耗は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱及び弁ふた（内面），弁体，弁座，弁棒，衛帯筺，ブッシュ，バランスチャン

バー，スタンドの腐食（流れ加速型腐食）［主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁，

タービンバイパス弁，クロスアラウンド管逃し弁］ 

弁箱（主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），弁座（中間

塞止加減弁）は鋳鋼，弁ふた（主塞止弁，加減弁），弁体（主塞止弁，加減弁，中

間塞止加減弁，タービンバイパス弁），弁座（主塞止弁，加減弁，タービンバイパ

ス弁），ブッシュ（加減弁，タービンバイパス弁），バランスチャンバー（加減弁）

は低合金鋼，スタンド（中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），衛帯筺（主塞止

弁，中間塞止加減弁）は鋳鋼，弁ふた（中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），

弁棒（主塞止弁）は炭素鋼，弁棒（加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），

弁体（クロスアラウンド管逃し弁），弁座（クロスアラウンド管逃し弁）はステン

レス鋼であり，蒸気環境下にあるため，腐食（流れ加速型腐食）により減肉する可

能性があるが，目視点検において，有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，弁箱及び弁ふた（内面），弁体，弁座，弁棒，衛帯筺，ブッシュ，

バランスチャンバー，スタンドの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 弁体及び弁座のシート部のエロージョン［加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイ

パス弁］ 

加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁の弁体及び弁座のシート部につい

ては，蒸気環境下にあるため，腐食（エロージョン）により減肉する可能性がある

が，目視点検において有意なエロージョンがないことを確認している。 

したがって，弁体及び弁座のシート部のエロージョンは高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 弁箱（内面），ガイドの腐食（全面腐食）［クロスアラウンド管逃し弁］ 

弁箱は鋳鋼，ガイドは炭素鋼であり，内部流体が蒸気であるため，腐食が発生す

る可能性があるが，目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，弁箱（内面），ガイドの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 弁箱及び弁ふた（外面），ヨーク，支持鋼材，埋込金物（大気接触部）の腐食（全

面腐食）［共通］ 

弁箱（共通）は鋳鋼，弁ふた，ヨーク（主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁，タ

ービンバイパス弁），支持鋼材（主塞止弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），

埋込金物（主塞止弁，タービンバイパス弁）は低合金鋼又は炭素鋼であり，腐食発

生の可能性があるが，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は小さい。 

また，点検及び巡視時の目視により，塗膜の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，弁箱及び弁ふた（外面），ヨーク，支持鋼材，埋込金物（大気接触

部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

f. 弁ふたボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

弁ふたボルトは低合金鋼であり，外気に接触していることから腐食発生の可能性

があるが，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は小さい。 

また，点検及び巡視時の目視により，塗膜の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，弁ふたボルト（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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g. 弁体ボルトの応力腐食割れ［主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁］ 

主塞止弁，加減弁の弁体ボルトは低合金鋼，中間塞止加減弁の弁体ボルトはステ

ンレス鋼であり，蒸気環境下にあるため応力腐食割れが発生する可能性がある。 

しかし，分解点検時の目視点検又は浸透探傷検査から，有意な欠陥がないことを

確認している。 

したがって，弁体ボルトの応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

h. 弁棒の応力腐食割れ［加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁］ 

加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁の弁棒はステンレス鋼であり，蒸

気環境下にあるため応力腐食割れが発生する可能性がある。 

しかし，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥がないこと

を確認している。 

したがって，弁棒の応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

i. ピストン，油筒シリンダの摩耗［主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁，タービンバ

イパス弁］ 

ピストン及び油筒シリンダは，摺動部に摩耗が想定されるが，シリンダ内は制御

油で満たされていることから，摺動部の摩耗の可能性は小さい。 

なお，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施することで健全性を維持す

ることとしている。 

今後も，使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

したがって，ピストン，油筒シリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

j. 弁体及び弁座のシート部のエロージョン［主塞止弁，クロスアラウンド管逃し弁］ 

主塞止弁，クロスアラウンド管逃し弁は，流量制御を行わず，通常は全開又は全

閉で使用されるため，弁体及び弁座シート部のエロージョンの可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において有意なエロージョンは認め

られておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体及び弁座のシート部のエロージョンは高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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k. 弁棒の疲労割れ［共通］ 

弁棒段付部等は角部を滑らかにし，応力集中を起こさないような構造をしており，

発生応力の低減を図っている。 

なお，これまでの目視点検において有意な欠陥は認められておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

l. ベローズの疲労割れ［クロスアラウンド管逃し弁］ 

クロスアラウンド管逃し弁は作動頻度が少なく，ベローズに疲労割れが発生する

可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な欠陥は認められておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ベローズの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[主塞止弁，タービンバイパ

ス弁] 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，コン

クリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食

環境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生するま

で長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

b. スプリングのへたり［共通］ 

スプリングは常時応力のかかった状態で使用されるため，へたりが想定されるが，

スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定されてお

り，さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低

いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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表 2.2-1（1/5） 主塞止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱  鋳鋼  △*1*2△*3      *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：シート部はステラ

イト肉盛 

*5：シート部のエロー

ジョン 

*6：スプリングのへた

り 

*7：コンクリート埋設

部 

弁ふた  低合金鋼  △*1*2△*3      

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

パッキン ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体（主弁）  低合金鋼*4  △*1*5      

弁体（副弁）  低合金鋼*4  △*1*5      

弁体ボルト  低合金鋼    △    

弁座  低合金鋼*4  △*1*5      

作動機能の 

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  炭素鋼 △ △*1 △     

ピストン  鋳鉄 △       

油筒シリンダ  炭素鋼 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

衛帯筐  鋳鋼 △ △*1      

機器の支持 支持 
支持鋼材  炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  △▲*7      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
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表 2.2-1（2/5） 加減弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  鋳鋼  △*1*2△*3      *1：流れ加速型

腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：シート部は

ステライト

肉盛 

*5：シート部の

エロージョ

ン 

*6：スプリング

のへたり 

 

弁ふた  低合金鋼  △*1*2△*3      

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

パッキン ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体（主弁）  低合金鋼*4  △*1*5      

弁体ボルト  低合金鋼    △    

弁座  低合金鋼*4  △*1*5      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒（副弁）  ステンレス鋼 △ △*1 △ △    

ピストン  鋳鉄 △       

油筒シリンダ  炭素鋼 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

ブッシュ  低合金鋼 △ △*1      

バランスチャンバー  低合金鋼 △ △*1      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

－
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表 2.2-1（3/5） 中間塞止加減弁に想定される経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱  鋳鋼  △*1*2△*3      *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：シート部のエロ

ージョン 

*5：シート部はステ

ライト肉盛 

*6：スプリングのへ

たり 

 

弁ふた  炭素鋼  △*1*2△*3      

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

パッキン ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体（中間加減弁）  低合金鋼  △*1*4      

弁体（中間止め弁）  低合金鋼
*5
  △*1*4      

弁体ボルト  ステンレス鋼    △    

弁座  鋳鋼
*5
  △*1*4      

作動機能の 

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △ △*1 △ △    

ピストン  鋳鉄 △       

油筒シリンダ  炭素鋼 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

衛帯筐  鋳鋼 △ △*1      

スタンド  鋳鋼 △ △*1      

機器の支持 支持 支持鋼材  炭素鋼  △      



 

 

－
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表 2.2-1（4/5） タービンバイパス弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 
 

鋳鋼 
 △*1*2 

△*3 

     *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：シート部はステ

ライト肉盛 

*5：シート部のエロ

ージョン 

*6：スプリングのへ

たり 

*7：コンクリート埋

設部 

弁ふた 
 

炭素鋼 
 △*1*2 

△*3 

     

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

パッキン ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体  低合金鋼*4  △*1*5      

弁座  低合金鋼*4  △*1*5      

作動機能の 

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △ △*1 △ △    

ピストン  鋳鉄 △       

油筒シリンダ  炭素鋼 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

ブッシュ  低合金鋼 △ △*1      

スタンド  鋳鋼 △ △*1      

機器の支持 支持 
支持鋼材  炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  △▲*7      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
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表 2.2-1（5/5） クロスアラウンド管逃し弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 
弁箱  鋳鋼  △*1*2      

*1：内面 

*2：外面 

*3：シート部はステ

ライト肉盛 

*4：流れ加速型腐食 

*5：シート部のエロ

ージョン 

*6：スプリングのへ

たり 

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 

パッキン ◎ －        

ベローズ  ニッケル基合金   △     

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼*3  △*4*5      

弁座  ステンレス鋼*3  △*4*5      

作動機能の 

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  △     

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ガイド  炭素鋼  △      

ブッシュ  銅合金 △       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

 



 

 

 

 

 

1.5 制御装置及び保安装置 
 

 

［対象機器］ 

① 主タービン電気油圧式制御装置 



目次 

 

1. 対象機器 ................................................................... 1.5-1 

2. 制御装置及び保安装置の技術評価 ............................................. 1.5-2 

2.1 構造，材料及び使用条件 .................................................. 1.5-2 

2.1.1 主タービン電気油圧式制御装置 ........................................ 1.5-2 

2.2 経年劣化事象の抽出 ...................................................... 1.5-9 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 .......................................... 1.5-9 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 .......................... 1.5-9 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 ................... 1.5-11 

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 ............................. 1.5-16 



－ 1.5-1 － 

1. 対象機器 

東海第二で使用している制御装置及び保安装置の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 制御装置及び保安装置の主な仕様 

機器名称 仕様 重要度*1 

使用条件 

運転圧力 

（MPa） 

運転温度 

（℃） 

主タービン電気油圧式

制御装置 
電気油圧式 高*2 11.0 46 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 



－ 1.5-2 － 

2. 制御装置及び保安装置の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 主タービン電気油圧式制御装置 

(1) 構造 

東海第二の主タービン電気油圧式制御装置は，制御油系統に所定の圧力を供給する

ためのタービン高圧制御油ポンプ，制御油を各電油変換器に供給する配管，弁，油圧

を確保するためのアキュムレータ，タービントリップ時に油圧をダンプする電磁弁等

から構成されている。 

東海第二の主タービン電気油圧式制御装置の系統図を図 2.1-1～2，各機器構造図を

図 2.1-3～7 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主タービン電気油圧式制御装置主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用

条件を表 2.1-2 に示す。 



－ 1.5-3 － 

 

No. 部位 

① タービン高圧制御油ポンプ 

②
タービン高圧制御油ポンプ吐出側

フィルタ 

③ 配管 

④ 弁 

⑤ ユニット廻りアキュムレータ 

⑥ タービン高圧制御油ポンプモータ 

 

 

 

 

 

図2.1-1 主タービン電気油圧式制御装置系統図（ユニット廻り） 

制御油系統へ 制御油系統より
③ ⑤ 

② 

① 
⑥ 

④ 

実線部：評価対象範囲 
破線部：評価対象範囲外 



－ 1.5-4 － 
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－ 1.5-5 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 

① ピストン 

② ケーシング 

③ スプリング 

④ コイル 

⑤ O リング 

No. 部位 

① ケーシング 

② 主軸 

③ ピストン 

④ ピストンロッド 

⑤ シリンダ 

⑥ 軸継手 

⑦ 軸受（ころがり）

⑧ 取付ボルト 

 

図2.1-3 タービン高圧制御油ポンプ構造図 

 

図2.1-4 電油変換器構造図 

⑥ ⑦ ④ ③ 

⑤ 

② ① 

⑧ 

 

③ 

③ 

① 
⑤ 

④ 

高圧 

作動油 

② 

高圧 

作動油

ドレン 
高圧 

ジェット油



－ 1.5-6 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 

① ケーシング 

② フィルタ 

No. 部位 

① 胴 

② ピストン 

図2.1-6 ユニット廻りアキュムレータ， 

 タービンバイパス弁アキュムレータ構造図 

① ② 

図2.1-5 タービン高圧制御油ポンプ吐出側フィルタ 

① 

② 



－ 1.5-7 － 

 

 

No. 部位 

① 支持鋼材 

② サポート取付ボルト･ナット

③ ゴムブッシュ 

④ 埋込金物 

 

 

 

 

 

図2.1-7 油配管サポート構造図 

① 

② 

③ 

配管 

④ 



－ 1.5-8 － 

 

表 2.1-1 主タービン電気油圧式制御装置主要部位の使用材料 
機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

装置機能の

維持 

油の移送 

タービン高圧制御油 

ポンプ 

ケーシング 鋳鉄 

主軸 低合金鋼 

ピストン 低合金鋼 

ピストンロッド 低合金鋼 

シリンダ 銅合金 

軸継手 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

モータ 

（低圧，全閉型） 

主軸，取付ボルト：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部品 

：銅，絶縁物 

回転子及び固定子コア：電磁鋼板 

回転子棒，回転子エンドリング 

：アルミニウム 

フレーム，端子箱，エンドブラケット,

ファン・ファンカバー：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

配管 ステンレス鋼 

弁 ステンレス鋳鋼 

電油変換器 

ピストン ステンレス鋼 

ケーシング アルミニウム合金 

スプリング ばね鋼 

コイル 銅，絶縁物 

O リング （消耗品） 

油性状の維持 
タービン高圧制御油 

ポンプ吐出側フィルタ

ケーシング 炭素鋼鋳鋼 

フィルタ アルミニウム合金 

油圧の確保 

ユニット廻りアキュム

レータ，タービンバイパ

ス弁アキュムレータ 

胴 炭素鋼 

ピストン アルミニウム合金 

保護機能の

維持 
排油の確保 

メカニカルトリップ電磁弁，ロックアウト弁， 

マスタートリップ電磁弁，リレーダンプ弁， 

リレートリップ弁 

（定期取替品） 

機器の支持 支持 

タービン高圧制御油ポンプ取付ボルト 炭素鋼 

油配管 

サポート 

支持鋼材 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

ゴムブッシュ （消耗品） 

埋込金物 炭素鋼 

 

表 2.1-2 主タービン電気油圧式制御装置の使用条件 

運転圧力 11.0 MPa 

運転温度 46 ℃ 

内部流体 制御油 



－ 1.5-9 － 

2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

  主タービン電気油圧式制御装置の機能を維持するために必要な項目は以下のとおり。 

(1) 装置機能の維持 

(2) 保護機能の維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

主タービン電気油圧式制御装置について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な

部位に展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，

温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年

劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

O リング，タービン高圧制御油ポンプ軸受，タービン高圧制御油ポンプモータ軸受

及びゴムブッシュは消耗品，メカニカルトリップ電磁弁，ロックアウト弁，マスター

トリップ電磁弁，リレーダンプ弁及びリレートリップ弁は定期取替品であり，設計時に長

期使用はせず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象

外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象として

表2.2-1で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表2.2-1で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸の摩耗［タービン高圧制御油ポンプ］ 

タービン高圧制御油ポンプの軸受と主軸は，摺動部の摩耗が想定される。 

しかし，寸法測定の結果から有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

b. ケーシング，胴，埋込金物（大気接触部）の外面の腐食（全面腐食）［タービン高

圧制御油ポンプ，タービン高圧制御油ポンプ吐出側フィルタ，アキュムレータ，油

配管］ 

タービン高圧制御油ポンプのケーシングは鋳鉄，タービン高圧制御油ポンプ吐出

側フィルタのケーシングは炭素鋼鋳鋼，アキュムレータの胴，油配管の埋込金物は

炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は

小さい。 

また，点検及び巡視時の目視により，塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は

必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシング，胴，埋込金物（大気接触部）の外面の腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 取付ボルト，支持鋼材，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）[タービ

ン高圧制御油ポンプ，油配管] 

タービン高圧制御油ポンプの取付ボルト，油配管の支持鋼材及びサポート取付ボ

ルト・ナットは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されており，腐

食の可能性は小さい。 

また，点検及び巡視時の目視により，塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は

必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，取付ボルト，支持鋼材，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面

腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 電油変換器のコイルの性能低下，絶縁特性低下 

電油変換器のコイルに用いられている絶縁物は，有機物であるため機械的，熱的，電気

的，環境的要因により経年劣化が進行した場合，性能低下，絶縁特性低下を引き起こす

可能性がある。 

電油変換器は，制御油の内部漏えい量を測定する内部漏えい量計測及びヒステリシスの

計測等により，健全性の維持は可能である。また，点検及び性能検査で異常が認められた場

合には，電油変換器一式又は部品の交換を実施することにより機能を維持している。 

したがって，電油変換器のコイルの性能低下，絶縁特性低下は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ピストン，シリンダの摩耗［タービン高圧制御油ポンプ］ 

ピストンは低合金鋼，シリンダは銅合金であり，摺動部に摩耗が想定されるが，

ピストン，シリンダは常時制御油によって潤滑されており，摺動部の摩耗の可能性は小

さい。 

なお，これまでの目視点検においても有意な摩耗は認められておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストン，シリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. ケーシング，フィルタの内面の腐食（全面腐食）［タービン高圧制御油ポンプ，タ

ービン高圧制御油ポンプ吐出側フィルタ］ 

タービン高圧制御油ポンプのケーシングは鋳鉄，タービン高圧制御油ポンプ吐出

側フィルタのケーシングは炭素鋼鋳鋼であり全面腐食が想定されるが，内部流体が

制御油であることから腐食発生の可能性は小さい。 

また，タービン高圧制御油ポンプ吐出側フィルタのフィルタは耐食性に優れたア

ルミニウム合金であり，腐食の発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ケーシング，フィルタの内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 主軸の高サイクル疲労割れ［タービン高圧制御油ポンプ］ 

主軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において

高サイクル疲労割れが想定されるが，ポンプ主軸は設計段階において疲労割れが発

生しないよう考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性

は小さい。 

なお，これまでの目視点検においても有意な欠陥は認められておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

h. モータ（低圧，全閉型）主軸の摩耗[タービン高圧制御油ポンプモータ] 

i. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン・ファンカバー及

び端子箱の腐食[タービン高圧制御油ポンプモータ] 

j. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食[タービン高圧制御油

ポンプモータ] 

k. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食[タービン高圧制御油ポンプモータ] 

l. モータ（低圧，全閉型）主軸の高サイクル疲労割れ[タービン高圧制御油ポンプモ

ータ] 

 

以上，h.～l.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポン

プモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 胴，ピストンの内面の腐食（全面腐食）［アキュムレータ］ 

アキュムレータの胴は炭素鋼であり全面腐食が想定されるが，内部流体が制御油

であることから腐食発生の可能性はない。 

また，アキュムレータのピストンは耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐

食の発生する可能性はない。 

したがって，胴，ピストンの内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[油配管] 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，コンクリート

埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるが，コ

ンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

c. 配管の高サイクル疲労割れ［油配管］ 

他プラントの主タービン電気油圧式制御装置系配管において，高サイクル疲労割

れが見られたが，これは，プラント起動時等にしか作動しない弁が開状態の際に生

じる流体振動と当該配管の固有振動数が一致したことによるものであった。東海第

二では，当該事象の水平展開として起動時に当該配管の振動測定を行い，当該配管

が共振しないことを確認しており，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

d. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ[タービン

高圧制御油ポンプモータ] 

 

以上，d.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモ

ータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

  

e. スプリングのへたり［電油変換器］ 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが考えられる。 

しかし，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう設定さ

れており，さらに，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用

温度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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表 2.2-1 主タービン電気油圧式制御装置に想定される経年劣化事象 

機能達成

に必要な

項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品 

・定期 

取替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

装 置 機 能

の維持 

油の 

移送 

タービン高圧制御油ポンプ

ケーシング  鋳鉄  △*1*2      *1：外面 

*2：内面 

*3：高サイクル疲

労割れ 

*4：主軸 

*5：フレーム，エ

ンドブラケッ

ト，ファン・

ファンカバー

及び端子箱 

*6：固定子コア及

び回転子コア 

*7：取付ボルト 

*8：回転子棒及び

回転子エンド

リング 

*9：固定子コイル

及び口出線・

接続部品の絶

縁特性低下 

*10：スプリングの

へたり 

*11：性能低下，絶

縁特性低下 

*12：コンクリート

埋設部 

主軸  低合金鋼 △  △*3     

ピストン  低合金鋼 △       

ピストンロッド  低合金鋼        

シリンダ  銅合金 △       

軸継手  炭素鋼        

軸受（ころがり） ◎ －        

モータ 

（低圧，全閉型）

◎(軸受（こ

ろがり）)
銅，絶縁物他 △*4 △*5*6*7 △*3*4▲*8    ○*9 

配管  ステンレス鋼   ▲*3     

弁  ステンレス鋳鋼        

電油変換器 

ピストン  ステンレス鋼        

ケーシング  アルミニウム合金        

スプリング  ばね鋼       ▲*10 

コイル  銅，絶縁物       △*11 

O リング ◎ －        

油性状の

維持 

タービン高圧制御油ポンプ

吐出側フィルタ 

ケーシング  炭素鋼鋳鋼  △*1*2      

フィルタ  アルミニウム合金  △      

油圧の 

確保 

ユニット廻りアキュムレー

タ，タービンバイパス弁アキ

ュムレータ 

胴  炭素鋼  △*1▲*2      

ピストン  アルミニウム合金  ▲      

保 護 機 能

の維持 

排油の 

確保 

メカニカルトリップ電磁弁，ロックアウト弁， 

マスタートリップ電磁弁，リレーダンプ弁， 

リレートリップ弁 

◎ －        

機器の 

支持 
支持 

タービン高圧制御油ポンプ取付ボルト  炭素鋼  △      

油配管 

サポート 

支持鋼材  炭素鋼  △      

サポート取付ボルト・ナット  炭素鋼  △      

ゴムブッシュ ◎ －        

埋込金物  炭素鋼  △*1▲*12      

 〇：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下[タービ

ン高圧制御油ポンプモータ] 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対す

る「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評

価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 



 

 

 

 

 

2. 非常用系タービン設備 

 

 

［対象機器］ 

① 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置 

② 常設高圧代替注水系タービン及び付属装置 



目次 

 

1. 対象機器及び代表機器の選定 ....................................................... 2-1 

1.1 グループ化の考え方及び結果 .................................................... 2-1 

1.2 代表機器の選定 ................................................................ 2-1 

2. 代表機器の技術評価 ............................................................... 2-3 

2.1 構造，材料及び使用条件 ........................................................ 2-3 

2.1.1 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置 .................................... 2-3 

2.2 経年劣化事象の抽出 ........................................................... 2-12 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 ............................................... 2-12 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 ............................... 2-12 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 ......................... 2-14 

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 ................................... 2-27 

3. 代表機器以外への展開 ............................................................ 2-28 

3.1高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 ......................................... 2-28 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 ............................. 2-28 



 

－ 2-1 － 

1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な非常用系タービン設備の主な仕様を表1-1に示す。 

これらのタービンを型式及び設置場所の観点からグループ化し，それぞれのグループよ

り以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び設置場所を分類基準とし，表1-1に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表1-1に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力の

観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 非常用系タービン設備 

このグループには原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置，常設高圧代替注水系

タービン及び付属装置が属するが，重要度の観点から重要度が最も高い原子炉隔離時

冷却系タービン及び付属装置を代表機器とする。 

 



 

 

－
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表 1-1 非常用系タービン設備のグループ化と代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
仕様*1 

（出力×回転速度） 

選定基準 

選定 選定理由 
重要度*2

使用条件 

型式 
設置 

場所 

運転

状態

最高使用

圧力*1 

(MPa) 

最高使用

温度*1 

(℃) 

背圧式 屋内 

原子炉隔離時冷却系タービン

及び付属装置 
541 kW × 

4,500 rpm 

MS-1 

重*3 
一時 8.62 302 ◎ 重要度 

常設高圧代替注水系タービン

及び付属装置*4 

620 kW × 

5,514 rpm 
重*3 一時 8.62 302   

◎：代表機器 

*1：最大出力，最大回転速度，最高使用圧力，最高使用温度を示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の非常用タービン設備について技術評価を実施する。 

①原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置 

(1) 構造 

東海第二の原子炉隔離時冷却系タービンは，定格運転時最大出力 541 kW，最大回転

速度 4,500 rpm の衝動螺旋流背圧式タービンであり，1台設置されている。 

駆動蒸気は，主蒸気管より導かれ，蒸気加減弁を通してタービンに流入し，ケーシ

ングを経て，サプレッション・プールに排出される。 

ケーシングは炭素鋼鋳鋼であり，主軸及び翼は低合金鋼である。 

主軸及び翼は，ケーシングボルトを緩め，ケーシングを取り外すことにより，外に

取り出し点検手入れが可能である。 

また，タービン周方向は 2個のジャーナル軸受，タービン軸方向は 1個のスラスト

軸受により支えられている。 

なお，原子炉隔離時冷却系タービンの付属設備として，蒸気止め弁，蒸気加減弁，

調速・制御装置，非常調速装置，潤滑油装置（主油ポンプ，油冷却器，油タンク）及

びグランド蒸気復水装置（バロメトリックコンデンサ，復水ポンプ，真空ポンプ，真

空タンク）を設置している。 

東海第二の原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置の系統図を図 2.1-1 に，構造

図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料を表

2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① タービン 

② バロメトリックコンデンサ 

③ 油冷却器 

④ 復水ポンプ 

⑤ 復水ポンプモータ 

⑥ 真空ポンプ 

⑦ 真空ポンプモータ 

⑧ 真空タンク 

⑨ 蒸気止め弁 

⑩ 蒸気加減弁 

⑪ 主油ポンプ 

⑫ 油タンク 

⑬ 油配管 

⑭ グランド蒸気系配管 

⑮ 復水系配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

主蒸気管

原子炉 

圧力容器

復水 

貯蔵タンク 

ドライウェル

サプレッションプール 

  

 残留熱 

除去系より

主タービンへ

 

原子炉隔離時 

冷却系ポンプ

①

③ 

② 

④⑤ ⑥⑦ 

⑨ ⑩ 

⑪ ⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑧ 

⑮ 

図 2.1-1 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置系統図

他報告書にて評価 
油配管 
グランド蒸気配管 
復水配管 

サプレッション・プール 
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No. 部位 

① 主軸 

② 翼 

③ 軸継手 

④ ジャーナル軸受 

⑤ スラスト軸受 

（ころがり） 

⑥ ケーシング 

⑦ ケーシングボルト 

⑧ ガスケット 

⑨ カーボンリング 

⑩ 蒸気止め弁 

⑪ 非常調速装置 

⑫ 蒸気加減弁 

⑬ 調速・制御装置 

⑭ 主油ポンプ 

⑮ 油タンク 

⑯ 油冷却器 

⑰ ベースプレート 

⑱ 基礎ボルト 

 

 

図 2.1-2(1/3) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置構造図 

⑰⑱ ⑮

⑩ 

⑯ 

⑫

①

②

⑥⑦

⑭

⑬ 

⑪ 

④

⑤ ⑨ ⑧ 

③

No. 部位 
① EGR*1 

② 歯車 
*1：EGR（Electric Governor with 

Remote Servo Actuator） 

 

No. 部位 
① トリップウェイト 
② スプリング 

非常調速装置 調速・制御装置 

② 

① 

① 

②
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No. 部位 
① 伝熱管 
② 管板 
③ 水室 
④ 管支持板 
⑤ 胴 
⑥ フランジボルト 
⑦ 取付ボルト 
⑧ ガスケット 

No. 部位 
① 弁体（主弁） 
② 弁体（副弁） 
③ 弁棒 
④ 弁箱 
⑤ 弁座 
⑥ 弁ふた 
⑦ レバー 
⑧ スプリング 
⑨ ブッシュ 
⑩ 弁ふたボルト 

 

図 2.1-2(2/3) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置構造図 

蒸気止め弁 
⑤ 

 

⑧ 

④ 

③ 

⑨ 

② 

主油ポンプ 

No. 部位 
① ケーシング 
② 主軸 
③ 従軸 
④ 歯車 
⑤ 軸受（すべり） 
⑥ ケーシングボルト 
⑦ 取付ボルト 
⑧ ガスケット 

①

②

⑥

③
⑦ 

⑦ 蒸気加減弁

No. 部位 
① 弁体 
② 弁座 
③ 弁棒 
④ 弁箱 
⑤ 弁ふた 
⑥ レバー 
⑦ ブッシュ 
⑧ スプリング 
⑨ リモートサーボ 
⑩ 弁ふたボルト 

②
①

③

⑧

⑥

④

⑦ 

⑨

⑦

⑤③
⑥

①

油冷却器 

⑤

④

②
④

⑥ 

⑩

⑩ 

① 

⑤

⑧

⑧
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図 2.1-2(3/3) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置構造図 

 

No. 部位 
① ケーシング 
② 主軸 
③ 羽根車 
④ メカニカルシール 
⑤ シーリングリング 
⑥ ガスケット 
⑦ ケーシングボルト 
⑧ 取付ボルト 
⑨ モータ（低圧，全

閉型） 

バロメトリックコンデンサ 

真空タンク 

No. 部位 
① 胴 
② 支持鋼材 
③ 取付ボルト 
④ ガスケット 

 

①

No. 部位 
① 胴 
② フランジボルト 
③ ガスケット 
④ 取付ボルト 

①

④

②

③

No. 部位 
① ケーシング 
② 主軸 
③ 羽根車 
④ シャフトシール 
⑤ ガスケット 
⑥ ケーシングボルト 
⑦ 取付ボルト 
⑧ モータ（低圧，全

閉型） 
 

⑨
復水ポンプ

⑧

④ 

① 

⑦ 

③

⑥

⑨② 

⑤ 

③

②

④

⑦

③

②

①

⑧

⑥

④

真空ポンプ

⑤
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表 2.1-1（1/4） 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

タービン性能

の確保 

エネルギ

ー変換 

タービン 

主軸 低合金鋼 

翼 低合金鋼 

軸継手 低合金鋼 

軸支持 

ジャーナル軸受 鋳鉄，ホワイトメタル 

スラスト軸受 

（ころがり） 
（消耗品） 

バウンダリの

維持 

耐圧 
ケーシング 炭素鋼鋳鋼 

ケーシングボルト 低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

カーボンリング （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

蒸気止め弁 

弁体（主弁） ステンレス鋼 

弁体（副弁） 低合金鋼 

弁棒 低合金鋼 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁座 ステンレス鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

レバー 炭素鋼鋳鋼 

スプリング ばね鋼 

ブッシュ （定期取替品） 

弁ふたボルト 低合金鋼 

非常調速装置 
トリップウェイト 黄銅 

スプリング ばね鋼 
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表 2.1-1（2/4） 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

作動機能の 

維持 

制御 

蒸気加減弁 

弁体 ステンレス鋼 

弁棒 ステンレス鋼 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁座 ステンレス鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

レバー 鋳鉄 

ブッシュ （定期取替品） 

スプリング ピアノ線 

弁ふたボルト 低合金鋼 

調速・制御装置

EGR*1 － 

リモートサーボ － 

歯車 低合金鋼 

衛帯蒸気系

機能の維持 

バロメトリッ

クコンデンサ 

胴 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

*1：EGR（Electric Governor with Remote Servo Actuator） 
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表 2.1-1（3/4） 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

作動機能の 

維持 

衛帯蒸気系

機能の維持 

真空タンク 

胴 鋳鉄 

フランジボルト 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

取付ボルト 炭素鋼 

真空ポンプ 

ケーシング 青銅 

主軸 炭素鋼 

羽根車 青銅 

シャフトシール （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

ケーシングボルト 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸，取付ボルト：炭素鋼 

固定子コイル，口出線・接続部品 

：銅，絶縁物 

回転子コア，固定子コア：電磁鋼板

回転子棒，回転子エンドリング 

：アルミニウム 

フレーム，端子箱，エンドブラケット,

ファン・ファンカバー：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

復水ポンプ 

ケーシング 鋳鉄 

主軸 ステンレス鋼 

羽根車 青銅 

メカニカルシール （消耗品） 

シーリングリング （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

ケーシングボルト 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸，取付ボルト：炭素鋼 

固定子コイル，口出線・接続部品 

：銅，絶縁物 

回転子コア，固定子コア：電磁鋼板

回転子棒，回転子エンドリング 

：アルミニウム 

フレーム，端子箱，エンドブラケット,

ファン・ファンカバー：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

復水系配管・弁 炭素鋼 

グランド蒸気系配管 炭素鋼 
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表 2.1-1（4/4） 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

作動機能の 

維持 

潤滑油機能

の確保 

主油ポンプ 

ケーシング 鋳鉄 

主軸 炭素鋼 

従軸 低合金鋼，炭素鋼 

歯車 低合金鋼 

軸受（すべり） 炭素鋼，ホワイトメタル 

ケーシングボルト 炭素鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

油冷却器 

伝熱管 ステンレス鋼 

管板 ステンレス鋼 

水室 ステンレス鋼 

管支持板 ステンレス鋼 

胴 炭素鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

油タンク 炭素鋼 

油配管 炭素鋼 

機器の支持 支持 

ベースプレート 炭素鋼 

支持鋼材 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-2 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置の使用条件 

タービン 

運転圧力 8.62 MPa 

運転温度 302 ℃ 

回転速度 2,200～4,500 rpm 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) タービン性能の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 隔離機能の維持 

(4) 作動機能の維持 

(5) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置について，機能達成に必要な項目を考慮

して主要な部位に展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種

類，応力，温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定

される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

スラスト軸受（ころがり），ガスケット，カーボンリング，シャフトシール，軸受

（ころがり），メカニカルシール，シーリングリングは消耗品，ブッシュは定期取替

品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極

める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下

［真空ポンプ，復水ポンプ］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した

劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）[原子炉隔離時冷却系タービン] 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施するもの

とし，本評価書には含めない。 

 

b. 主軸，従軸の摩耗［原子炉隔離時冷却系タービン，真空ポンプ，復水ポンプ，主

油ポンプ］ 

ジャーナル軸受を使用している原子炉隔離時冷却系タービンの主軸，すべり軸受

を使用している主油ポンプの主軸，従軸については，摺動面の摩耗が考えられるが，

潤滑油が供給され主軸と軸受間に油膜が形成されており，摩耗の可能性は小さい。 

また，点検時の寸法検査及び目視点検において有意な摩耗がないことを確認して

いる。 

ころがり軸受を使用している原子炉隔離時冷却系タービン，真空ポンプ，復水ポ

ンプの主軸については，主軸と軸受の接触面の摩耗が考えられるが，目視点検にお

いて有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，主軸，従軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

c. ジャーナル軸受及びすべり軸受の摩耗，はく離［原子炉隔離時冷却系タービン，主

油ポンプ］ 

原子炉隔離時冷却系タービンのジャーナル軸受，主油ポンプのすべり軸受は，ホ

ワイトメタルを軸受に溶着しているので摩耗及びはく離が想定される。 

摩耗については，軸と軸受間に油膜が形成されており，摩耗の可能性は小さい。

また，分解点検時の目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

はく離については，分解点検時に目視点検もしくは浸透探傷検査を実施しており，

有意なはく離がないことを確認している。 

したがって，ジャーナル軸受及びすべり軸受の摩耗，はく離は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 弁棒の摩耗［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁の弁棒は，ブッシュ等との摺動部に摩耗が想定される

が，目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 
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e. レバー，トリップウェイトの摩耗［蒸気止め弁，蒸気加減弁，非常調速装置］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁のレバー，非常調速装置のトリップウェイトは摺動部

に摩耗が想定されるが，目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，レバー，トリップウェイトの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

f. ケーシング，弁箱，弁ふた，レバー，胴，タンク，配管，弁の外面の腐食（全面腐

食）[原子炉隔離時冷却系タービン，蒸気止め弁，蒸気加減弁，バロメトリックコン

デンサ，真空タンク，真空ポンプ，復水ポンプ，主油ポンプ，油冷却器，油タンク，

復水系配管・弁，グランド蒸気系配管，油配管] 

原子炉隔離時冷却系タービン（ケーシング），蒸気止め弁（弁箱，弁ふた，レバ

ー），蒸気加減弁（弁箱，弁ふた）は炭素鋼鋳鋼，蒸気加減弁（レバー），真空タ

ンク（胴），復水ポンプ（ケーシング），主油ポンプ（ケーシング）は鋳鉄，真空

ポンプ（ケーシング）は青銅，バロメトリックコンデンサ（胴），油冷却器（胴），

油タンク，復水系配管・弁，グランド蒸気系配管，油配管は炭素鋼であり，腐食の

発生が考えられるが，外気接触部は塗装を施しており，塗膜の状態を目視点検で確

認し，必要に応じて補修塗装を実施していることから，腐食発生の可能性は小さい。 

また，目視確認において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ケーシング，弁箱，弁ふた，レバー，胴，タンク，配管，弁の外面

の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断す

る。 

 

g. 胴，ケーシング，配管，弁の内面の腐食（全面腐食）［バロメトリックコンデン

サ，真空タンク，真空ポンプ，復水ポンプ，復水系配管・弁，グランド蒸気系配

管］ 

真空タンクの胴，復水ポンプのケーシングは鋳鉄，真空ポンプのケーシングは青

銅であり，内部流体は純水又は蒸気であることから腐食の発生が考えられるが，目

視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

また，バロメトリックコンデンサの胴，復水系配管・弁，グランド蒸気系配管の

材料は炭素鋼で，内部流体は純水又は蒸気であることから腐食の発生が考えられる

が，使用環境が同様の真空タンク，真空ポンプ，復水ポンプの点検結果から有意な

腐食発生の可能性は小さい。 

したがって，胴，ケーシング，配管，弁の内面の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 羽根車の腐食（全面腐食）［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

真空ポンプ及び復水ポンプの羽根車は青銅であり，内部流体は純水又は蒸気であ

ることから，腐食の発生が考えられるが，目視点検において有意な腐食がないこと

を確認している。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

i. ベースプレート，支持鋼材の腐食（全面腐食）[原子炉隔離時冷却系タービン，バロ

メトリックコンデンサ] 

原子炉隔離時冷却系タービンのベースプレート及びバロメトリックコンデンサ

の支持鋼材は炭素鋼であり，腐食の発生が考えられるが，外気接触部は塗装を施し

ており，塗膜の状態を目視点検で確認し，必要に応じて補修塗装を実施しているこ

とから，腐食発生の可能性は小さい。 

また，目視確認において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ベースプレート及び支持鋼材の腐食（全面腐食）は，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. ケーシングボルト，取付ボルト，フランジボルト，弁ふたボルトの腐食（全面腐食）

［共通］ 

ケーシングボルト，取付ボルト，フランジボルト，弁ふたボルトの材料は炭素鋼，

低合金鋼であり，腐食が想定されるが，ボルトの外気接触部は塗装を施しており，

必要に応じて補修塗装を実施していることから腐食の可能性は小さい。 

また，ボルトは分解点検時に健全性を確認しており，点検時に必要に応じて交換

することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシングボルト，取付ボルト，フランジボルト，弁ふたボルトの

腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. EGR，リモートサーボの性能低下［調速・制御装置］ 

調速・制御装置は一定のポンプ吐出圧力となるように蒸気加減弁に流入する蒸

気量を調整している。調速・制御装置は運転中，回転速度を常時制御しているた

め，駆動部に摺動等による摩耗及び潤滑油の変質，異物の付着による性能劣化が

進行し，性能低下が発生する可能性がある。 

調速・制御装置（EGR，リモートサーボ）については定期的に，分解点検，潤滑

油の交換・フラッシング，応答性試験，試運転調整を実施しており，有意な異常が

確認された時は補修・取替を実施することで，機能を維持している。 

したがって，EGR，リモートサーボの性能低下は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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l. 軸継手の摩耗［原子炉隔離時冷却系タービン］ 

原子炉隔離時冷却系タービンの軸継手は運転時に動力を伝える部品であるため，

長期使用において摩耗が考えられるが，グリースにより潤滑されており，摩耗の可

能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，軸継手の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

m. 歯車の摩耗［主油ポンプ，調速・制御装置］ 

主油ポンプ及び調速・制御装置の歯車の噛み合い部は摩耗が考えられるが，ポン

プ内部流体は油であり，また，調速・制御装置の歯車には油が供給されており，歯

面が常時潤滑されているため，摩耗の可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，歯車の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

n. 主軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）[原子炉隔離時冷却系タービン] 

原子炉隔離時冷却系タービンの主軸，翼の材料は低合金鋼，ケーシングは炭素鋼

鋳鋼であり，蒸気雰囲気下において腐食（流れ加速型腐食）発生の可能性が考えら

れるが，本装置は，定期的な機能確認試験時（1 ヶ月に 1 回）のみの運転（約 30

分程度）であり，腐食（流れ加速型腐食）進行の可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食（流れ加速型腐食）は確認されて

おらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 弁の腐食（流れ加速型腐食）［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁（弁体（主弁），弁座），蒸気加減弁（弁体，弁棒，弁座）はステン

レス鋼，蒸気止め弁（弁箱），蒸気加減弁（弁箱，弁ふた）は炭素鋼鋳鋼，蒸気止

め弁（弁体（副弁），弁棒）は低合金鋼であり，蒸気雰囲気下において腐食（流れ

加速型腐食）発生の可能性が考えられるが，原子炉隔離時冷却系タービンと同様，

定期的な機能確認試験時のみの運転であり，腐食（流れ加速型腐食）進行の可能性

は小さい。 

なお，これまでの目視点検において各部位に有意な腐食（流れ加速型腐食）は確

認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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p. 羽根車の腐食（キャビテーション）［復水ポンプ］ 
ポンプ内部の羽根車でキャビテーションが発生すると，羽根車表面にエロージョ

ンが生じ，ポンプ性能に影響を及ぼす可能性があるが，ポンプはキャビテーション

を起こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込ヘッド）を満たすよう設計段階

で既に考慮されており，この大小関係は経年的に変化するものではない。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食（キャビテーション）は確認され

ておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車の腐食（キャビテーション）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. ケーシング，胴，タンク，配管の内面の腐食（全面腐食）［主油ポンプ，油冷却器，

油タンク，油配管］ 

主油ポンプのケーシングは鋳鉄，油冷却器の胴，油タンク及び油配管の材料は炭

素鋼であり腐食の発生が考えられるが，内部流体は油であり腐食発生の可能性は小

さい。 

なお，主油ポンプ，油冷却器，油タンクは，これまでの目視点検において有意な

腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ケーシング，胴，タンク，配管の内面の腐食（全面腐食）は，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

r. 主軸，従軸の腐食（全面腐食）［主油ポンプ］ 

主油ポンプの主軸及び従軸は炭素鋼であり腐食の発生が考えられるが，内部流体

は油であり腐食発生の可能性は小さい。 

なお，主油ポンプは，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸，従軸の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

s. 主軸の高サイクル疲労割れ［原子炉隔離時冷却系タービン］ 

原子炉隔離時冷却系タービンの主軸には定常応力と変動応力が発生する。高平均

応力下において繰返し応力を受けると，応力集中部等において高サイクル疲労割れ

が想定されるが，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないよう考慮された設

計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において，有意な欠陥は確認されて

おらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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t. 主軸の高サイクル疲労割れ［真空ポンプ，復水ポンプ，主油ポンプ］ 

真空ポンプ，復水ポンプ，主油ポンプの主軸は繰返し応力を受けると，応力集中

部等において高サイクル疲労割れが想定されるが，ポンプ主軸は設計段階において

疲労割れが発生しないよう考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発

生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において，有意な欠陥は確認されて

おらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

u. ケーシングの疲労割れ[原子炉隔離時冷却系タービン] 

原子炉隔離時冷却系タービンのケーシングは，炭素鋼鋳鋼であり定期的な機能確

認試験時の熱応力による材料への疲労の蓄積から疲労割れが想定される。 

しかし，定期的な機能確認試験時は，急激な過渡変化を生じないように運転して

おり，また，低負荷から定格負荷まで徐々に負荷上昇する運用であることから熱応

力による疲労蓄積は小さく，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥は確認されてお

らず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ケーシングの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

v. 弁棒の疲労割れ［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

弁棒段付部等は角部を滑らかにし，応力集中がかからないような構造としており，

発生応力の低減を図っている。 

また，弁全開時であってもバックシートで受けるような構造ではないことから，

有意な応力は発生しないと考える。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において，段付部等応力集中の想定

される部位に有意な欠陥は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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w. モータ（低圧，全閉型）主軸の摩耗［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

x. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン・ファンカバー

及び端子箱の腐食［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

y. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食［真空ポンプ，復水

ポンプ］ 

z. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

aa. モータ（低圧，全閉型）主軸の高サイクル疲労割れ［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

 

以上，w.～aa.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣の低圧ポンプモ

ータと同一であることから，当該の評価書参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 伝熱管，管板の応力腐食割れ［油冷却器］ 

油冷却器の伝熱管，管板は，ステンレス鋼であり応力腐食割れが想定されるが，

実際の運転温度は 100 ℃以下であり，応力腐食割れが発生する可能性はない。 

したがって，伝熱管，管板の応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

b. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［真空ポ

ンプ，復水ポンプ］ 

 

以上，b.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣の低圧ポンプモータと

同一であることから，当該の評価書参照のこと。 

 

c. スプリングのへたり［蒸気止め弁，非常調速装置，蒸気加減弁］ 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが考えられる。 

しかし，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう設定さ

れており，また，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温

度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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表 2.2-1(1/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

タービン性能

の確保 

エネルギー 

変換 

タ
ー
ビ
ン 

主軸  低合金鋼 △ △*1 △*2     *1:流れ加速型腐食 

*2:高サイクル疲労割れ 

*3:はく離 

*4:内面 

*5:外面 

*6:へたり  

 

翼  低合金鋼  △*1      

軸継手  低合金鋼 △       

軸支持 
ジャーナル軸受  

鋳鉄,ホワイトメ

タル 
△      △*3 

スラスト軸受（ころがり） ◎ －        

バウンダリ 

の維持 

耐圧 
ケーシング  炭素鋼鋳鋼  △*1*4△*5 △     

ケーシングボルト  低合金鋼  △      

シール 
ガスケット ◎ －        

カーボンリング ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

蒸
気
止
め
弁 

弁体（主弁）  ステンレス鋼  △*1      

弁体（副弁）  低合金鋼  △*1      

弁棒  低合金鋼 △ △*1 △     

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*1*4△*5      

弁座  ステンレス鋼  △*1      

弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*5      

レバー  炭素鋼鋳鋼 △ △*5      

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ブッシュ ◎ －        

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

－
 
2
-
2
3
 
－
 

表 2.2-1(2/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

隔離機能の 

維持 
隔離 

非
常
調

速
装
置

トリップウェイト  黄銅 △       *1:へたり 

*2:流れ加速型腐食 

*3:内面 

*4:外面 

*5:性能低下 

スプリング  ばね鋼       ▲*1 

作動機能の 

維持 
制御 

蒸
気
加
減
弁 

弁体  ステンレス鋼  △*2      

弁棒  ステンレス鋼 △ △*2 △     

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3△*4      

弁座  ステンレス鋼  △*2      

弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3△*4      

レバー  鋳鉄 △ △*4      

ブッシュ ◎ －        

スプリング  ピアノ線       ▲*1 

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

調
速
・ 

制
御
装
置

EGR  －       △*5 

リモートサーボ  －       △*5 

歯車  低合金鋼 △       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

－
 
2
-
2
4
 
－
 

表 2.2-1(3/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

作動機能の

維持 

衛帯蒸気系 

機能の維持 

バロメトリック 

コンデンサ 

胴  炭素鋼  △*1*2      
*1:内面 

*2:外面 

*3:高サイクル疲労割れ 

*4:主軸 

*5:フレーム，エンドブラケット，

ファン・ファンカバー及び端

子箱 

*6:固定子コア及び回転子コア 

*7:取付ボルト 

*8:回転子棒及び回転子エンドリ

ング 

*9:固定子コイル及び口出線・接

続部品の絶縁特性低下 

 

取付ボルト  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

真空タンク 

胴  鋳鉄  △*1*2      

フランジボルト  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

取付ボルト  炭素鋼  △      

真空ポンプ 

ケーシング  青銅  △*1*2      

主軸  炭素鋼 △  △*3     

羽根車  青銅  △      

シャフトシール ◎ －        

ガスケット ◎ －        

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

モータ（低圧，全閉

型） 

◎ 

(軸受(こ

ろがり))

－ △*4 △*5*6*7 △*3*4▲*8    ○*9 

〇：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
2
-
2
5
 
－
 

表 2.2-1(4/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品 

・定期 

取替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

作動機能の 

維持 

衛帯蒸気系

機能の維持

復水ポンプ 

ケーシング  鋳鉄  △*1*2      *1:内面 

*2:外面 

*3:高サイクル疲労割れ 

*4:キャビテーション 

*5:主軸 

*6:フレーム，エンドブラケット，フ

ァン・ファンカバー及び端子箱 

*7:固定子コア及び回転子コア 

*8:取付ボルト 

*9:回転子棒及び回転子エンドリン

グ 

*10:固定子コイル及び口出線・接続

部品の絶縁特性低下 

*11:はく離 

主軸  ステンレス鋼 △  △*3     

羽根車  青銅  △△*4      

メカニカルシール ◎ －        

シーリングリング ◎ －        

ガスケット ◎ －        

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

モータ（低圧，全閉型）

◎ 

(軸受（ころ

がり）)

－ △*5 △*6*7*8 △*3*5▲*9    ○*10

復水系配管・弁  炭素鋼  △*1*2      

グランド蒸気系配管  炭素鋼  △*1*2      

潤滑油機能

の確保 
主油ポンプ 

ケーシング  鋳鉄  △*1*2      

主軸  炭素鋼 △ △ △*3     

従軸  
低合金鋼， 

炭素鋼 
△ △      

歯車  低合金鋼 △       

軸受（すべり）  
炭素鋼， 

ホワイトメタル
△      △*11

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

取付ボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ －         

〇：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
2
-
2
6
 
－
 

表 2.2-1(5/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

作動機能の 

維持 

衛帯蒸気系 

機能の維持 

油冷却器 

伝熱管  ステンレス鋼    ▲    *1:内面 

*2:外面 
管板  ステンレス鋼    ▲    

水室  ステンレス鋼        

管支持板  ステンレス鋼        

胴  炭素鋼  △*1*2      

フランジボルト  低合金鋼  △      

取付ボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ －        

油タンク  炭素鋼  △*1*2      

油配管  炭素鋼  △*1*2      

機器の支持 支持 

ベースプレート  炭素鋼  △      

支持鋼材  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

－ 2-27 － 

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［真空

ポンプ，復水ポンプ］ 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対す

る「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術

評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 



 

－ 2-28 － 

3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代表機

器となっていない機器である常設高圧代替注水系タービン及び付属装置について検討した。 

① 常設高圧代替注水系タービン及び付属装置 

 なお，基礎ボルトについては，常設高圧代替注水系ポンプと常設高圧代替注水系タービン

の取付ベースが共通であることから，「ポンプ技術評価書」にて評価を実施するものとし本

評価書には含めない。 
 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［真空

ポンプ，復水ポンプ］ 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に関し

ては，真空ポンプ，復水ポンプは代表機器にのみ設置されており，代表機器以外への展

開は不要である。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した劣

化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸，ジャーナル軸受の摩耗［常設高圧代替注水系タービン］ 

主軸はステンレス鋼であり，ジャーナル軸受はステンレス鋼及びカーボンのすべり

軸受を使用することとしており，主軸及びジャーナル軸受の摺動面の摩耗が想定され

るが，潤滑水が供給されることにより，主軸と軸受間に水膜が形成されるため，摩耗

の可能性は小さい。 

また，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，今

後，寸法検査及び目視点検を実施し，摩耗の有無を確認することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，主軸，ジャーナル軸受の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

b. シリンダ，ピストンの摩耗[蒸気止め弁，調速・制御装置] 

蒸気止め弁のピストン，調速・制御装置のシリンダ及びピストンは摺動面の摩耗が

想定されるが，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることか

ら，今後，目視点検を実施し，摩耗の有無を確認することで健全性を維持できると考

える。 

したがって，シリンダ，ピストンの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 



 

－ 2-29 － 

c. 弁棒の摩耗［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁の弁棒は摩耗が想定されるが，常設高圧代替注水系ター

ビン及び付属装置は新たに設置されることから，今後，弁ふた側のブッシュと適切な

隙間管理を行い，分解点検時に目視点検を実施し，摩耗の有無を確認することで健全

性を維持できると考える。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

d.トリップボルトの摩耗［非常調速装置］ 

非常調速装置のトリップボルトは摩耗が想定されるが，常設高圧代替注水系タービ

ン及び付属装置は新たに設置されることから，今後，分解点検時に目視点検を実施し，

摩耗の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，トリップボルトの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

e. ケーシングの腐食（全面腐食）［常設高圧代替注水系タービン］ 

常設高圧代替注水系タービンのケーシングはステンレス鋳鋼及び低合金鋼であり，

腐食が想定されるが，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置される

ことから，今後，分解点検時に目視点検を実施し，腐食の有無を確認することで健全

性を維持できると考える。 

したがって，ケーシングの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

f. 弁箱，ベースプレートの腐食（全面腐食）［蒸気止め弁，蒸気加減弁，常設高圧代

替注水系タービン］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁の弁箱は低合金鋼，ベースプレートは炭素鋼であり，腐

食が想定されるが，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されるこ

とから，外気接触部は塗装を施すこととしており，今後，塗膜の状態を目視点検で確

認し，必要に応じて補修塗装を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，弁箱，ベースプレートの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. ケーシングボルトの腐食（全面腐食）［常設高圧代替注水系タービン］ 

常設高圧代替注水系タービンのケーシングボルトは低合金鋼であり，腐食が想定さ

れるが，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，ボ

ルトの外気接触部は塗装を施すこととしており，今後，塗膜の状態を目視点検で確認

し，必要に応じて補修塗装を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ケーシングボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 



 

－ 2-30 － 

h. ケーシングボルトの応力腐食割れ[常設高圧代替注水系タービン] 

常設高圧代替注水系タービンのケーシングボルトはステンレス鋼であり，蒸気環境

下で使用するため，応力腐食割れが発生する可能性があるが，常設高圧代替注水系タ

ービン及び付属装置は新たに設置されることから，今後，ボルトは，目視点検及び浸

透探傷検査を実施し，欠陥の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ケーシングボルトの応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 主軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）［常設高圧代替注水系タービン］ 

常設高圧代替注水系タービンの主軸，翼の材料はステンレス鋼，ケーシングはステ

ンレス鋳鋼及び低合金鋼であり，蒸気雰囲気下において腐食（流れ加速型腐食）が想

定されるが，本装置は，定期的な機能確認試験時のみの運転であり，腐食（流れ加速

型腐食）進行の可能性は小さい。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，主

軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）については，今後，分解点検時に目視

点検を実施し，腐食（流れ加速型腐食）の有無を確認することで健全性を維持できる

と考える。 

したがって，主軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 弁の腐食（流れ加速型腐食）［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁（弁体），蒸気加減弁（弁体，弁棒）はステンレス鋼，蒸気止め弁（弁

箱，弁ふた，弁座），蒸気加減弁（弁箱，弁ふた，弁座）は低合金鋼であり，蒸気雰

囲気下において腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，タービンと同様，定期試験

時のみの運転であり，腐食（流れ加速型腐食）進行の可能性は小さい。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，弁

の腐食（流れ加速型腐食）については，今後，分解点検時に目視点検を実施し，腐食

（流れ加速型腐食）の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，弁の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 



 

－ 2-31 － 

k. 主軸の高サイクル疲労割れ［常設高圧代替注水系タービン］ 

主軸は繰返し応力を受けると，応力集中部等において高サイクル疲労割れが想定さ

れるが，設計段階において疲労割れが発生しないよう考慮された設計とすることとし

ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，主

軸の高サイクル疲労割れについては，今後，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査

を実施し，欠陥の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

l. ケーシングの疲労割れ[常設高圧代替注水系タービン] 

常設高圧代替注水系タービンのケーシングは，ステンレス鋳鋼であり定期的な機能

確認試験時の熱応力による材料への疲労の蓄積から疲労割れが想定される。 

しかし，定期的な機能確認試験時は，急激な温度変化を生じないように運転するこ

ととしており，熱応力による疲労蓄積は小さいことから疲労割れが発生する可能性は

小さい。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，ケ

ーシングの疲労割れについては，今後，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実

施し，欠陥の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ケーシングの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

m. 弁棒の疲労割れ［蒸気加減弁］ 

弁棒段付部等は角部を滑らかにし，応力集中がかからないような構造とすることと

しており，発生応力の低減を図る。 

また，弁全開時であってもバックシートで受けるような構造ではないことから，有

意な応力は発生しないと考える。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，弁

棒の疲労割れについては，今後，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施し，

欠陥の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり［非常調速装置，調速・制御装置］ 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定される。 

しかし，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう設定する

こととしており，また，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使

用温度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用されている安全上重要な

計測制御設備（重要度分類審査指針におけるクラス 1及びクラス 2に該当する計測制御設備）

及び重大事故等対処設備に属する計測制御設備について，運転を断続的に行うことを前提に高

経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

なお，高温・高圧の環境下にあるクラス 3の計測制御設備はない。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を計測対象，型式及び設置場所等でグループ化し，それぞれのグループから重

要度及び使用条件等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機器につい

て評価を展開している。 

本評価書は，計測制御設備を以下の 3章で構成している。 

また，計測制御設備の評価グループ分類（概念図）を図 1に示す。 

 

1. 計測装置 

2. 補助継電器盤 

3. 操作制御盤 
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表 1 評価対象機器一覧（代表機器） 

分類 機器名称 

主な仕様 

（信号用途） 

（盤寸法） 

重要度*1

計測 

装置 

圧力 

ダイヤフラム式 
RHR ポンプ吐出圧力 

計測装置 
ADS 作動，監視 

MS-1 

重*2 

ベローズ式 
D/G 機関冷却水入口圧力 

計測装置 
D/G トリップ MS-1 

シールドピストン式
CV 急速閉検出用圧力 

計測装置 
スクラム MS-1 

温度 

熱電対式 
主蒸気管トンネル温度 

計測装置 
MSIV 隔離，PCIS 作動 MS-1 

測温抵抗体式 
サプレッション・プール水

温度計測装置 
監視 MS-2 

流量 ダイヤフラム式 RCIC 系統流量計測装置 RCIC 制御，監視 
MS-1 

重*2 

水位 

ダイヤフラム式 原子炉水位計測装置 

RCIC 起動，LPCS 起動， 

RHR 起動，ADS 作動， 

監視 

MS-1 

重*2 

フロート式 
スクラム排出容器水位 

計測装置 
スクラム MS-1 

ガイドパルス式 
使用済燃料プール水位 

計測装置*4 
監視 重*2 

電極式 
格納容器下部水位 

計測装置*4 
監視 重*2 

電波式 取水ピット水位計測装置*4 監視 設*3 

圧力式 潮位計測装置*4 監視 設*3 

中性子束 核分裂電離箱式 SRNM スクラム，監視 
MS-1 

重*2 

放射線 

イオンチェンバ式 主蒸気管放射線計測装置 
スクラム，MSIV 隔離， 

PCIS 作動 
MS-1 

半導体式 
原子炉建屋換気系放射線 

計測装置 

FRVS/SGTS 起動，PCIS

作動，中央制御室換気

系隔離 

MS-1 

振動 倒立振子式 地震加速度計測装置 スクラム MS-1 

濃度 

熱伝導式 
格納容器内水素濃度 

計測装置 
監視 MS-2 

触媒式 
原子炉建屋水素濃度 

計測装置*4 
監視 重*2 

磁気式 
格納容器内酸素濃度 

計測装置 
監視 MS-2 

位置 リミットスイッチ式 MSV 位置計測装置 スクラム MS-1 

回転速度 電磁ピックアップ式
RCIC タービン回転速度 

計測装置 
RCIC トリップ，監視 MS-1 

補助継電器盤 屋内 原子炉保護系(A)継電器盤
2,400 ㎜(W)×2,286 ㎜

(H)×914 ㎜(D) 
MS-1 

操作制御盤 屋内 原子炉制御操作盤 
4,402 ㎜(W)×2,286 ㎜

(H)×1,661 ㎜(D) 

MS-1 

重*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 2 評価対象機器機能一覧 

設備区分 機能概要 

計測装置 

プロセス値（圧力・流量・水位等）を検出器で電気信号に変換し，信号

変換処理部にて信号変換処理・演算処理を行い，指示計・記録計・指示調

節計・補助継電器に伝達する。指示計・記録計は，操作制御盤に取付けら

れており，信号変換処理部から伝達されてきた電気信号を工学値に変換し，

指示又は記録する。指示調節計は，操作制御盤に取付けられており，入力

値と設定値との差に応じた電気信号を出力する。補助継電器は，操作制御

盤に取付けられており，信号変換処理部から伝達されてきた電気信号を補

助継電器盤に取付けられている補助継電器，電磁接触器に伝達する。 

補助継電器盤 

計測装置からの信号を受け，補助継電器，電磁接触器により原子炉の保

護／制御ロジックを構成し，原子炉スクラム信号等のインターロック信号

を出力する。 

操作制御盤 

計測装置の一部である指示計・記録計・指示調節計・補助継電器により，

状態監視，操作及び電気信号の伝達を行うとともに，操作スイッチ，押釦

スイッチによる補機操作及び故障表示器，表示灯，液晶ディスプレイによ

る状態監視を行う。 
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操作制御盤 

操作制御盤 

 電空 

変換器 

図 1 計測制御設備の評価グループ分類（概念図） 

補助継電器 

制御弁 

 伝送器 

 検出器 

 伝送器 

信号変換処理部

信号変換処理部

液晶ディスプレイ 

指示調節計 

指示計 記録計

信号変換処理部

表示灯 操作スイッチ 押釦スイッチ 他技術評価書にて評価 

1.計測装置で評価 

3.操作制御盤で評価 

検出部 

人間に例えると目に相当 

制御部 

人間に例えると頭に相当 

出力部 

人間に例えると手に相当 

故障表示器 

補助継電器 

Ry

Ry

電磁接触器 

補助継電器 

補助継電器盤 

原子炉 

スクラム信号 

2.補助継電器盤で評価 



 

 

 

 

 

1. 計測装置 
 

 

［対象計測装置］ 

① 圧力計測装置（ダイヤフラム式） 

② 圧力計測装置（ベローズ式） 

③ 圧力計測装置（シールドピストン式） 

④ 温度計測装置（熱電対式） 

⑤ 温度計測装置（測温抵抗体式） 

⑥ 流量計測装置（ダイヤフラム式） 

⑦ 水位計測装置（ダイヤフラム式） 

⑧ 水位計測装置（フロート式） 

⑨ 水位計測装置（ガイドパルス式） 

⑩ 水位計測装置（電極式） 

⑪ 水位計測装置（電波式） 

⑫ 水位計測装置（圧力式） 

⑬ 中性子束計測装置（核分裂電離箱式） 

⑭ 放射線計測装置（イオンチェンバ式） 

⑮ 放射線計測装置（半導体式） 

⑯ 振動計測装置（倒立振子式） 

⑰ 濃度計測装置（熱伝導式） 

⑱ 濃度計測装置（触媒式） 

⑲ 濃度計測装置（磁気式）     

⑳ 位置計測装置（リミットスイッチ式） 

㉑ 回転速度計測装置（電磁ピックアップ式） 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している計測装置のうち，対象となる計測装置の主な仕様を表 1-1 に示

す。 

これらの計測装置を計測対象及び検出部型式の観点からグループ化し，それぞれのグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

計測対象及び検出部型式を分類基準とし，計測装置を表 1-1 に示すとおりグループ化

する。 

 

1.2 代表機器の選定 

 表 1-1 に分類されるグループ毎に，原則として重要度及び使用条件の観点から代表機

器を選定する。 

 

(1) 圧力計測装置（ダイヤフラム式） 

圧力計測装置（ダイヤフラム式）のうち，重要度が高く，常設重大事故等対処設備

に属する計測装置は，RHR ポンプ吐出圧力計測装置及び LPCS ポンプ吐出圧力計測装置

があるが，重要度及び使用条件が同等なため，RHR ポンプ吐出圧力計測装置を代表機

器とする。 

 

(2) 圧力計測装置（ベローズ式） 

圧力計測装置（ベローズ式）には，D/G 機関冷却水入口圧力計測装置及び D/G 機関

潤滑油入口圧力計測装置が属するが，重要度及び使用条件が同等なため，D/G 機関冷

却水入口圧力計測装置を代表機器とする。 

 

(3) 圧力計測装置（シールドピストン式） 

圧力計測装置（シールドピストン式）には，CV 急速閉検出用圧力計測装置のみが属

するため，CV 急速閉検出用圧力計測装置を代表機器とする。 

 

(4) 温度計測装置（熱電対式） 

温度計測装置（熱電対式）のうち，重要度が高く，使用条件が厳しい主蒸気管トン

ネル温度計測装置を代表機器とする。 

 

(5) 温度計測装置（測温抵抗体式） 

温度計測装置（測温抵抗体式）のうち，重要度が高いサプレッション・プール水温

度計測装置を代表機器とする。 
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(6) 流量計測装置（ダイヤフラム式） 

流量計測装置（ダイヤフラム式）のうち，重要度が高く，常設重大事故等対処設備

に属する RCIC 系統流量計測装置を代表機器とする。 

 

(7) 水位計測装置（ダイヤフラム式） 

水位計測装置（ダイヤフラム式）のうち，重要度が高く，常設重大事故等対処設備

に属する原子炉水位計測装置を代表機器とする。 

 

(8) 水位計測装置（フロート式） 

水位計測装置（フロート式）のうち，重要度が高いスクラム排出容器水位計測装置

を代表機器とする。 

 

(9) 水位計測装置（ガイドパルス式） 

 水位計測装置（ガイドパルス式）には，使用済燃料プール水位計測装置のみが属す

るため，使用済燃料プール水位計測装置を代表機器とする。 

 

(10) 水位計測装置（電極式） 

水位計測装置（電極式）には，格納容器下部水位計測装置のみが属するため，格

納容器下部水位計測装置を代表機器とする。 

 

(11) 水位計測装置（電波式） 

水位計測装置（電波式）のうち，屋外に設置され使用条件が厳しい取水ピット水

位計測装置を代表機器とする。 

 

(12) 水位計測装置（圧力式） 

 水位計測装置（圧力式）には，潮位計測装置のみが属するため，潮位計測装置を

代表機器とする。 

 

(13) 中性子束計測装置（核分裂電離箱式） 

中性子束計測装置（核分裂電離箱式）のうち，重要度が高く，使用条件が厳しい

SRNM を代表機器とする。 

 

(14) 放射線計測装置（イオンチェンバ式） 

放射線計測装置（イオンチェンバ式）のうち，重要度が高い主蒸気管放射線計測

装置を代表機器とする。 
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(15) 放射線計測装置（半導体式） 

放射線計測装置（半導体式）には，原子炉建屋換気系放射線計測装置のみが属す

るため，原子炉建屋換気系放射線計測装置を代表機器とする。 

 

(16) 振動計測装置（倒立振子式） 

振動計測装置（倒立振子式）には，地震加速度計測装置のみが属するため，地震

加速度計測装置を代表機器とする。 

 

(17) 濃度計測装置（熱伝導式） 

濃度計測装置（熱伝導式）のうち，重要度が高い格納容器内水素濃度計測装置を

代表機器とする。 

 

(18) 濃度計測装置（触媒式） 

 濃度計測装置（触媒式）には，原子炉建屋水素濃度計測装置のみが属するため，

原子炉建屋水素濃度計測装置を代表機器とする。 

 

(19) 濃度計測装置（磁気式） 

濃度計測装置（磁気式）のうち，重要度が高い格納容器内酸素濃度計測装置を代

表機器とする。 

 

(20) 位置計測装置（リミットスイッチ式） 

位置計測装置（リミットスイッチ式）には，MSV 位置計測装置のみが属するため，

MSV 位置計測装置を代表機器とする。 

 

(21) 回転速度計測装置（電磁ピックアップ式） 

回転速度計測装置（電磁ピックアップ式）には，RCIC タービン回転速度計測装置

のみが属するため，RCIC タービン回転速度計測装置を代表機器とする。 

 



 

 

－
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表 1-1（1/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

圧力 ダイヤフラム式 

RHR ポンプ吐出圧力 
LPCS ポンプ吐出圧力 

ADS 作動 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高） ◎ 重要度，重*2， 
使用条件 

 
中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力 
格納容器圧力 
主蒸気管圧力 
主復水器真空度 

スクラム 
MSIV 隔離 
PCIS 作動 
LPCS 起動 
RHR 起動 
HPCS 起動 
D/G 起動 
ADS 作動 

MS-1 

原子炉建屋／
タービン建屋

40.0（最高）

 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力 監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器圧力 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力 
格納容器圧力 
常設高圧代替注水系ポン
プ吐出圧力*3 
代替循環冷却系ポンプ吐
出圧力*3 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 



 

 

－
 
1-
5 
－
 

表 1-1（2/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

圧力 

ベローズ式 
D/G 機関冷却水入口圧力 
D/G 機関潤滑油入口圧力 

D/G トリップ MS-1 D/G 室 40（最高） 
◎ 重要度，使用条件 

シールド 
ピストン式 

CV 急速閉検出用圧力 スクラム MS-1 

ヒーター 
ルーム 

48.9（最高）

◎  

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 



 

 

－
 
1-
6 
－
 

表 1-1（3/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

温度 

熱電対式 

主蒸気管トンネル温度 
MSIV 隔離 
PCIS 作動 

MS-1 

主蒸気管 
トンネル室 

60.0（最高）
◎ 重要度，使用条件 

中央制御室 32.2（最高）

FCS 入口ガス温度 FCS 制御 MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力容器温度 監視 重*2 

原子炉格納 
容器内 

73.9（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器内温度*3 監視 重*2 
原子炉格納 
容器内 

65.6（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プール温度 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

 
中央制御室 32.2（最高）

代替循環冷却系ポンプ 
入口温度*3 

監視 重*2 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

測温抵抗体式 

サプレッション・プール
水温度  

監視 MS-2 
サプレッショ
ン・プール内

32（最高） 
◎ 重要度 

中央制御室 32.2（最高）

サプレッション・プール
水温度*3 

監視 重*2 
サプレッショ
ン・プール内

32（最高） 
 

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プール温度*3 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

 
中央制御室 32.2（最高）

格納容器下部水温*3 監視 重*2 
ペデスタル 57（最高） 

 
中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 



 

 

－
 
1-
7 
－
 

表 1-1（4/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

流量 ダイヤフラム式 

RCIC 系統流量 
RCIC 制御 
監視 

MS-1 
重*2 

RCIC ポンプ室 65.6（最高）
◎ 重要度，重*2 

中央制御室 32.2（最高）

主蒸気管流量 
FCS 入口ガス流量 

MSIV 隔離 
PCIS 作動 
FCS 制御 

MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

RHR 系統流量 
LPCS 系統流量 
HPCS 系統流量 

監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

低圧代替注水系原子炉注
水流量*3 
低圧代替注水系格納容器
スプレイ流量*3 
低圧代替注水系格納容器
下部注水流量*3 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
 



 

 

－
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表 1-1（5/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途） 

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

水位 ダイヤフラム式 

原子炉水位 

RCIC 起動 
LPCS 起動 
RHR 起動 
ADS 作動 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

◎ 重要度，重*2 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位 
サプレッション・プール
水位 

スクラム 
PCIS 作動 
FRVS/SGTS 起動
MSIV 隔離 
RCIC 起動 
HPCS 起動 
LPCS 起動 
RHR 起動 
D/G 起動 
ADS 作動 
HPCS 水源切替 

MS-1 

原子炉建屋 40.0（最高）

 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位 監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）  

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位 
サプレッション・プール
水位 

監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）  

中央制御室 32.2（最高）

代替淡水貯槽水位*3 監視 重*2 

常設低圧代替
注水系格納槽

40（最高） 
 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 



 

 

－
 
1-
9 
－
 

表 1-1（6/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

水位 

フロート式 

スクラム排出容器水位 スクラム MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

◎ 重要度 
中央制御室 32.2（最高）

D/G デイタンク液位 液位制御 MS-2 D/G 室 40（最高）  

ガイドパルス式 使用済燃料プール水位*4 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

◎  
中央制御室 32.2（最高）

電極式 格納容器下部水位*4 監視 重*2 
ペデスタル 57（最高） 

◎  
中央制御室 32.2（最高）

電波式 

取水ピット水位*4 監視 設*3 
屋外 40（最高） 

◎ 使用条件 
中央制御室 32.2（最高）

西側淡水貯水設備水位*4 監視 重*2 

常設代替高圧
電源装置置場

40（最高） 
 

中央制御室 32.2（最高）

圧力式 潮位*4 監視 設*3 
屋外 40（最高） 

◎  
中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 
*4：新規に設置される機器 
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表 1-1（7/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

中性子束 核分裂電離箱式 

SRNM 
スクラム 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉内 302（最高） 

◎ 重要度， 
使用条件 

原子炉建屋 40.0（最高）

中央制御室 32.2（最高）

LPRM 
スクラム 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉内 302（最高） 
 

中央制御室 32.2（最高）

放射線 

イオンチェンバ
式 

主蒸気管放射線 
スクラム 
MSIV 隔離 
PCIS 作動 

MS-1 

主蒸気管 
トンネル室 

60.0（最高）
◎ 重要度 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器雰囲気放射線 監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋／
サンドクッシ
ョンエリア 

65.6（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プールエリア
放射線*3 

監視 重*2 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

半導体式 原子炉建屋換気系放射線

FRVS/SGTS 
起動 
PCIS 作動 
中央制御室 
換気系隔離 

MS-1 

原子炉建屋 40.0（最高）

◎  

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
 



 

 

－
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表 1-1（8/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

振動 倒立振子式 地震加速度 スクラム MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

◎  
中央制御室 32.2（最高）

濃度 

熱伝導式 

格納容器内水素濃度 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

◎ 重要度 
中央制御室 32.2（最高）

格納容器内水素濃度*3 
原子炉建屋水素濃度*3 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

 電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

触媒式 原子炉建屋水素濃度*3 監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

◎  電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

磁気式 

格納容器内酸素濃度 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

◎ 重要度 
中央制御室 32.2（最高）

格納容器内酸素濃度*3 監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

 電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
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表 1-1（9/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途） 

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

位置 
リミットスイッ
チ式 

MSV 位置 スクラム MS-1 

ヒーター 
ルーム 

48.9（最高）
◎  

中央制御室 32.2（最高）

回転速度 
電磁ピックアッ
プ式 

RCIC タービン回転速度 
RCIC トリップ 
監視 

MS-1 

RCIC ポンプ室 65.6（最高）

◎  空調機械室 50（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の計測装置について技術評価を実施する。 

① RHR ポンプ吐出圧力計測装置 

② D/G 機関冷却水入口圧力計測装置 

③ CV 急速閉検出用圧力計測装置 

④ 主蒸気管トンネル温度計測装置 

⑤ サプレッション・プール水温度計測装置 

⑥ RCIC 系統流量計測装置 

⑦ 原子炉水位計測装置 

⑧ スクラム排出容器水位計測装置 

⑨ 使用済燃料プール水位計測装置 

⑩ 格納容器下部水位計測装置 

⑪ 取水ピット水位計測装置 

⑫ 潮位計測装置 

⑬ SRNM 

⑭ 主蒸気管放射線計測装置 

⑮ 原子炉建屋換気系放射線計測装置 

⑯ 地震加速度計測装置 

⑰ 格納容器内水素濃度計測装置 

⑱ 原子炉建屋水素濃度計測装置 

⑲ 格納容器内酸素濃度計測装置 

⑳ MSV 位置計測装置 

㉑ RCIC タービン回転速度計測装置 
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2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 RHR ポンプ吐出圧力計測装置 

(1) 構造 

東海第二の RHR ポンプ吐出圧力計測装置は，RHR ポンプの吐出圧力を伝達する計

装配管，継手，計装弁，圧力を検出して電気信号に変換する圧力伝送器，信号変換

処理を行う信号変換処理部，電気回路に電源を供給するための電源装置，その他電

気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定するサポート，機器を

支持するための計器架台，計器架台取付ボルト，基礎ボルト及び埋込金物等で構成

されている。 

東海第二の RHR ポンプ吐出圧力計測装置構成図を図 2.1-1 に，計装配管サポート

構成図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の RHR ポンプ吐出圧力計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用

条件を表 2.1-2 に示す。 
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計器架台 

電源 

ADS 作動信号 

操作制御盤 

No. 部位 

① 計装配管 

② 継手 

③ 計装弁 

④ 圧力伝送器（ダイヤフラム式） 

⑤ 信号変換処理部（*：他操作制御盤に設置を含む） 

⑥ 電源装置 

⑦ 補助継電器 

⑧ ヒューズ 

⑨ 計器架台 

⑩ 計器架台取付ボルト 

⑪ 埋込金物 

① 

② 

③ 

⑨ 

⑩ 

⑧ ⑥ 

⑦ 

⑤ 

図 2.1-1 RHR ポンプ吐出圧力計測装置構成図 

④ 

補助継電器 

電源装置 

RHR 

ポンプ

圧力 

伝送器 

⑪ 

信号変換 

処理部* SA操作制御盤 
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No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ クランプ 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ 基礎ボルト 

 

図 2.1-2 RHR ポンプ吐出圧力計測装置計装配管サポート構成図 

RHR 

ポンプ

① 

④ 

③ 

② 

⑤ 
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表 2.1-1 RHR ポンプ吐出圧力計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

圧力伝送器 

（ダイヤフラム式） 
（定期取替品，消耗品*） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

電源装置  （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

クランプ 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

計器架台取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

*：O リング（気密材） 

 

表 2.1-2 RHR ポンプ吐出圧力計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 100 ℃(最高)*1 65.6 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 6.9 kPa*1 大気圧*2 

放射線 
1×10-5 Gy/h 

(最大)*1 

1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1
1.2×104 Gy 

(最大積算値)*1 
― 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.2 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置 

(1) 構造 

東海第二の D/G 機関冷却水入口圧力計測装置は，D/G 機関冷却水入口の圧力を伝

達する計装配管，継手，計装弁，圧力を検出してオン・オフ信号に変換する圧力検

出器，計装配管を固定するサポート，機器を支持するための計器架台，基礎ボルト

及び埋込金物等で構成されている。 

東海第二の D/G 機関冷却水入口圧力計測装置構成図を図 2.1-3 に，計装配管サポ

ート構成図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の D/G 機関冷却水入口圧力計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，

使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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圧力 

検出器 

計器架台 

D/G トリップ信号 

No. 部位 

① 計装配管 

② 継手 

③ 計装弁 

④ 圧力検出器（ベローズ式） 

⑤ 計器架台 

⑥ 基礎ボルト 

 

① 

② 

④ 

③ 

⑥ 

⑤ 

冷却水 
ポンプ 

D/G 機関 

図 2.1-3 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置構成図 
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図 2.1-4 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置計装配管サポート構成図 

No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ ベースプレート 

④ クランプ 

⑤ 取付ボルト・ナット 

⑥ 基礎ボルト 

⑦ 埋込金物 

冷却水 
ポンプ 

D/G 機関 

① 

④ 

③ ② 

⑥ 

⑤ 

⑦ 
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表 2.1-3 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管  ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

圧力検出器 

（ベローズ式） 
ステンレス鋼他 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

クランプ ステンレス鋼，炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

埋込金物 炭素鋼 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-4 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置の使用条件 

設置場所 D/G 室 

周囲温度 40 ℃(最高)* 

*：D/G 室の設計値 

 



 

－ 1-22 － 

2.1.3 CV 急速閉検出用圧力計測装置 

(1) 構造 

東海第二の CV 急速閉検出用圧力計測装置は，CV 開閉制御を行っている油圧を伝

達する計装配管，継手，計装弁，圧力を検出してオン・オフ信号に変換する圧力検

出器，その他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定するサ

ポート，機器を支持するための計器スタンション，基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二の CV 急速閉検出用圧力計測装置構成図を図 2.1-5 に，計装配管サポー

ト構成図を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の CV 急速閉検出用圧力計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使

用条件を表 2.1-6 に示す。 
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計器スタンション 

電源 

スクラム信号 

操作制御盤 

No. 部位 

① 計装配管 

② 継手 

③ 計装弁 

④ 圧力検出器（シールドピストン式）

⑤ 補助継電器 

⑥ ヒューズ 

⑦ 計器スタンション 

⑧ 基礎ボルト 

 

① 

③ 

④ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

CV 

図 2.1-5 CV 急速閉検出用圧力計測装置構成図 

⑧ 

② 

圧力 

検出器 

補助継電器 
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No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ ベースプレート 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ ライナー 

⑥ 基礎ボルト 

 

図 2.1-6 CV 急速閉検出用圧力計測装置計装配管サポート構成図 

CV 

① 

④ 

⑤ 

③ 

② 

⑥ 
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表 2.1-5 CV 急速閉検出用圧力計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

圧力検出器 

（シールドピストン式） 
ステンレス鋼他 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼，炭素鋼 

ライナー ステンレス鋼 

支持 
計器スタンション 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-6 CV 急速閉検出用圧力計測装置の使用条件 

設置場所 ヒータールーム 中央制御室 

周囲温度 48.9 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：ヒータールームの設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.4 主蒸気管トンネル温度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の主蒸気管トンネル温度計測装置は，温度に対応した電気信号を出力す

る温度検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，電気回路に電源を供給するた

めの電源装置，その他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，温度検出器を

固定するサポート，機器を支持するための基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二の主蒸気管トンネル温度計測装置構成図を図 2.1-7 に，温度検出器サポ

ート構成図を図 2.1-8 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主蒸気管トンネル温度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使

用条件を表 2.1-8 に示す。 
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電源 

MSIV 隔離信号 

PCIS 作動信号 

操作制御盤 

No. 部位 

① 温度検出器（熱電対式） 

② 信号変換処理部 

③ 電源装置 

④ 補助継電器 

⑤ ヒューズ 

 

⑤ 

③ 

④ 

② 

原子炉 主蒸気管 

原子炉格納容器 

原子炉建屋 

タービン建屋 

主蒸気管トンネル室 

① 

図 2.1-7 主蒸気管トンネル温度計測装置構成図 

補助継電器 

電源装置 

信号変換処理部 
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No. 部位 

① 温度検出器（熱電対式） 

② サポート 

③ 基礎ボルト 

 

原子炉 主蒸気管 

原子炉格納容器 

原子炉建屋 

タービン建屋 

主蒸気管トンネル室 

① 

図 2.1-8 主蒸気管トンネル温度計測装置温度検出器サポート構成図 

① 

③ 

② 
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表 2.1-7 主蒸気管トンネル温度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

温度検出器（熱電対式） （定期取替品，消耗品*1）

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ  （消耗品） 

機器の支持 

温度検出器 

サポート 
サポート 炭素鋼 

支持 基礎ボルト 炭素鋼，樹脂*2 

*1：ガスケット（気密材）  

*2：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-8 主蒸気管トンネル温度計測装置の使用条件 

設置場所 主蒸気管トンネル室 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 ― 

周囲温度 60.0 ℃(最高)*1 171 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 大気圧*2 

放射線 
5×10-2 Gy/h 

(最大)*1 

4.5×102 Gy 

(最大積算値)*1 
― 

*1：主蒸気管トンネル室の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.5 サプレッション・プール水温度計測装置 

(1) 構造 

東海第二のサプレッション・プール水温度計測装置は，温度に対応した電気信号

を出力する温度検出器，記録計，その他電気回路構成品であるヒューズ，温度検出

器を固定するサポート等で構成されている。 

東海第二のサプレッション・プール水温度計測装置構成図を図 2.1-9 に，温度検

出器サポート構成図を図 2.1-10 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のサプレッション・プール水温度計測装置主要部位の使用材料を表

2.1-9 に，使用条件を表 2.1-10 に示す。
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図 2.1-9 サプレッション・プール水温度計測装置構成図 

電源 

操作制御盤 

No. 部位 

① 温度検出器（測温抵抗体式）

② 記録計 

③ ヒューズ 

 

③ 

② 

原子炉 

原子炉格納容器 

原子炉建屋 

① 

サプレッション・プール 

記録計 
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No. 部位 

① 温度検出器（測温抵抗体式） 

② サポート 

③ 取付ボルト・ナット 

 

原子炉 

原子炉格納容器 

原子炉建屋 

サプレッション・プール 

図 2.1-10 サプレッション・プール水温度計測装置温度検出器サポート構成図 

① 

③ 

② 
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表 2.1-9 サプレッション・プール水温度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

温度検出器 

（測温抵抗体式） 
（定期取替品） 

記録計 （定期取替品） 

ヒューズ  （消耗品） 

機器の支持 
温度検出器 

サポート 

サポート ステンレス鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼 

 

表 2.1-10 サプレッション・プール水温度計測装置の使用条件 

設置場所 サプレッション・プール 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 32 ℃(最高)*1 104.5 ℃(最高)*2 235 ℃(最高)*2 32.2 ℃(最高)*3

最高圧力 0.0138 MPa*2 0.31 MPa*2 0.62 MPa*2 大気圧*3 

放射線 
1×10-3 Gy/h 

(最大)*2 

2.6×105 Gy 

(最大積算値)*2
6.40×105 Gy 

(最大積算値)*2 
― 

*1：通常運転中におけるサプレッション・プール水の管理値 

*2：サプレッション・チェンバの設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.1.6 RCIC 系統流量計測装置 

(1) 構造 

東海第二の RCIC 系統流量計測装置は，RCIC の系統流量を伝達する計装配管，継

手，計装弁，流量を検出して電気信号に変換する差圧伝送器，信号変換処理を行う

信号変換処理部，指示調節計，指示計，記録計，電気回路に電源を供給するための

電源装置，その他電気回路構成品であるヒューズ，計装配管を固定する配管サポー

ト，機器を支持するための計器架台，基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二の RCIC 系統流量計測装置構成図を図 2.1-11 に，計装配管サポート構成

図を図 2.1-12 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の RCIC 系統流量計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-11 に，使用条件

を表 2.1-12 に示す。 
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図 2.1-11 RCIC 系統流量計測装置構成図 

No. 部位 No. 部位 

① 計装配管 ⑦ 指示計（*：他操作制御盤に設置） 

② 継手 ⑧ 記録計（*：他操作制御盤に設置） 

③ 計装弁 ⑨ 電源装置 

④ 差圧伝送器（ダイヤフラム式） ⑩ ヒューズ 

⑤
信号変換処理部 
（*：他操作制御盤に設置含む）

⑪ 計器架台 

⑥
指示調節計 
（*：他操作制御盤に設置） 

⑫ 基礎ボルト 

電源 ⑨⑩ ⑤

RCIC 制御信号 

④

操作制御盤 

⑦

電源装置 

記録計* 

指示計* 信号変換 
処理部* 

③
② 

① 

計器架台  

RCIC 

ポンプ

⑧

⑪

差圧 

伝送器 

⑫

指示調節計* 

⑥

SA 操作制御盤 
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No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ クランプ 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ 基礎ボルト 

 

図 2.1-12 RCIC 系統流量計測装置計装配管サポート構成図 

RCIC 

ポンプ

① 

④ 

③ 

② 

⑤ 



 

－ 1-37 － 

表 2.1-11 RCIC 系統流量計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

差圧伝送器 

（ダイヤフラム式） 
（定期取替品，消耗品*） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

指示調節計 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

指示計 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

クランプ 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

支持 
計器架台 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

*：O リング（気密材） 

 

表 2.1-12 RCIC 系統流量計測装置の使用条件 

設置場所 RCIC ポンプ室 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 

定期試験時 

65.6 ℃(最高)*1

平常時 

40.0 ℃(最高)*1

100 ℃(最高)*1 65.6 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 1.744 kPa*1 大気圧*2 

放射線 

定期試験時 

2.00×10-3 Gy/h
(最大)*1 

平常時 

1.5×10-4 Gy/h

(最大)*1 

19 Gy 

(最大積算値)*1
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1 
― 

*1：RCICポンプ室の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.7 原子炉水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の原子炉水位計測装置は，原子炉の水位を伝達する計装配管，継手，計

装弁，計装配管内流体の過大流量を検出した際閉止させる過流量阻止弁，水位を検

出して電気信号に変換する差圧伝送器，信号変換処理を行う信号変換処理部，記録

計，電気回路に電源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品である補助

継電器，ヒューズ，計装配管を固定する配管サポート，機器を支持するための計器

架台，計器架台取付ボルト，基礎ボルト及び埋込金物等で構成されている。 

東海第二の原子炉水位計測装置構成図を図 2.1-13 に，計装配管サポート構成図を

図 2.1-14 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-13 に，使用条件を表

2.1-14 に示す。 
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図 2.1-13 原子炉水位計測装置構成図 
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図 2.1-14 原子炉水位計測装置計装配管サポート構成図 

原子炉 

No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ クランプ 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ 基礎ボルト 

 

① 

④ 

③ 

② 
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表 2.1-13 原子炉水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

過流量阻止弁 ステンレス鋼 

差圧伝送器 

（ダイヤフラム式） 
（定期取替品，消耗品*） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

電源装置  （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

クランプ 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

計器架台取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

*：O リング（気密材） 

 

表 2.1-14 原子炉水位計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 100 ℃(最高)*1 100 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 6.9 kPa*1 大気圧*2 

放射線 
1×10-5 Gy/h 

(最大)*1 
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1
1.2×104 Gy 

(最大積算値)*1 
― 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.8 スクラム排出容器水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二のスクラム排出容器水位計測装置は，スクラム排出容器の水位を伝達す

る計装配管，継手，水位を検出してオン・オフ信号に変換する水位検出器，その他

電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定する配管サポート，

機器を支持するための基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二のスクラム排出容器水位計測装置構成図を図 2.1-15 に，計装配管サポー

ト構成図を図 2.1-16 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のスクラム排出容器水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-15 に，使

用条件を表 2.1-16 に示す。 
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No. 部位 

① 計装配管 

② 継手 

③ 水位検出器（フロート式） 

④ 補助継電器 

⑤ ヒューズ 

① 

図 2.1-15 スクラム排出容器水位計測装置構成図 
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No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ ベースプレート 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ ライナー 

⑥ 基礎ボルト 

 

図 2.1-16 スクラム排出容器水位計測装置計装配管サポート構成図 
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表 2.1-15 スクラム排出容器水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管  ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

水位検出器 

（フロート式） 
ステンレス鋼他 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼 

ライナー  ステンレス鋼 

支持 基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-16 スクラム排出容器水位計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.9 使用済燃料プール水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の使用済燃料プール水位計測装置は，使用済燃料プールの水位を検出し

て電気信号に変換する水位検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，電気回路

に電源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品であるヒューズ，機器を

支持するためのサポート，ベースプレート，取付ボルト及び基礎ボルト等で構成さ

れる。 

東海第二の使用済燃料プール水位計測装置構成図を図 2.1-17 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の使用済燃料プール水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-17 に，使

用条件を表 2.1-18 に示す。 
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図 2.1-17 使用済燃料プール水位計測装置構成図 
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① 水位検出器（ガイドパルス式） ⑤ サポート 
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表 2.1-17 使用済燃料プール水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水位検出器 

（ガイドパルス式） 
ステンレス鋼 

信号変換処理部 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

水位検出器 

サポート 

サポート ステンレス鋼 

ベースプレート ステンレス鋼 

支持 
取付ボルト ステンレス鋼 

基礎ボルト ステンレス鋼 

 

表 2.1-18 使用済燃料プール水位計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 65 ℃(最高)*1 65 ℃(最高)*1 100 ℃*2 32.2 ℃(最高)*3

最高圧力 大気圧*2 1.744 kPa*2 6.9 kPa*2 大気圧*3 

放射線 
1×10-5 Gy/h 

(最大)*2 
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*2 

1.7×103 Gy 

(最大積算値)*2 
― 

*1：通常運転中における使用済燃料プール水の管理値 

*2：原子炉建屋の設計値 

*3：中央制御室の設計値 

 



 

－ 1-49 － 

2.1.10 格納容器下部水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の格納容器下部水位計測装置は，ペデスタルの水位を検出して電気信号

に変換する水位検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，電気回路に電源を供

給するための電源装置，その他電気回路構成品であるヒューズ，機器を支持するた

めのサポート及び基礎ボルト等で構成される。 

東海第二の格納容器下部水位計測装置構成図を図 2.1-18 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器下部水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-19 に，使用条

件を表 2.1-20 に示す。 
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図 2.1-18 格納容器下部水位計測装置構成図 
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表 2.1-19 格納容器下部水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水位検出器（電極式） 
ステンレス鋼，アルミナ，

酸化マグネシウム他 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

電源装置 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

水位検出器 

サポート 
サポート ステンレス鋼 

支持 基礎ボルト ステンレス鋼 

 

表 2.1-20 格納容器下部水位計測装置の使用条件 

設置場所 ペデスタル 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 57 ℃(最高)*1 171 ℃(最高)*2 235 ℃(最高)*2 32.2 ℃(最高)*3

最高圧力 0.0138 MPa*2 0.31 MPa*2 0.62 MPa*2 大気圧*3 

放射線 
7.2×10-2 Gy/h 

(最大)*2 
2.6×105 Gy 

(最大積算値)*2 

6.40×105 Gy 

(最大積算値)*2 
― 

*1：ペデスタルの実測値 

*2：ペデスタルの設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.1.11 取水ピット水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の取水ピット水位計測装置は，取水ピットの水位を検出して電気信号に

変換する水位検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，記録計，機器を支持す

るためのスリーブ，ジベル，取付座，上部閉止板及び取付ボルト・ナット等で構成

される。 

東海第二の取水ピット水位計測装置構成図を図 2.1-19 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の取水ピット水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-21 に，使用条件

を表 2.1-22 に示す。 
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SPDS 

図 2.1-19 取水ピット水位計測装置構成図 

No. 部位 

① 水位検出器（電波式） 

② 信号変換処理部 

③ 記録計 

④ スリーブ 

⑤ ジベル 

⑥ 取付座 

⑦ 上部閉止板 

⑧ 取付ボルト・ナット 

⑧ 
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電源 
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② 

信号変換 

処理部 
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④ 

⑦ 
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表 2.1-21 取水ピット水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水位検出器（電波式） ステンレス鋼他 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

機器の支持 支持 

スリーブ 炭素鋼 

ジベル 異形棒鋼 

取付座 炭素鋼 

上部閉止板 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

 

表 2.1-22 取水ピット水位計測装置の使用条件 

設置場所 屋外 中央制御室 

周囲温度 40 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕を持たせた温度 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.12 潮位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の潮位計測装置は，潮位を検出して電気信号に変換する水位検出器，信

号変換処理を行う信号変換処理部，記録計，電気回路に電源を供給するための電源

装置，機器を支持するための検出器ガイド，サポート，ベースプレート，取付ボル

ト及び基礎ボルト等で構成される。 

東海第二の潮位計測装置構成図を図 2.1-20 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の潮位計測装置主要部位の使用材料を表2.1-23に，使用条件を表2.1-24

に示す。 
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図 2.1-20 潮位計測装置構成図 

No. 部位 

① 水位検出器（圧力式） 

② 信号変換処理部 

③ 記録計 

④ 電源装置 

⑤ 検出器ガイド 

⑥ サポート 

⑦ ベースプレート 

⑧ 取付ボルト 

⑨ 基礎ボルト 

電源 

操作制御盤 
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④ 

信号変換 

処理部 

記録計 

電源装置 
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⑥ 

⑧ 

⑦ 

⑤ 
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表 2.1-23 潮位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水位検出器（圧力式） ステンレス鋼他 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

機器の支持 支持 

検出器ガイド ステンレス鋼 

サポート ステンレス鋼 

ベースプレート ステンレス鋼 

取付ボルト ステンレス鋼 

基礎ボルト ステンレス鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-24 潮位計測装置の使用条件 

設置場所 屋外 中央制御室 

周囲温度 40 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕を持たせた温度 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.13 SRNM 

(1) 構造 

東海第二の SRNM は，中性子束に対応した電気信号を出力する SRNM 検出器，検出

器からの信号増幅を行う前置増幅器，信号変換処理を行う信号変換処理部（ディス

プレイ含む），指示計，記録計，電気回路に電源を供給するための電源装置，その他

電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，機器を支持するための筐体，サポー

ト，取付ボルト・ナット及び埋込金物等で構成されている。 

東海第二の SRNM 構成図を図 2.1-21 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のSRNM主要部位の使用材料を表2.1-25に，使用条件を表2.1-26に示す。 
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図 2.1-21 SRNM 構成図 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① SRNM 検出器（核分裂電離箱式） ⑤ 記録計 ⑨ 筐体 

② 前置増幅器 ⑥ 電源装置 ⑩ サポート 

③ 信号変換処理部（*：他操作制御盤に設置を含む） ⑦ 補助継電器 ⑪ 取付ボルト・ナット 

④ 指示計（*：他操作制御盤に設置） ⑧ ヒューズ ⑫ 埋込金物 

電源 ⑥⑧ 

⑤

スクラム信号 

⑦①

前置 
増幅器

②

原子炉 操作制御盤 

④⑪

補助継電器 

電源装置 

記録計 

指示計* 信号変換 
処理部* 

③

⑨ 

⑫

⑩

SA操作制御盤 
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表 2.1-25 SRNM 主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

SRNM 検出器 

（核分裂電離箱式） 

アルミナ，インコネル， 

ステンレス鋼他 

前置増幅器 （定期取替品） 

信号変換処理部 （定期取替品） 

指示計 銅他 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ  （消耗品） 

機器の支持 支持 

筐体 炭素鋼 

サポート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

表 2.1-26 SRNM の使用条件 

設置場所 原子炉内 原子炉建屋 中央制御室

― ― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 
302 ℃ 

(最高)*1 

40.0 ℃ 

(最高)*2 

100 ℃ 

(最高)*2 

100 ℃ 

(最高)*2 

32.2 ℃ 

(最高)*3 

最高圧力 ― 大気圧*2 1.744 kPa*2 6.9 kPa*2 大気圧*3 

放射線 ― 
1×10-5 Gy/h 

(最大)*2 
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*2 

1.7×103 Gy 

(最大積算値)*2 
― 

*1：原子炉圧力容器の最高使用温度 

*2：原子炉建屋の設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.1.14 主蒸気管放射線計測装置 

(1) 構造 

東海第二の主蒸気管放射線計測装置は，主蒸気管からの放射線を検出する放射線

検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部（ディスプレイ含む），記録計，電気回

路に電源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品である補助継電器，ヒ

ューズ，機器を支持するための検出器ガイド及び検出器取付金具等で構成されてい

る。 

東海第二の主蒸気管放射線計測装置構成図を図 2.1-22 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主蒸気管放射線計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-27 に，使用条件

を表 2.1-28 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 放射線検出器（イオンチェンバ式） ⑤ 補助継電器 

② 信号変換処理部 ⑥ ヒューズ 

③ 記録計 ⑦ 検出器ガイド 

④ 電源装置 ⑧ 検出器取付金具 

 

図 2.1-22 主蒸気管放射線計測装置構成図 

①
⑦

電源 ④⑥ 

③

スクラム信号 

MSIV 隔離信号 

PCIS 作動信号 

⑤

操作制御盤 

補助継電器 

電源装置 

記録計 

信号変換処理部 

主蒸気管 

②

建屋床面 

鉛遮へい 

⑧
放
射
線
検
出
器 
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表 2.1-27 主蒸気管放射線計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

放射線検出器 

（イオンチェンバ式）
電離箱他 

信号変換処理部 （定期取替品） 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 
検出器ガイド 炭素鋼 

検出器取付金具 炭素鋼 

 

表 2.1-28 主蒸気管放射線計測装置の使用条件 

設置場所 主蒸気管トンネル室 中央制御室 

周囲温度 60.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：主蒸気管トンネル室の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.15 原子炉建屋換気系放射線計測装置 

(1) 構造 

東海第二の原子炉建屋換気系放射線計測装置は，原子炉建屋換気系の放射線を検

出する放射線検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部（ディスプレイ含む），記

録計，電気回路に電源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品である補

助継電器，ヒューズ，機器を支持するための計器架台，検出器取付金具，取付ボル

ト・ナット及び基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二の原子炉建屋換気系放射線計測装置構成図を図 2.1-23 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉建屋換気系放射線計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-29 に，

使用条件を表 2.1-30 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 放射線検出器（半導体式） ⑥ ヒューズ 

② 信号変換処理部 ⑦ 計器架台 

③ 記録計 ⑧ 検出器取付金具 

④ 電源装置 ⑨ 取付ボルト・ナット 

⑤ 補助継電器 ⑩ 基礎ボルト 

図 2.1-23 原子炉建屋換気系放射線計測装置構成図 

FRVS/SGTS 起動信号 

PCIS 作動信号 

中央制御室換気系隔離信号 

①

⑩ 

⑦
⑨

電源 ④⑥

③

⑤

操作制御盤 

補助継電器 

電源装置 

記録計 

信号変換処理部 

②

⑧
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表 2.1-29 原子炉建屋換気系放射線計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

放射線検出器 

（半導体式） 
半導体他 

信号変換処理部 （定期取替品） 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 

計器架台 炭素鋼 

検出器取付金具 アルミニウム合金 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-30 原子炉建屋換気系放射線計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.16 地震加速度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の地震加速度計測装置は，地震発生時の加速度検出を行うための地震加

速度検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，その他電気回路構成品である補

助継電器，ヒューズ，機器を支持するための筐体及び基礎ボルト等で構成されてい

る。 

東海第二の地震加速度計測装置構成図を図 2.1-24 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の地震加速度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-31 に，使用条件を表

2.1-32 に示す。 
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図 2.1-24 地震加速度計測装置構成図 

No. 部位 

① 地震加速度検出器（倒立振子式） 

② 信号変換処理部 

③ 補助継電器 

④ ヒューズ 

⑤ 筐体 

⑥ 基礎ボルト 

電源 

スクラム信号 

操作制御盤 
② ④ ① 地震加速度計 

振子 

④ 

③ 

⑤ 

⑥ 

補助継電器 信号変換処理部
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表 2.1-31 地震加速度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

地震加速度検出器 

（倒立振子式） 
炭素鋼，銅他 

信号変換処理部 抵抗器他 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 
筐体 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-32 地震加速度計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.17 格納容器内水素濃度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の格納容器内水素濃度計測装置は，原子炉格納容器内からの水素を採取

する計装配管，継手，計装弁，試料採取用サンプルポンプモータ，水素を検出して

電気信号に変換する水素検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，記録計，そ

の他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定する配管サポー

ト，機器を支持するための計器架台，計器架台取付ボルト及び基礎ボルト等で構成

されている。 

東海第二の格納容器内水素濃度計測装置構成図を図 2.1-25 に，計装配管サポート

構成図を図 2.1-26 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器内水素濃度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-33 に，使用

条件を表 2.1-34 に示す。 
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図 2.1-25 格納容器内水素濃度計測装置構成図 

電源 

故障 
表示器 

操作制御盤 

No. 部位 No. 部位 

① 計装配管 ⑦ 記録計 

② 継手 ⑧ 補助継電器 

③ 計装弁 ⑨ ヒューズ 

④ サンプルポンプモータ ⑩ 計器架台 

⑤ 水素検出器（熱伝導式） ⑪ 計器架台取付ボルト 

⑥ 信号変換処理部 ⑫ 基礎ボルト 

 

⑧ 

⑨ 

⑥ 

⑩ 

⑦ 

⑫ 

水素 
検出器

③ 

④ 

⑤ ② 

⑪ 

計器架台 
原子炉 
格納容器 

 

① 

 サンプル 

ポンプ 

モータ 

 サンプル 

ポンプ 

モータ 

信号変換処理部 

補助継電器 

記録計 
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図 2.1-26 格納容器内水素濃度計測装置計装配管サポート構成図 

No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ 取付ボルト・ナット 

④ ライナー 

⑤ 基礎ボルト 

 

原子炉 
格納容器 

 

① 

④ 
⑤ 

③ 

② 
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表 2.1-33 格納容器内水素濃度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

サンプルポンプモータ 銅他 

水素検出器（熱伝導式） （定期取替品） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼，炭素鋼 

ライナー ステンレス鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

計器架台取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-34 格納容器内水素濃度計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.18 原子炉建屋水素濃度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の原子炉建屋水素濃度計測装置は，原子炉建屋の水素を検出して電気信

号に変換する水素検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，電気回路に電源を

供給するための電源装置，その他電気回路構成品であるヒューズ，機器を支持する

ためのサポート，ベースプレート，筐体，取付ボルト・ナット及び基礎ボルト等で

構成される。 

東海第二の原子炉建屋水素濃度計測装置構成図を図 2.1-27 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉建屋水素濃度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-35 に，使用

条件を表 2.1-36 に示す。 
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SA 操作 

制御盤 

図 2.1-27 原子炉建屋水素濃度計測装置構成図 

No. 部位 No. 部位 

① 水素検出器（触媒式） ⑥ ベースプレート 

② 信号変換処理部 ⑦ 筐体 

③ 電源装置 ⑧ 取付ボルト・ナット 

④ ヒューズ ⑨ 基礎ボルト 

⑤ サポート  

 

＜上面図＞ 

① 
② 

③ 

④ 

⑧ 

⑥ 

⑨ 

⑧ ⑤ 

⑨ 

⑦ 

信号変換 

処理部 

電源装置 電源装置 

信号変換

処理部 

液晶ディ

スプレイ

   操作制御盤 
電源 電源 

水素 

検出器 

＜側面図＞ 

水素 

検出器 
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表 2.1-35 原子炉建屋水素濃度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水素検出器（触媒式） 
ステンレス鋼， 

白金抵抗器（触媒処理）他

信号変換処理部 
半導体，電解コンデンサ，

抵抗器，可変抵抗器他 

電源装置 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

水素検出器 

サポート 

サポート ステンレス鋼 

ベースプレート ステンレス鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼 

支持 

筐体 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-36 原子炉建屋水素濃度計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 電気室 中央制御室

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― ― 

周囲温度 
40.0 ℃ 

(最高)*1 

65.6 ℃ 

(最高)*1 

100 ℃ 

(最高)*1 

40 ℃ 

(最高)*2 

32.2 ℃ 

(最高)*3 

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 6.9 kPa*1 大気圧*2 大気圧*3 

放射線 
1×10-5 

Gy/h(最大)*1 

1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1
― ― 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：電気室の設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.1.19 格納容器内酸素濃度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の格納容器内酸素濃度計測装置は，原子炉格納容器内からの酸素を採取

する計装配管，継手，計装弁，試料採取用サンプルポンプモータ，酸素を検出して

電気信号に変換する酸素検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，記録計，そ

の他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定する配管サポー

ト，機器を支持するための計器架台，計器架台取付ボルト及び基礎ボルト等で構成

されている。 

東海第二の格納容器内酸素濃度計測装置構成図を図 2.1-28 に，計装配管サポート

構成図を図 2.1-29 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器内酸素濃度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-37 に，使用

条件を表 2.1-38 に示す。 
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電源 

故障 
表示器 

操作制御盤 

No. 部位 No. 部位 

① 計装配管 ⑦ 記録計 

② 継手 ⑧ 補助継電器 

③ 計装弁 ⑨ ヒューズ 

④ サンプルポンプモータ ⑩ 計器架台 

⑤ 酸素検出器（磁気式） ⑪ 計器架台取付ボルト 

⑥ 信号変換処理部 ⑫ 基礎ボルト 

 

⑧ 

⑨ 

⑥ 

⑩ 

⑦ 

⑫ 

図 2.1-28 格納容器内酸素濃度計測装置構成図 

酸素 
検出器
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④ 

⑤ ② 

⑪ 

計器架台 
原子炉 
格納容器 

 

① 

 サンプル 

ポンプ 

モータ 
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ポンプ 

モータ 

信号変換処理部 

補助継電器 

記録計 
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① 

④ 
⑤ 

③ 

② 

図 2.1-29 格納容器内酸素濃度計測装置計装配管サポート構成図 

No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ 取付ボルト・ナット 

④ ライナー 

⑤ 基礎ボルト 

 

原子炉 
格納容器 
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表 2.1-37 格納容器内酸素濃度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

サンプルポンプモータ 銅他 

酸素検出器（磁気式） （定期取替品） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼，炭素鋼 

ライナー ステンレス鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

計器架台取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-38 格納容器内酸素濃度計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.20 MSV 位置計測装置 

(1) 構造 

東海第二の MSV 位置計測装置は，MSV の位置を検出する位置検出器，その他電気

回路構成品である補助継電器，ヒューズ等で構成されている。 

東海第二の MSV 位置計測装置構成図を図 2.1-30 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の MSV 位置計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-39 に，使用条件を表

2.1-40 に示す。 
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図 2.1-30 MSV 位置計測装置構成図 

 

No. 部位 

① 位置検出器（リミットスイッチ式） 

② 補助継電器 

③ ヒューズ 

 

①

MSV 
電源 

スクラム信号

操作制御盤 
③ 

② 

補助継電器 
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表 2.1-39 MSV 位置計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

位置検出器 

（リミットスイッチ式）
（定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

 

表 2.1-40 MSV 位置計測装置の使用条件 

設置場所 ヒータールーム 中央制御室 

周囲温度 48.9 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：ヒータールームの設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.21 RCIC タービン回転速度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の RCIC タービン回転速度計測装置は，RCIC タービンの回転速度を検出

する回転速度検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，指示計，電気回路に電

源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ

等で構成されている。 

東海第二の RCIC タービン回転速度計測装置構成図を図 2.1-31 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の RCIC タービン回転速度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-41 に，

使用条件を表 2.1-42 に示す。 
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No. 部位 

① 回転速度検出器（電磁ピックアップ式） 

② 信号変換処理部 

③ 指示計（*：他操作制御盤に設置） 

④ 電源装置 

⑤ 補助継電器 

⑥ ヒューズ 

 

図 2.1-31 RCIC タービン回転速度計測装置構成図 

RCIC 
ポンプ 

RCIC 
タービン 

RCIC トリップ信号 

電源 ④⑥

③

⑤

操作制御盤 

補助継電器 

電源装置 

指示計* 

信号変換処理部 

②①
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表 2.1-41 RCIC タービン回転速度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

回転速度検出器 

（電磁ピックアップ式）
（定期取替品） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

指示計 銅他 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ  （消耗品） 

 

表 2.1-42 RCIC タービン回転速度計測装置の使用条件 

設置場所 RCIC ポンプ室 空調機械室 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 ― ― 

周囲温度 

定期試験時 

65.6 ℃(最高)*1 

平常時 

40.0 ℃(最高)*1 

100 ℃(最高)*1 50 ℃(最高)*2 32.2 ℃(最高)*3

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 大気圧*2 大気圧*3 

放射線 

定期試験時 
2.00×10-3 Gy/h(最大)*1

平常時 
1.5×10-4 Gy/h(最大)*1

19 Gy 

(最大積算値)*1
― ― 

*1：RCIC ポンプ室の設計値 

*2：空調機械室の設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

計測装置の機能である計測機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 信号伝達 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

計測装置について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（周囲温度）及び現在までの運転経験を考慮し，

表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，

▲）。  

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ヒューズ，ガスケット，O リングは消耗品で，圧力伝送器，差圧伝送器，温度検

出器，前置増幅器，信号変換処理部[SRNM，主蒸気管放射線，原子炉建屋換気系放

射線，使用済燃料プール水位]，水素検出器[格納容器内水素濃度]，酸素検出器，

位置検出器，回転速度検出器，記録計，電源装置，補助継電器は定期取替品であり，

設計時に長期使用せず取替えを前提としていることから高経年化対策を見極める

上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象ついては，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 
① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 
 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. サンプルポンプモータの絶縁特性低下［格納容器内水素濃度計測装置，格納

容器内酸素濃度計測装置］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 圧力検出器，放射線検出器及び地震加速度検出器の特性変化［D/G 機関冷却水入口

圧力計測装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，主蒸気管放射線計測装置，原子炉

建屋換気系放射線計測装置，地震加速度計測装置］ 

圧力検出器，放射線検出器及び地震加速度検出器は，長期間の使用に伴い検出

部の変形や電気回路部の可変抵抗器の導通不良等に起因して，特性が変化する可

能性がある。 

しかし，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精

度内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，取替え等を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 水位検出器の特性変化［スクラム排出容器水位計測装置，使用済燃料プール水位

計測装置，格納容器下部水位計測装置，取水ピット水位計測装置，潮位計測装置］ 

水位検出器は，検出部の汚損等により特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験を実施し，特性が精度内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，検出部の清掃・手入れ等を行うこ

ととしている。 

新規に設置される使用済燃料プール水位計測装置，格納容器下部水位計測装置，

取水ピット水位計測装置及び潮位計測装置の水位検出器は，今後上記同様の保全

を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. SRNM 検出器の特性変化［SRNM］ 

SRNM 検出器は，核分裂電離箱であるため，中性子照射によるウラン減少により

感度が低下し，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験にて特性を確認・評価し，管理値を超える前までに

適切に取替えを行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 水素検出器の特性変化［原子炉建屋水素濃度計測装置］ 

 新規に設置される原子炉建屋水素濃度計測装置の水素検出器は，長期間の使用

に伴い電気回路部の抵抗値変化等に起因して，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験を実施し，特性が精度内であることを確認すること

とする。 

また，点検時に異常が確認された場合には，取替え等を行うこととする。 

したがって，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

なお，当該水素検出器は，重大事故等時機能要求があるため，重大事故等時雰

囲気を考慮した長期健全性試験を実施している。長期健全性試験の試験手順を図

2.2.3-1 に，試験条件及び試験結果を表 2.2.3-1 及び表 2.2.3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.3-1 水素検出器の長期健全性試験手順 

加速熱劣化（通常時） 

放射線照射（通常時＋事故時） 

事故時雰囲気曝露 

通常運転期間及び重大事故等時相当の 

放射線照射 

放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露 

供試体 

通常運転期間相当の加速熱劣化 

判定 機能試験 
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表 2.2.3-1 水素検出器の長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 

（通常時） 

120 ℃×336 時間 120 ℃×336 時間は，原子炉建屋

6階における通常運転時 40.0 ℃×

60 年間分の劣化を包絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 

5×104 Gy 5×104 Gy は，原子炉建屋 6階で想

定される積算線量約 1.8×103 Gy

（60 年間の通常運転時積算線量

5.3 Gy に重大事故等時積算線量

1.7×103 Gy を加えた線量）を包絡

する。 

重大事故等時雰囲気

曝露 

（放射線を除く） 

135 ℃×1時間 

90 ℃×1時間 

80 ℃×3時間 

70 ℃×5時間 

50 ℃×14 時間 

135 ℃×1時間は，原子炉建屋 6

階における重大事故等時の環境条

件 100 ℃×2時間，65.6 ℃×166

時間を包絡する。 

 

表 2.2.3-2 水素検出器の長期健全性試験結果 

項目 判定基準 結果 

重大事故等時雰

囲気曝露後の機

能試験 

試験後の動作不良が無いこと 良 

 

試験の結果，判定基準を満足しており，60 年間の通常運転及び重大事故等時雰

囲気においても特性を維持できると評価できる。 
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e. 信号変換処理部及び指示調節計の特性変化［RHR ポンプ吐出圧力計測装置，主蒸気

管トンネル温度計測装置，RCIC 系統流量計測装置，原子炉水位計測装置，格納容

器下部水位計測装置，取水ピット水位計測装置，潮位計測装置，地震加速度計測装

置，格納容器内水素濃度計測装置，原子炉建屋水素濃度計測装置，格納容器内酸素

濃度測定装置，RCIC タービン回転速度計測装置］ 

信号変換処理部及び指示調節計は，マイグレーションや電解コンデンサの静電

容量低下（ドライアップ）に起因して，基板内 IC での回路間短絡・断線による使

用部品の劣化や電気回路の不良により特性が変化する可能性がある。 

しかし，マイグレーションについては，設計，製造プロセスが改善されている

ことや屋内空調環境に設置されていることから，その発生の可能性は十分小さい

と考えられる。 

また，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精度

内であることを確認し，異常が確認された場合には，取替え等を行うこととして

いる。 

新規に設置される格納容器下部水位計測装置，取水ピット水位計測装置，潮位

計測装置及び原子炉建屋水素濃度計測装置の信号変換処理部は，今後上記同様の

保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 指示計の特性変化［RCIC 系統流量計測装置，SRNM，RCIC タービン回転速度計測装

置］ 

指示計は，長期間の使用により，特性が変化する可能性がある。 

しかし，設計段階において，長期間使用による劣化を考慮していることから，

特性が急激に変化する可能性は小さい。 

また，点検時に特性試験・調整を実施し，特性が精度内であることを確認して

おり，異常が確認された場合には取替えを行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 圧力検出器，水位検出器及び地震加速度検出器の導通不良［D/G 機関冷却水入口圧

力計測装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，スクラム排出容器水位計測装置，地

震加速度計測装置］ 

圧力検出器，水位検出器及び地震加速度検出器は，接点に付着する浮遊塵埃と

接点表面に形成される酸化被膜により導通不良の可能性がある。 

しかし，使用している検出器は密閉構造のケースに収納され，屋内空調環境に

設置されていることから，塵埃の付着量，酸化被膜量とも極めてわずかな量であ

り，導通不良の可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に動作試験を実施し問題のないことを確認しており，異常が確認

された場合には，取替え等を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 水位検出器の絶縁特性低下［格納容器下部水位計測装置］ 

新規に設置される格納容器下部水位計測装置の水位検出器の絶縁物は，酸化マ

グネシウムを使用しており，熱により芯線のニッケル成分が拡散し，酸化マグネ

シウムの純度が低下することや湿分の浸入により絶縁特性低下を起こす可能性が

ある。 

しかし，水位検出器は発熱体ではなく，通常使用する環境条件では拡散が急激

に進行することはない。 

また，水位検出器は酸化マグネシウムの吸湿防止のため，セラミック端子，接

続スリーブ等の接続部をシールしており，外部の湿気がシース内部に浸入しない

構造としていることから，絶縁低下の可能性は小さい。 

さらに，点検時に水位検出器の絶縁抵抗を測定し，異常が確認された場合には，

取替え等を行うこととする。 

したがって，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. サンプルポンプモータのコア，フレーム及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）

［格納容器内水素濃度計測装置，格納容器内酸素濃度計測装置］ 

コアは，電磁鋼であり腐食の発生が想定されるが，防食効果のある絶縁ワニス

処理が施されており，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，フレーム及びエンドブラケットは，圧延鋼板又は鋳鉄であり腐食の発生

が想定されるが，表面は塗装が施されており，塗膜が健全であれば腐食進行の可

能性は小さいと考えられる。 

さらに，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必

要に応じて補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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j. 計装配管サポート部の腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出圧力計測装置，D/G 機関

冷却水入口圧力計測装置，CV急速閉検出用圧力計測装置，RCIC系統流量計測装置，

原子炉水位計測装置，スクラム排出容器水位計測装置，格納容器内水素濃度計測

装置，格納容器内酸素濃度計測装置］ 

サポート，クランプ，ベースプレート及び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり

腐食の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置され

ていることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場

合は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 計器架台，計器スタンション及びサポートの腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出圧

力計測装置，D/G 機関冷却水入口圧力計測装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，

主蒸気管トンネル温度計測装置，RCIC 系統流量計測装置，原子炉水位計測装置，

SRNM，原子炉建屋換気系放射線計測装置，格納容器内水素濃度計測装置，格納容

器内酸素濃度計測装置］ 

計器架台，計器スタンション及びサポートは炭素鋼であり腐食の発生が想定さ

れる。 

しかし，表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，

腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要

に応じて補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. スリーブ，取付座，上部閉止板及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［取水

ピット水位計測装置］ 

 新規に設置される取水ピット水位計測装置のスリーブ，取付座，上部閉止板及

び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

 しかし，大気接触部は塗装を施すことから，塗膜が健全であれば腐食が発生す

る可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離が認められた場合は，必要に

応じて補修を行うこととする。 

したがって，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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m. 筺体の腐食（全面腐食）［SRNM，原子炉建屋水素濃度計測装置，地震加速度計測装

置］ 

筺体は炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置され

ていることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場

合は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される原子炉建屋水素濃度計測装置の筐体は，今後上記同様の保全

を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 検出器ガイド及び検出器取付金具の腐食（全面腐食）［主蒸気管放射線計測装置］ 

検出器ガイド及び検出器取付金具は炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかし，検出器ガイドの露出部及び検出器取付金具の外表面は塗装が施されて

おり，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい

と考えられる。 

また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要

に応じて補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 検出器取付金具の腐食（全面腐食）[原子炉建屋換気系放射線計測装置] 

検出器取付金具はアルミニウム合金であり腐食の発生が想定される。 

しかし，検出器取付金具の外表面はアルマイト処理が施されており，屋内空調

環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に外観を目視で確認し，異常が認められた場合は，必要に応じて

補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 



 

－ 1-96 － 

p. 計器架台取付ボルト及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出

圧力計測装置，原子炉水位計測装置，SRNM，原子炉建屋換気系放射線計測装置，

原子炉建屋水素濃度計測装置］ 

計器架台取付ボルト及び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり腐食の発生が想定

される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置され

ていることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場

合は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される原子炉建屋水素濃度計測装置の取付ボルト・ナットは，今後

上記同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出圧力計測装置，D/G 機関冷却水入

口圧力計測装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，主蒸気管トンネル温度計測装置，

RCIC 系統流量計測装置，原子炉水位計測装置，スクラム排出容器水位計測装置，

原子炉建屋換気系放射線計測装置，地震加速度計測装置，原子炉建屋水素濃度計

測装置］ 

基礎ボルトの健全性評価については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施

するものとし本評価書には含めない。 

 

r. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[D/G 機関冷却水入口圧力計測装置，

SRNM] 

 埋込金物（大気接触部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は小さい。 

 また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要

に応じて補修を行うこととしている。 

 したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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s. 水位検出器，検出器ガイド，サポート，ベースプレート，取付ボルト及び基礎ボ

ルトの腐食（孔食，隙間腐食）［潮位計測装置］ 

 新規に設置される潮位計測装置の水位検出器，検出器ガイド，サポート，ベー

スプレート，取付ボルト及び基礎ボルトはステンレス鋼であり計測対象が海水の

ため，接液部に腐食（孔食，隙間腐食）の発生が想定される。 

 しかし，点検時に外観を目視で確認し，腐食（孔食，隙間腐食）が認められた

場合は，必要に応じて補修又は取替えを行うこととする。 

 したがって，高経年化上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

t. 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁の貫粒型応力腐食割れ［共通］ 

 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁はステンレス鋼であり，大気中の海

塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面からの貫粒型応力腐食割れが想定さ

れる。 

 しかし，計装配管の代表箇所について，定期的に目視点検及び付着塩分量測定

を実施し，目視点検で異常を認めた場合や付着塩分量が基準値（70 mgCl/m2）を超

えた場合は，清掃及び浸透探傷検査を行うこととしている。 

 また，東海第二では，工事における副資材の管理で計装配管等への塩分付着を

防止している。 

 したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁の粒界型応力腐食割れ［共通］ 

計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁はステンレス鋼であり，粒界型応力

腐食割れが想定される。 

しかしながら，内部流体の温度は 100 ℃未満であり，粒界型応力腐食割れが生

じる可能性はない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. SRNM 検出器構造材の機械的損傷［SRNM］ 

SRNM 検出器は，原子炉内で高速中性子照射の影響を受け，照射誘起型応力腐食

割れや照射脆化など，構造材に機械的な損傷を与える可能性がある。 

しかし，SRNM 検出器は，特性変化に伴い構造材の設計寿命である 20 年間の供用

期間を超える前に取替えられることから，構造材に機械的損傷が発生する可能性

はない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［D/G 機関冷却水入口圧力計測

装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，主蒸気管トンネル温度計測装置，スクラム

排出容器水位計測装置，潮位計測装置，原子炉建屋換気系放射線計測装置，格納

容器内水素濃度計測装置，原子炉建屋水素濃度計測装置，格納容器内酸素濃度計

測装置］ 

後打ちケミカルアンカの健全性評価については，「機械設備の技術評価書」にて

評価を実施するものとし本評価書には含めない。 

 

d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出圧力計測装

置，D/G 機関冷却水入口圧力計測装置，原子炉水位計測装置，SRNM］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化

の進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意

な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. ジベル（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［取水ピット水位計測装置］ 

 新規に設置される取水ピット水位計測装置のジベル（コンクリート埋設部）は

異形棒鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化

の進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，ジベルに有意な

腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，ジベル（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

ｆ. 計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋設

部）の腐食（全面腐食）[格納容器内水素濃度計測装置，格納容器内酸素濃度計測

装置] 

 計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋

設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化

の進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，計器架台取付ボ

ルト及び基礎ボルトに有意な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コ

ンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/21)  RHR ポンプ吐出圧力計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:コンクリート 

埋設部 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

圧力伝送器 

（ダイヤフラム式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管 

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

クランプ  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

計器架台取付ボルト  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  ▲*3       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
10
1 
－
 

表 2.2-1(2/21) D/G 機関冷却水入口圧力計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:樹脂の劣化 

*4:大気接触部 

*5:コンクリート 

埋設部 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

圧力検出器 

（べローズ式） 
 ステンレス鋼他      △ △  

機器の支持

計装配管

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

ベースプレート  炭素鋼  △       

クランプ  
ステンレス鋼， 

炭素鋼 
 △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲*3 

埋込金物  炭素鋼  
△*4 

▲*5 
      

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
10
2 
－
 

表 2.2-1(3/21) CV 急速閉検出用圧力計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:樹脂の劣化 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

圧力検出器 

（シールドピストン式）
 ステンレス鋼他      △ △  

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

ベースプレート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  
ステンレス鋼， 

炭素鋼 
 △       

ライナー  ステンレス鋼         

支持 
計器スタンション  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲*3 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
10
3 
－
 

表 2.2-1(4/21) 主蒸気管トンネル温度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

温度検出器 

（熱電対式） 
◎ －         

*:樹脂の劣化 

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

温度検出

器サポー

ト 

サポート  炭素鋼  △       

支持 基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲* 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
10
4 
－
 

表 2.2-1(5/21) サプレッション・プール水温度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

温度検出器 

（測温抵抗体式） 
◎ －         

 

記録計 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

温度検出

器サポー

ト 

サポート  ステンレス鋼         

取付ボルト・ナット  ステンレス鋼         

 



 

 

－
 
1-
10
5 
－
 

表 2.2-1(6/21)  RCIC 系統流量計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

差圧伝送器 

（ダイヤフラム式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

指示調節計  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

指示計  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポー卜  炭素鋼  △       

クランプ  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

支持 
計器架台  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼  △       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

－
 
1-
10
6 
－
 

表 2.2-1(7/21) 原子炉水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:コンクリート 

埋設部 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

過流量阻止弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

差圧伝送器 

（ダイヤフラム式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポー卜  炭素鋼  △       

クランプ  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

計器架台取付ボルト  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  ▲*3       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
10
7 
－
 

表 2.2-1(8/21) スクラム排出容器水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:樹脂の劣化 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

水位検出器 

（フロート式） 
 ステンレス鋼他      △ △  

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポー卜  炭素鋼  △       

べースプレート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  ステンレス鋼         

ライナー  ステンレス鋼         

支持 基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲*3 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
10
8 
－
 

表 2.2-1(9/21)  使用済燃料プール水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水位検出器 

（ガイドパルス式） 
 ステンレス鋼       △  

 

信号変換処理部 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

水位検出

器サポー

ト 

サポート  ステンレス鋼         

ベースプレート  ステンレス鋼         

支持 
取付ボルト  ステンレス鋼         

基礎ボルト  ステンレス鋼         

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
 
1-
10
9 
－
 

表 2.2-1(10/21)  格納容器下部水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水位検出器（電極式）  

ステンレス鋼， 

アルミナ， 

酸化マグネシウム他

    △  △  

 

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

電源装置 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

水位検出

器サポー

ト 

サポート  ステンレス鋼         

支持 基礎ボルト  ステンレス鋼         

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

－
 
1-
11
0 
－
 

表 2.2-1(11/21)  取水ピット水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水位検出器（電波式）  ステンレス鋼他       △  *:コンクリート 

 埋設部 
信号変換処理部  

半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

機器の支持 支持 

スリーブ  炭素鋼  △       

ジベル  異形棒鋼  ▲*       

取付座  炭素鋼  △       

上部閉止板  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
1 
－
 

表 2.2-1(12/21)  潮位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水位検出器（圧力式）  ステンレス鋼他  △*1     △  *1：孔食，隙間腐

食 

*2：樹脂の劣化 
信号変換処理部  

半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

機器の支持 支持 

検出器ガイド  ステンレス鋼  △*1       

サポート  ステンレス鋼  △*1       

ベースプレート  ステンレス鋼  △*1       

取付ボルト  ステンレス鋼  △*1       

基礎ボルト  ステンレス鋼，樹脂  △*1      ▲*2 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
2 
－
 

表 2.2-1(13/21) SRNM に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

SRNM 検出器 

（核分裂電離箱式） 
 

アルミナ， 

インコネル， 

ステンレス鋼他 

      △ ▲*1 

*1:機械的損傷 

*2:大気接触部 

*3:コンクリート

埋設部 前置増幅器 ◎ －         

信号変換処理部 ◎ －         

指示計  銅他       △  

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

サポート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*2 

▲*3       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

－
 
1-
11
3 
－
 

表 2.2-1(14/21) 主蒸気管放射線計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

放射線検出器 

（イオンチェンバ式） 
 電離箱他       △  

 

信号変換処理部 ◎ －         

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 
検出器ガイド  炭素鋼  △       

検出器取付金具  炭素鋼  △       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

－
 
1-
11
4 
－
 

表 2.2-1(15/21) 原子炉建屋換気系放射線計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

放射線検出器 

（半導体式） 
 半導体他       △  

*:樹脂の劣化 

信号変換処理部 ◎ －         

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

計器架台  炭素鋼  △       

検出器取付金具  アルミニウム合金  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲* 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
5 
－
 

表 2.2-1(16/21) 地震加速度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

地震加速度検出器 

（倒立振子式） 
 炭素鋼，銅他      △ △  

 

信号変換処理部  抵抗器他       △  

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 
筐体  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼  △       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

－
 
1-
11
6 
－
 

表 2.2-1(17/21) 格納容器内水素濃度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:コア，フレー

ム，エンドブラ

ケット 

*4:コンクリート 

埋設部 

*5:樹脂の劣化 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

サンプルポンプモータ  銅他  △*3   ○    

水素検出器 

（熱伝導式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  
ステンレス鋼， 

炭素鋼 
 △       

ライナー  ステンレス鋼         

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

計器架台取付ボルト  炭素鋼  ▲*4       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  ▲*4      ▲*5 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
7 
－
 

表 2.2-1(18/21)  原子炉建屋水素濃度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水素検出器（触媒式）  
ステンレス鋼，白金

抵抗器(触媒処理)他
      △  

*：樹脂の劣化 

信号変換処理部  

半導体，電解コンデ

ンサ，抵抗器， 

可変抵抗器他 

      △  

電源装置 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

水素検出

器サポー

ト 

サポート  ステンレス鋼         

ベースプレート  ステンレス鋼         

取付ボルト・ナット  ステンレス鋼         

支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲* 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）



 

 

－
 
1-
11
8 
－
 

表 2.2-1(19/21) 格納容器内酸素濃度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:コア，フレー

ム，エンドブラ

ケット 

*4:コンクリート 

埋設部 

*5:樹脂の劣化 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

サンプルポンプモータ  銅他  △*3   ○    

酸素検出器 

（磁気式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  
ステンレス鋼， 

炭素鋼 
 △       

ライナー  ステンレス鋼         

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

計器架台取付ボルト  炭素鋼  ▲*4       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  ▲*4      ▲*5 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
9 
－
 

表 2.2-1(20/21) MSV 位置計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

位置検出器 

（リミットスイッチ式）
◎ －         

 

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         



 

 

－
 
1-
12
0 
－
 

表 2.2-1(21/21) RCIC タービン回転速度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

回転速度検出器 

（電磁ピックアップ式）
◎ －         

 

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

指示計  銅他       △  

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

－ 1-121 － 

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) サンプルポンプモータの絶縁特性低下［格納容器内水素濃度計測装置，格納容器内酸

素濃度計測装置］ 

a. 事象の説明 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する事象の説明は，低

圧ポンプモータと同一であることから，「ポンプモータの技術評価書」低圧ポンプ

モータの事象の説明を参照のこと。 

 

b. 技術評価 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する技術評価は，低圧

ポンプモータと同一であることから，「ポンプモータの技術評価書」低圧ポンプモ

ータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する技術評価を参

照のこと。 

ただし，現状保全は絶縁抵抗測定のみであり，密閉構造であることから埃等の

異物付着の可能性が小さいため目視点検，清掃は行っていない。 

なお，有意な絶縁特性低下が認められた場合は，モータの取替えを行うことと

している。 

 

c. 高経年化への対応 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策

の観点から現状の保全内容に対して追加すべき項目はないと考える。 

今後も絶縁抵抗測定を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとと

もに，必要に応じて取替え等の適切な対応をとることとする。 

 

 



 

－ 1-122 － 

3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価について，1章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① 圧力計測装置 

② 温度計測装置 

③ 流量計測装置 

④ 水位計測装置 

⑤ 中性子束計測装置 

⑥ 放射線計測装置 

⑦ 濃度計測装置 

 



 

－ 1-123 － 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. サンプルポンプモータの絶縁特性低下[濃度計測装置] 

 代表機器同様，新規に設置される濃度計測装置のサンプルポンプモータは，固定子

コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下が想定されるが，点検時に絶縁抵抗測定

を実施し，有意な絶縁特性低下が認められた場合は，モータの取替えを行うことで，

健全性は維持できると判断する。 

 したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 圧力検出器の特性変化[圧力計測装置] 

代表機器同様，圧力検出器は，長期間の使用に伴い検出部の変形や電気回路部の

可変抵抗器の導通不良に起因して，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精度

内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，取替え等を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 水位検出器の特性変化[水位計測装置] 

代表機器同様，水位検出器は，検出部の汚損により特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験を実施し，特性が精度内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，検出部の清掃・手入れ等を行うこと

としている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 1-124 － 

c. 放射線検出器の特性変化[放射線計測装置] 

 代表機器同様，放射線検出器は，長期間の使用に伴い電気回路部の不良に起因し

て，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精度

内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，取替え等を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

なお，格納容器雰囲気放射線計測装置等の放射線検出器は，重大事故等時機能要

求があるため，重大事故等時雰囲気を考慮した長期健全性試験を実施している。長

期健全性試験の試験手順を図 3.2-1 に，試験条件及び試験結果を表 3.2-1 及び表

3.2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1 放射線検出器の長期健全性試験手順 

通常運転期間及び重大事故等時相当の 

放射線照射 
放射線照射（通常時＋事故時） 

事故雰囲気曝露 

判定 特性試験 

供試体 

放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露 



 

－ 1-125 － 

 

表 3.2-1 放射線検出器の長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射 

（通常時＋ 

事故時） 

積算線量 1.0×106 Gy 東海第二で想定される積算線量 6.61

×105 Gy（60 年間の通常運転時積算線

量 2.1×104 Gy に重大事故等時積算線

量 6.40×105 Gy を加えた線量）を包絡

する。 

重大事故等

時雰囲気曝

露 

（放射線を 

除く） 

温度 220 ℃／5分 → 

      200 ℃／185 時間 

東海第二で想定される重大事故等時

原子炉建屋及びサンドクッションエ

リア内環境条件を包絡する。 

温度 200 ℃／事象発生〜7日間 

 

表 3.2-2 放射線検出器の長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準（機器仕様） 結果 

重大事故等時

雰囲気曝露後

の特性試験 

絶縁抵抗測定 

機能試験（直線性） 

機能試験（飽和特性） 

100 MΩ以上 

基準感度±20 ％以内 

電流比 0.9 より大きい 

良 

 

試験の結果，判定基準を満足しており，60 年間の通常運転及び重大事故等時雰囲

気においても特性を維持できると評価できる。 



 

－ 1-126 － 

d. LPRM 検出器の特性変化[中性子束計測装置] 

代表機器同様，LPRM 検出器は，核分裂電離箱であるため，中性子照射によるウラ

ン減少により感度が低下し，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験にて特性を確認・評価し，管理値を超える前までに適

切に取替えを行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 信号変換処理部及び指示調節計の特性変化［圧力計測装置，温度計測装置，流量計

測装置，水位計測装置，中性子束計測装置，濃度計測装置］ 

代表機器同様，信号変換処理部及び指示調節計は，マイグレーションや電解コン

デンサの静電容量低下（ドライアップ）に起因して，基板内 IC での回路間短絡・断

線による使用部品の劣化や電気回路の不良により特性が変化する可能性がある。 

しかし，マイグレーションについては，設計，製造プロセスが改善されているこ

とや屋内空調環境に設置されていることから，その発生の可能性は十分小さいと考

えられる。 

また，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精度内

であることを確認し，異常が確認された場合には，取替え等を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 指示計の特性変化［圧力計測装置，流量計測装置，水位計測装置］ 

代表機器同様，指示計は，長期間の使用により，特性が変化する可能性がある。 

しかし，設計段階において，長期間使用による劣化を考慮していることから，特

性が急激に変化する可能性は小さい。 

また，点検時に特性試験・調整を実施し，特性が精度内であることを確認してお

り，異常が確認された場合には取替えを行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 圧力検出器及び水位検出器の導通不良[圧力計測装置，水位計測装置] 

代表機器同様，圧力検出器及び水位検出器は，接点に付着する浮遊塵埃と接点表

面に形成される酸化被膜により導通不良の可能性がある。 

しかし，使用している検出器は密閉構造のケースに収納され，屋内空調環境に設

置されていることから，塵埃の付着量，酸化被膜量とも極めてわずかな量であり，

導通不良の可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に動作試験を実施し問題のないことを確認しており，異常が確認さ

れた場合には，取替え等を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. サンプルポンプモータのコア，フレーム及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）［濃

度計測装置］ 

代表機器同様，新規に設置されるサンプルポンプモータのコアは，電磁鋼であり

腐食の発生が想定されるが，防食効果のある絶縁ワニス処理が施されており，腐食

が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，フレーム及びエンドブラケットは，腐食の発生が想定されるが，表面は塗

装が施されており，塗膜が健全であれば腐食進行の可能性は小さいと考えられる。 

さらに，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離が認められた場合は，必要に

応じて補修を行うことで機能を維持できると考える。 

したがって，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 計装配管サポート部の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，サポート，クランプ，ベースプレート及び取付ボルト・ナットは

炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置されて

いることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合

は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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j. 計器架台，計器スタンション及びサポートの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，計器架台，計器スタンション及びサポートは炭素鋼であり腐食の

発生が想定される。 

しかし，表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，

腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要に

応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 筺体の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，筺体は炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置されて

いることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合

は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象と判断する。 

 

l. 計器架台取付ボルト及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，計器架台取付ボルト及び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり腐食

の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置されて

いることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合

は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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m. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［LPCS ポンプ吐出圧力計測装置，原子炉圧力計測装置，

格納容器圧力計測装置，主蒸気管圧力計測装置，主復水器真空度計測装置，常設高圧

代替注水系ポンプ吐出圧力計測装置，代替循環冷却系ポンプ吐出圧力計測装置，D/G

機関潤滑油入口圧力計測装置，主蒸気管流量計測装置，RHR 系統流量計測装置，LPCS

系統流量計測装置，HPCS 系統流量計測装置，低圧代替注水系原子炉注水流量計測装

置，低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計測装置，低圧代替注水系格納容器下部注

水流量計測装置，原子炉水位計測装置，サプレッション・プール水位計測装置，代替

淡水貯槽水位計測装置，格納容器雰囲気放射線計測装置，使用済燃料プールエリア放

射線計測装置，格納容器内水素濃度計測装置，原子炉建屋水素濃度計測装置，格納容

器内酸素濃度計測装置］ 

代表機器同様，基礎ボルトの健全性評価については，「機械設備の技術評価書」に

て評価を実施するものとし本評価書には含めない。 

 

n. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[共通] 

 代表機器同様，埋込金物（大気接触部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は小さい。 

 また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要に

応じて補修を行うこととしている。 

 したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁の貫粒型応力腐食割れ［共通］ 

 代表機器同様，計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁はステンレス鋼であり，

大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面からの貫粒型応力腐食割れ

が想定される。 

 しかし，計装配管の代表箇所について，定期的に目視点検及び付着塩分量測定を

実施し，目視点検で異常を認めた場合や付着塩分量が基準値（70 mgCl/m2）を超えた

場合は，清掃及び浸透探傷検査を行うこととしている。 

 また，東海第二では，工事における副資材の管理で計装配管等への塩分付着を防

止している。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

 したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁の粒界型応力腐食割れ［共通］ 

代表機器同様，計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁はステンレス鋼であり，

粒界型応力腐食割れが想定される。 

しかしながら，内部流体の温度は 100 ℃未満であり，粒界型応力腐食割れが生じ

る可能性はない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. LPRM 検出器構造材の機械的損傷［中性子束計測装置］ 

代表機器同様，LPRM 検出器は，原子炉内で高速中性子照射の影響を受け，照射誘

起型応力腐食割れや照射脆化など，構造材に機械的な損傷を与える可能性がある。 

しかし，LPRM 検出器は，特性変化に伴い構造材の設計寿命である 20 年間の供用期

間を超える前に取替えられることから，構造材に機械的損傷が発生する可能性はな

い。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［主蒸気管圧力計測装置，格納容

器圧力計測装置，原子炉圧力計測装置，代替循環冷却系ポンプ吐出圧力計測装置，

D/G 機関潤滑油入口圧力計測装置，使用済燃料プール温度計測装置，低圧代替注水系

原子炉注水流量計測装置，低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計測装置，低圧代

替注水系格納容器下部注水流量計測装置，サプレッション・プール水位計測装置，

代替淡水貯槽水位計測装置，西側淡水貯水設備水位計測装置，格納容器雰囲気放射

線計測装置，使用済燃料プールエリア放射線計測装置，格納容器内水素濃度計測装

置，原子炉建屋水素濃度計測装置，格納容器内酸素濃度計測措置］ 

代表機器同様，後打ちケミカルアンカの健全性評価については，「機械設備の技術

評価書」にて評価を実施するものとし本評価書には含めない。 
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d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定され

る。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の

進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐

食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋設部）

の腐食（全面腐食）[共通] 

 代表機器同様，計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コ

ンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の

進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，計器架台取付ボルト

（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋設部）に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 

したがって，計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コン

クリート埋設部）の腐食は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 



 

 

 

 

 

2. 補助継電器盤 
 

 

［対象補助継電器盤］ 

① 原子炉保護系(A)継電器盤 

② 原子炉保護系(B)継電器盤 

③ 残留熱除去系(B),(C)補助継電器盤 

④ 原子炉隔離時冷却系継電器盤 

⑤ 原子炉格納容器内側隔離系継電器盤 

⑥ 原子炉格納容器外側隔離系継電器盤 

⑦ 高圧炉心スプレイ系継電器盤 

⑧ 自動減圧系(A)継電器盤 

⑨ 自動減圧系(B)継電器盤 

⑩ 低圧炉心スプレイ系,残留熱除去系(A)補助継電器盤 

⑪ タービン補機補助継電器盤 

⑫ プロセス計装盤1 

⑬ プロセス計装盤2 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している補助継電器盤のうち，対象となる補助継電器盤の主な仕様を表

1-1に示す。これらの補助継電器盤を型式及び設置場所の観点からグループ化し，このグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

  

1.1 グル－プ化の考え方及び結果 

型式及び設置場所を分類基準とし，補助継電器盤を表1-1に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

このグループには，原子炉保護系(A)継電器盤，原子炉保護系(B)継電器盤，残留熱除去

系(B),(C)補助継電器盤，原子炉隔離時冷却系継電器盤，原子炉格納容器内側隔離系継電

器盤，原子炉格納容器外側隔離系継電器盤，高圧炉心スプレイ系継電器盤， 自動減圧系

(A)継電器盤，自動減圧系(B)継電器盤，低圧炉心スプレイ系,残留熱除去系(A)補助継電器

盤，タービン補機補助継電器盤，プロセス計装盤1及びプロセス計装盤2が属するが，重要

度及び原子炉保護上の重要性から原子炉保護系(A)継電器盤を代表機器とする。 
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表 1-1 補助継電器盤のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称（面数） 

仕様 

(W×H×D) 

(mm) 

選定基準 

選定 選定理由 
重要度*1 

使用条件 

型式 
設置

場所
設置場所 

周囲温度

(℃) 

補助継電

器盤 
屋内 

原子炉保護系(A)継電器盤（3） 2,400×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ◎ 重要度 

原子炉保護上の

重要性 
原子炉保護系(B)継電器盤（3） 2,400×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

残留熱除去系(B),(C)補助継電器盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

原子炉隔離時冷却系継電器盤（1） 610×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

原子炉格納容器内側隔離系継電器盤（1） 610×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

原子炉格納容器外側隔離系継電器盤（1） 610×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

高圧炉心スプレイ系継電器盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

自動減圧系(A)継電器盤（1） 1,524×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

自動減圧系(B)継電器盤（1） 914×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

低圧炉心スプレイ系,残留熱除去系(A) 

補助継電器盤（1） 
1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

タービン補機補助継電器盤（1） 3,810×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

プロセス計装盤 1(1) 1,200×2,286×914 MS-2，重*2 中央制御室 32.2  

プロセス計装盤 2(1) 762×2,286×914 MS-2，重*2 中央制御室 32.2  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す
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2. 代表機器の技術評価 

本章では 1章で代表機器とした以下の補助継電器盤について技術評価を実施する。 

① 原子炉保護系(A)継電器盤 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉保護系(A)継電器盤 

(1) 構造 

東海第二の原子炉保護系(A)継電器盤は，寸法 2,400mm(W)×2,286mm(H)×914mm(D)の

自立型の補助継電器盤が 3面構成で設置されている。 

原子炉の保護機能として，原子炉保護用計測パラメータの異常検出信号を入力とし，

原子炉スクラム信号を出力するリレーロジックを構成する補助継電器，タイマー，電磁

接触器，その他電気回路構成品であるヒューズ，機器を支持するための筐体，チャンネ

ルベース，取付ボルト及び埋込金物で構成されている。 

東海第二の原子炉保護系(A)継電器盤の構成図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉保護系(A)継電器盤主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① タイマー ⑤ 取付ボルト 

② 電磁接触器 ⑥ チャンネルベース 

③ ヒューズ ⑦ 埋込金物 

④ 筐体  

 

図 2.1-1 原子炉保護系(A)継電器盤構成図 

・・

電磁接触器 補助継電器 

タイマー 

原子炉保護系(A)継電器盤 

原子炉保護用計測 

パラメータの異常検出信号 

原子炉スクラム信号 

２

３４

＊破線は，1.計測装置で評価 

１

電源 

５

６

７
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表 2.1-1 原子炉保護系(A)継電器盤主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

機器異常信号処理 保護回路 

タイマー （定期取替品） 

電磁接触器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 

筐体 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

チャンネルベース 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

 

表 2.1-2 原子炉保護系(A)継電器盤の使用条件 

設置場所 中央制御室 

周囲温度 32.2 ℃ 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

補助継電器盤の機能である保護機能の達成に必要な項目としては，以下のとおり。 

(1) 機器異常信号処理 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

補助継電器盤について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（周囲温度）及び現在までの運転経験を考慮

し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は

△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ヒューズは消耗品であり，電磁接触器及びタイマーは定期取替品であるため，設計

時に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評

価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

  

a. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食） 

筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。 

しかしながら，筐体及びチャンネルベースは塗装，取付ボルトは亜鉛メッキによ

り腐食を防止しており，塗膜又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さ

い。 

また，点検時に目視により塗膜又はメッキ面の状態を確認し，はく離等が認めら

れた場合は必要に応じて補修を実施することとしている。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の

進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐

食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1  原子炉保護系(A)継電器盤に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品 
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

機器異常信号処理 保護回路 

タイマー ◎ －         
*:コンクリート

埋設部 

電磁接触器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

チャンネルベース  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  ▲*       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象補助継電器盤］ 

① 原子炉保護系(B)継電器盤 

② 残留熱除去系(B),(C)補助継電器盤 

③ 原子炉隔離時冷却系継電器盤 

④ 原子炉格納容器内側隔離系継電器盤 

⑤ 原子炉格納容器外側隔離系継電器盤 

⑥ 高圧炉心スプレイ系継電器盤 

⑦ 自動減圧系(A)継電器盤 

⑧ 自動減圧系(B)継電器盤 

⑨ 低圧炉心スプレイ系,残留熱除去系(A)補助継電器盤 

⑩ タービン補機補助継電器盤 

⑪ プロセス計装盤 1 

⑫ プロセス計装盤 2 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 

代表機器同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

  

a. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。 

しかしながら，筐体及びチャンネルベースは塗装，取付ボルトは亜鉛メッキにより

腐食を防止しており，塗膜又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 

また，点検時に目視により塗膜又はメッキ面の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修を実施することとしている。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進

行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が

発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

 

 

 

 

 

3. 操作制御盤 
 

 

［対象操作制御盤］ 

① 原子炉制御操作盤    ㉙ 潮位監視盤 

② 原子炉補機操作盤    ㉚ 津波・構内監視設備 

③ 緊急時炉心冷却系操作盤   ㉛ 使用済燃料プール監視設備 

④ 所内電気操作盤    ㉜ 緊急時対策所用非常用換気空調 

⑤ 可燃性ガス濃度制御盤(A)     設備操作盤 

⑥ 可燃性ガス濃度制御盤(B)   ㉝ 緊急時対策所用災害対策本部 

⑦ プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(A)操作盤   操作盤 

⑧ プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤 ㉞ 安全パラメータ表示システム 

⑨ 出力領域モニタ計装盤      (SPDS)及びデータ伝送設備 

⑩ 窒素置換－空調換気制御盤   ㉟ 衛星電話設備 

⑪ 非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(A)操作盤 ㊱ 統合原子力防災ネットワークに 

⑫ 非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(B)操作盤   接続する通信連絡設備 

⑬ 原子炉保護系1Aトリップユニット盤   

⑭ 原子炉保護系1Bトリップユニット盤   

⑮ 原子炉保護系2Aトリップユニット盤   

⑯ 原子炉保護系2Bトリップユニット盤   

⑰ 緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤  

⑱ 緊急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤  

⑲ 高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤   

⑳ 格納容器雰囲気監視系(A)操作盤    

㉑ 格納容器雰囲気監視系(B)操作盤    

㉒ サプレッション・プール温度記録計盤(A) 

㉓ サプレッション・プール温度記録計盤(B) 

㉔ RCICタービン制御盤 

㉕ 原子炉遠隔停止操作盤 

㉖ SA監視操作設備 

㉗ 高圧代替注水系制御盤 

㉘ 常設代替高圧電源装置遠隔操作盤
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している操作制御盤のうち，対象となる操作制御盤の主な仕様を表1-1に

示す。これらの操作制御盤を型式及び設置場所の観点からグループ化し，このグループより

以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び設置場所を分類基準とし，操作制御盤を表1-1に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

このグループには，原子炉制御操作盤，原子炉補機操作盤，緊急時炉心冷却系操作盤，

所内電気操作盤，可燃性ガス濃度制御盤(A)，可燃性ガス濃度制御盤(B)，プロセス放射線

モニタ,起動領域モニタ(A)操作盤，プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤，出

力領域モニタ計装盤，窒素置換－空調換気制御盤，非常用ガス処理系,非常用ガス再循環

系(A)操作盤，非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(B)操作盤，原子炉保護系1Aトリッ

プユニット盤，原子炉保護系1Bトリップユニット盤，原子炉保護系2Aトリップユニット盤，

原子炉保護系2Bトリップユニット盤，緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤，緊

急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤，高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤，

格納容器雰囲気監視系(A)操作盤，格納容器雰囲気監視系(B)操作盤，サプレッション・プ

ール温度記録計盤(A)，サプレッション・プール温度記録計盤(B)，RCICタービン制御盤，

原子炉遠隔停止操作盤，SA監視操作設備，高圧代替注水系制御盤，常設代替高圧電源装置

遠隔操作盤，潮位監視盤，津波・構内監視設備，使用済燃料プール監視設備，緊急時対策

所用非常用換気空調設備操作盤，緊急時対策所用災害対策本部操作盤，安全パラメータ表

示システム(SPDS)及びデータ伝送設備，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備が属するが，重要度及び原子炉保護上の重要性から原子炉制御操作

盤を代表機器とする。 
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表 1-1(1/2) 操作制御盤のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称（面数） 

仕様 

(W×H×D) 

（㎜） 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 

設置 

場所 
重要度*1 

使用条件 

設置場所 

周囲

温度

(℃)

操作制御盤 屋内 

原子炉制御操作盤（1） 4,402×2,286×1,661 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ◎ 重要度 

原子炉保護

上の重要性 

原子炉補機操作盤（1） 2,811×2,286×1,661 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

緊急時炉心冷却系操作盤（1） 6,096×2,286×1,661 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

所内電気操作盤（1） 3,200×2,286×1,661 MS-2，重*2 中央制御室 32.2  

可燃性ガス濃度制御盤(A)（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

可燃性ガス濃度制御盤(B)（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(A)操作盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

出力領域モニタ計装盤（6） 4,572×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

窒素置換－空調換気制御盤（1） 1,829×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(A)操作盤（1） 2,440×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(B)操作盤（1） 2,440×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

原子炉保護系1Aトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

原子炉保護系1Bトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

原子炉保護系2Aトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

原子炉保護系2Bトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

格納容器雰囲気監視系(A)操作盤（1） 760×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

格納容器雰囲気監視系(B)操作盤（1） 760×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

サプレッション・プール温度記録計盤(A)（1） 762×2,286×914 MS-2 中央制御室 32.2  

サプレッション・プール温度記録計盤(B)（1） 762×2,286×914 MS-2 中央制御室 32.2  

RCICタービン制御盤(1) 1,000×2,300×800 MS-1，重*2 空調機械室 50  

原子炉遠隔停止操作盤（1） 2,438×2,286×914 MS-2，重*2 電気室 40  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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表 1-1(2/2) 操作制御盤のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称（面数） 

仕様 

(W×H×D) 

（㎜） 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 

設置 

場所 
重要度*1 

使用条件 

設置場所 

周囲

温度

(℃)

操作制御盤 屋内 

SA 監視操作設備*4 － 重*2 中央制御室 32.2   

高圧代替注水系制御盤（1）*4 1,050×2,275×600 重*2 中央制御室 32.2  

常設代替高圧電源装置遠隔操作盤（1）*4 800×2,200×670 重*2 中央制御室 32.2  

潮位監視盤（1）*4 750×1,725×500 設*3 中央制御室 32.2  

津波・構内監視設備*4 － 設*3 中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/

40 
 

使用済燃料プール監視設備*4 － 重*2 中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/

40 
 

緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤（4）*4 1,000×2,300×1,000*5 重*2 緊急時対策所 40  

緊急時対策所用災害対策本部操作盤（1）*4 1,500×2,300×1,500 重*2 緊急時対策所 40  

安全パラメータ表示システム(SPDS)及びデータ伝送設備*4 － 重*2 中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/

40 
 

衛星電話設備*4 － 重*2 中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/

40 
 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備*4 － 重*2 緊急時対策所 40  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 

*5：1面あたりの仕様を示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では 1章で代表機器とした以下の操作制御盤について技術評価を実施する。 

① 原子炉制御操作盤 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉制御操作盤 

(1) 構造 

東海第二の原子炉制御操作盤は，寸法 4,402 ㎜(W)×2,286 ㎜(H)×1,661 ㎜(D)の自

立型の操作制御盤が１面構成で設置されている。 

原子炉系の操作，監視及び制御機能として，原子炉の状態を監視する故障表示器，

指示計，記録計，表示灯，液晶ディスプレイ，信号変換処理を行う信号変換処理部，

機器の操作及び制御を行う操作スイッチ，押釦スイッチ，指示調節計，その他電気回

路構成品であるヒューズ，機器の支持機能として筺体，チャンネルベース，取付ボル

ト及び埋込金物で構成されている。 

東海第二の原子炉制御操作盤の構成図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉制御操作盤主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 故障表示器 ⑥ ヒューズ 

② 表示灯 ⑦ 筐体 

③ 液晶ディスプレイ ⑧ 取付ボルト 

④ 操作スイッチ ⑨ チャンネルベース 

⑤ 押釦スイッチ ⑩ 埋込金物 

図 2.1-1 原子炉制御操作盤構成図 
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表 2.1-1 原子炉制御操作盤主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

機器の操作監視 

制御特性の維持 
操作，監視，制御 

故障表示器 （消耗品） 

表示灯 （消耗品） 

液晶ディスプレイ （消耗品） 

操作スイッチ （定期取替品） 

押釦スイッチ （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 

筺体 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

チャンネルベース 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 原子炉制御操作盤の使用条件 

設置場所 中央制御室 

周囲温度 32.2 ℃ 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

操作制御盤の機能であるプラント操作制御機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 機器の操作監視 

(2) 制御特性の維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

操作制御盤について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（周囲温度）及び現在までの運転経験を考慮し，

表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，

▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

故障表示器，表示灯，液晶ディスプレイ及びヒューズは消耗品であり，操作スイッ

チ，押釦スイッチは定期取替品であるため，設計時に長期使用せず取替を前提として

いることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

  

a. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食） 

筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。 

しかしながら，筐体及びチャンネルベースは塗装，取付ボルトは亜鉛メッキによ

り腐食を防止しており，塗膜又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さ

い。 

また，点検時に目視により塗膜又はメッキ面の状態を確認し，はく離等が認めら

れた場合は必要に応じて補修を実施することとしている。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の

進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐

食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 原子炉制御操作盤に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

機器の操作

監視 

制御特性の

維持 

操作，監視， 

制御 

故障表示器 ◎ －         
*:コンクリート

埋設部 

表示灯 ◎ －         

液晶ディスプレイ ◎ －         

操作スイッチ ◎ －         

押釦スイッチ ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

チャンネルベース  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  ▲*       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では 2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代表

機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象操作制御盤］ 

① 原子炉補機操作盤     ㉞ 衛星電話設備 

② 緊急時炉心冷却系操作盤    ㉟ 統合原子力防災ネットワークに 

③ 所内電気操作盤       接続する通信連絡設備 

④ 可燃性ガス濃度制御盤(A)     

⑤ 可燃性ガス濃度制御盤(B)     

⑥ プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(A)操作盤   

⑦ プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤   

⑧ 出力領域モニタ計装盤     

⑨ 窒素置換－空調換気制御盤     

⑩ 非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(A)操作盤   

⑪ 非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(B)操作盤   

⑫ 原子炉保護系1Aトリップユニット盤    

⑬ 原子炉保護系1Bトリップユニット盤    

⑭ 原子炉保護系2Aトリップユニット盤    

⑮ 原子炉保護系2Bトリップユニット盤    

⑯ 緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤   

⑰ 緊急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤   

⑱ 高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤 

⑲ 格納容器雰囲気監視系(A)操作盤 

⑳ 格納容器雰囲気監視系(B)操作盤 

㉑ サプレッション・プール温度記録計盤(A) 

㉒ サプレッション・プール温度記録計盤(B) 

㉓ RCICタービン制御盤 

㉔ 原子炉遠隔停止操作盤 

㉕ SA監視操作設備 

㉖ 高圧代替注水系制御盤 

㉗ 常設代替高圧電源装置遠隔操作盤 

㉘ 潮位監視盤 

㉙ 津波・構内監視設備 

㉚ 使用済燃料プール監視設備 

㉛ 緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤 

㉜ 緊急時対策所用災害対策本部操作盤 

㉝ 安全パラメータ表示システム(SPDS)  

及びデータ伝送設備 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 

代表機器同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

  

a. 半導体基板の特性変化 

［津波・構内監視設備，使用済燃料プール監視設備，安全パラメータ表示システム

(SPDS)及びデータ伝送設備，衛星電話設備，統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備］ 

半導体基板は長期間の使用に伴い，入出力特性の変化が想定される。 

しかしながら，半導体基板を構成している電気回路部は定格値（電圧・電流）に対

して回路上は十分低い範囲で使用する設計としており，また屋内に設置されているこ

とから環境変化の程度は小さく，短期間での入出力特性が変化する可能性は小さい。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，定期的に調

整試験及び動作確認を行い，異常が認められた場合は必要に応じて補修を行うことと

しており，これらの保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，半導体基板の特性変化は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

b. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。 

しかしながら，筐体及びチャンネルベースは塗装，取付ボルトは亜鉛メッキにより

腐食を防止しており，塗膜又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 

また，点検時に目視により塗膜又はメッキ面の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修を実施することとしている。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 3-12 － 

 

c. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

［原子炉保護系1Aトリップユニット盤，原子炉保護系1Bトリップユニット盤，原子炉

保護系2Aトリップユニット盤，原子炉保護系2Bトリップユニット盤，緊急時炉心冷

却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤，RCICタービン制御盤，SA監視操作設備，高圧代

替注水系制御盤，常設代替高圧電源装置遠隔操作盤，潮位監視盤，使用済燃料プー

ル監視設備，安全パラメータ表示システム(SPDS)及びデータ伝送設備］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価を

実施するものとし本評価書には含めない。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

［原子炉補機操作盤，緊急時炉心冷却系操作盤，所内電気操作盤，可燃性ガス濃度制

御盤(A)，可燃性ガス濃度制御盤(B)，プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(A)操

作盤，プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤，出力領域モニタ計装盤，

窒素置換－空調換気制御盤，非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(A)操作盤，非

常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(B)操作盤，緊急時炉心冷却系 DIV-Ⅱ-1 トリ

ップユニット盤，高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤，格納容器雰囲気監視系

(A)操作盤，格納容器雰囲気監視系(B)操作盤，サプレッション・プール温度記録計

盤(A)，サプレッション・プール温度記録計盤(B)，原子炉遠隔停止操作盤，緊急時

対策所用非常用換気空調設備操作盤，緊急時対策所用災害対策本部操作盤］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進

行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が

発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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b. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ） 

［原子炉保護系 1A トリップユニット盤，原子炉保護系 1B トリップユニット盤，原子

炉保護系 2A トリップユニット盤，原子炉保護系 2B トリップユニット盤，緊急時炉

心冷却系 DIV-Ⅰ-1 トリップユニット盤，RCIC タービン制御盤，SA 監視操作設備，

高圧代替注水系制御盤，潮位監視盤，津波・構内監視設備，使用済燃料プール監視

設備，安全パラメータ表示システム(SPDS)及びデータ伝送設備］ 

後打ちケミカルアンカの健全性評価については，「機械設備の技術評価書」にて評

価を実施するものとし本評価書には含めない。 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要な空

調設備（重要度分類審査指針におけるクラス 1の空調設備）及び常設重大事故等対処設備に属

する空調設備について，運転を断続的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価について

まとめたものである。 

なお，クラス 2及び高温・高圧の環境下にあるクラス 3の空調設備はない。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を型式，内部流体，材料等でグループ化し，それぞれのグループから，重要度，

運転状態，流量，最高使用圧力等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外

の機器について評価を展開している。 

 

1．ファン 

2．空調機 

3．冷凍機 

4．フィルタユニット 

5．ダクト 

6．ダンパ及び弁 

 

 なお，非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系，緊急時対策所換気系（重大事故等対処設備）

の配管は「配管の技術評価書」，非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系，緊急時対策所換気

系（重大事故等対処設備）の弁，中央制御室換気系隔離弁，緊急時対策所換気系（重大事故等

対処設備）の電動弁用駆動部は「弁の技術評価書」にてそれぞれ評価を実施するものとし，本

評価書には含めない。 

 また，本文中の単位の記載は，原則として SI 単位系に基づくものとする（圧力の単位は特

に注記がない限りゲージ圧力を示す）。 



－ 2 － 

表 1(1/2) 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 仕様（流量×静圧） 重要度*1 

ファン 

非常用ガス処理系排風機*5 3,570 m3/h ×1,500 Pa 
MS-1 

重*4 

非常用ガス再循環系排風機 17,000 m3/h ×5,227 Pa 
MS-1 

重*4 

中央制御室ブースターファン*5 5,100 m3/h ×2,110 Pa 
MS-1 

重*4 

緊急時対策所非常用送風機*5 5,000 m3/h ×5,600 Pa 重*4 

中央制御室排気ファン 3,400 m3/h ×196 Pa MS-1 

ディーゼル室換気系ルーフベ

ントファン 
71,400 m3/h ×216 Pa MS-1 

空調機 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室 

空調機 
11,800 m3/h ×490 Pa MS-1 

低圧炉心スプレイ系ポンプ室 

空調機 
11,800 m3/h ×490 Pa MS-1 

残留熱除去系ポンプ室空調機 6,800 m3/h ×340 Pa MS-1 

中央制御室エアハンドリング

ユニットファン*5 
42,500 m3/h ×1,560 Pa 

MS-1 

重*4 

冷凍機 中央制御室チラーユニット 210,000 W*2 MS-1 

フィルタ

ユニット 

非常用ガス再循環系フィルタ 

トレイン 
17,000 m3/h*3 

MS-1 

重*4 

非常用ガス処理系フィルタ 

トレイン 
3,570 m3/h*3 

MS-1 

重*4 

中央制御室換気系フィルタ 

ユニット 
5,100 m3/h*3 

MS-1 

重*4 

緊急時対策所非常用フィルタ

装置*5 
5,000 m3/h*3 重*4 

ダクト 

中央制御室換気系ダクト 

（角ダクト） 
42,500 m3/h*3 

MS-1 

重*4 

ディーゼル室換気系ダクト 

（角ダクト） 
71,400 m3/h*3 MS-1 

中央制御室換気系ダクト 

（丸ダクト） 
42,500 m3/h*3 MS-1 

原子炉建屋換気系ダクト 

（丸ダクト） 
231,200 m3/h*3 MS-1 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：冷却能力を示す 

*3：流量を示す 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であること

を示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 1(2/2) 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 仕様（流量） 重要度*1 

ダンパ 

及び弁 

中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

42,500 m3/h MS-1 

5,100 m3/h 
MS-1 

重*2 

ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 95,000 m3/h MS-1 

非常用ガス処理系グラビティダンパ 3,570 m3/h MS-1 

重*2 

非常用ガス再循環系グラビティダンパ 17,000 m3/h MS-1 

重*2 

中央制御室換気系グラビティダンパ 

42,500 m3/h MS-1 

重*2 

5,100 m3/h MS-1 

重*2 

ディーゼル室換気系グラビティダンパ 71,400 m3/h MS-1 

緊急時対策所換気系グラビティダンパ*3 5,000 m3/h 重*2 

中央制御室換気系手動式ダンパ 

3,400 m3/h MS-1 

5,100 m3/h MS-1 

重*2 

原子炉建屋換気系隔離弁 231,200 m3/h MS-1 

中央制御室換気系隔離弁 
3,400 m3/h MS-1，重*2

34,800 m3/h*3 MS-1 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であること

を示す 

*3：新規に設置される機器 
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表2(1/2) 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

非常用ガス処理系排風機 

原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合に起動

し，原子炉建屋の負圧を維持するとともに，原子炉建屋

内のガスをフィルタユニットに通過させ，放射性物質を

吸着除去した後，排気筒へ排風する。 

非常用ガス再循環系排風機 

原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合に起動

し，原子炉建屋内のガスに含まれる放射性物質を効率的

に吸着除去するため，原子炉建屋内とフィルタユニット

間で再循環させる。 

中央制御室ブースターファン 
非常時に起動し，中央制御室内の空気を再循環ラインで

循環し，中央制御室内の空気の放射性物質を除去する。

緊急時対策所非常用送風機 

重大事故等の発生時に起動し，緊急時対策所内の空気を

フィルタユニットに通過させ，放射性物質を吸着除去

し，緊急時対策所に留まる要員の居住性を確保する。 

中央制御室排気ファン 中央制御室内の空気を換気する。 

ディーゼル室換気系ルーフベントファ

ン 
ディーゼル室内の空気を換気する。 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 
高圧炉心スプレイ系ポンプの運転に伴い起動し，室内の

冷却を行い，室内環境を維持する。 

低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 
低圧炉心スプレイ系ポンプの運転に伴い起動し，室内の

冷却を行い，室内環境を維持する。 

残留熱除去系ポンプ室空調機 
残留熱除去系ポンプの運転に伴い起動し，室内の冷却を

行い，室内環境を維持する。 

中央制御室エアハンドリングユニット

ファン 
中央制御室内を換気し，環境を調整する。 

中央制御室チラーユニット 
冷水を中央制御室エアハンドリングユニットファン冷

却コイルに送り，中央制御室を冷却する。 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン
原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合，原子炉

建屋内ガスの放射性物質を効率的に吸着除去する。 

非常用ガス処理系フィルタトレイン 
原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合，原子炉

建屋内ガスの放射性物質を吸着除去する。 

中央制御室換気系フィルタユニット 
中央制御室空調設備の非常時の再循環ラインに取付け

られ，中央制御室内空気の放射性物質を除去する。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置 緊急時対策所の空気中の放射性物質を吸着除去する。 

中央制御室換気系ダクト（角ダクト） 中央制御室換気系の空気流路を形成する。 

ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト） ディーゼル室換気系の空気流路を形成する。 

中央制御室換気系ダクト（丸ダクト） 中央制御室換気系の空気流路を形成する。 

原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） 原子炉建屋換気系の空気流路を形成する。 
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表2(2/2) 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

中央制御室換気系の空気作動式ダンパで，中央制御室換

気系ファン入口に取付けられており，空気流路を確保す

る。 

ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ

ディーゼル室換気系の空気作動式ダンパで，ディーゼル

室換気系の外気取入口に取付けられており，空気流路を

確保する。 

非常用ガス処理系グラビティダンパ 
非常用ガス処理系の重力式ダンパで，非常用ガス処理系

排風機出口に取付けられており，逆流を防止する。 

非常用ガス再循環系グラビティダンパ
非常用ガス再循環系の重力式ダンパで，非常用ガス再循

環系排風機出口に取付けられており，逆流を防止する。

中央制御室換気系グラビティダンパ 
中央制御室換気系の重力式ダンパで，中央制御室換気系

ファン出口に取付けられており，逆流を防止する。 

ディーゼル室換気系グラビティダンパ

ディーゼル室換気系の重力式ダンパで，ディーゼル室換

気系ルーフベントファン出口に取付けられており，逆流

を防止する。 

緊急時対策所換気系グラビティダンパ
緊急時対策所換気系の重力式ダンパで，緊急時対策所非

常用送風機出口に取付けられており，逆流を防止する。

中央制御室換気系手動式ダンパ 

中央制御室換気系の手動式ダンパで，中央制御室換気系

再循環フィルタ装置ラインに取付けられており，空気流

路を確保する。 

原子炉建屋換気系隔離弁 
原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合，原子炉

建屋を隔離する。 

中央制御室換気系隔離弁 非常時に中央制御室を隔離する。 

 



 

 

 

 

 

1. ファン 

 

 

［対象ファン］ 

① 非常用ガス処理系排風機 

② 非常用ガス再循環系排風機 

③ 中央制御室ブースターファン 

④ 緊急時対策所非常用送風機 

⑤ 中央制御室排気ファン 

⑥ ディーゼル室換気系ルーフベントファン 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なファンの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのファンを型式，駆動方式の観点からグループ化し，それぞれのグループより以下

のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び駆動方式を分類基準とし，表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量，静圧の観点から代表機器

を選定する。 

 

(1) 遠心式直結型ファン 

このグループには，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系排風機が属するが，

重要度，運転状態は同等であることから，流量の大きい非常用ガス再循環系排風機を代表

機器とする。 

 

(2) 遠心式直動型ファン 

このグループには，中央制御室ブースターファン，緊急時対策所非常用送風機が属するが，

重要度の高い中央制御室ブースターファンを代表機器とする。 

 

(3) 軸流式ベルト駆動ファン 

このグループには，中央制御室排気ファンのみが属するため，これを代表機器とする。 

 

(4) 軸流式直動型ファン 

このグループには，ディーゼル室換気系ルーフベントファンのみが属するため，これを

代表機器とする。



 

－
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表 1-1 ファンのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 駆動方式 

仕様 

重要度*1 

使用条件 

流量×静圧 
（m3/h×Pa） 

運転状態 

遠心式 

直結型 

非常用ガス処理系排風機*2 3,570×1,500 
MS-1 
重*3 

一時  
重要度 

運転状態 

流量 
非常用ガス再循環系排風機 17,000×5,227 

MS-1 
重*3 

一時 ◎ 

直動型 

中央制御室ブースターファン*2 5,100×2,110 
MS-1 
重*3 

一時 ◎ 
重要度 

緊急時対策所非常用送風機*2 5,000×5,600 重*3 一時  

軸流式 

ベルト駆動 中央制御室排気ファン 3,400×196 MS-1 連続 ◎  

直動型 ディーゼル室換気系ルーフベントファン 71,400×216 MS-1 一時 ◎  

◎：代表機器 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の 4基のファンについて技術評価を実施する。 

① 非常用ガス再循環系排風機 

② 中央制御室ブースターファン 

③ 中央制御室排気ファン 

④ ディーゼル室換気系ルーフベントファン 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用ガス再循環系排風機 

(1) 構造 

東海第二の非常用ガス再循環系排風機は，流量 17,000 m3/h，静圧 5,227 Pa の遠心式

ファンであり，2基設置されている。 

非常用ガス再循環系排風機は，冷却材喪失事故等の事故時に原子炉建屋内の空気をフ

ィルタユニットを介して循環させるものであり，空気を排風する主軸，羽根車及びモー

タ，機器を支持するための基礎ボルト等からなる。 

また，羽根車及び主軸は，ケーシングボルトを緩め，ケーシングを開放することによ

り，点検手入れが可能である。 

東海第二の非常用ガス再循環系排風機の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ガス再循環系排風機主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を

表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② モータ（低圧，全閉

型） 

③ 軸継手 

④ 羽根車 

⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ ケーシング 

⑦ ケーシングボルト 

⑧ ベース 

⑨ 取付ボルト 

⑩ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 非常用ガス再循環系排風機構造図 

③ 
① 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

② 

⑩ 

⑦ 

⑨ 
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表2.1-1 非常用ガス再循環系排風機主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 

エネルギー伝達 

主軸 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型） 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング：ア

ルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

取付ボルト：炭素鋼 

軸継手 鋳鉄 

エネルギー変換 羽根車 炭素鋼 

軸支持 軸受（ころがり） （消耗品） 

バウンダリの維持 流路の形成 
ケーシング 炭素鋼 

ケーシングボルト 炭素鋼 

機器の支持 支持 

ベース 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表2.1-2 非常用ガス再循環系排風機の使用条件 

流量 17,000 m3/h 

回転速度 3,000 rpm 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.2 中央制御室ブースターファン 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室ブースターファンは，流量 5,100 m3/h，静圧 2,110 Pa の遠心

式ファンであり，2基設置される。 

中央制御室ブースターファンは，重大事故等の発生時に起動し，中央制御室内の空気

をフィルタユニットを介して循環させるものであり，空気を排風する羽根車及びモータ，

機器を支持するための基礎ボルト等からなる。 

東海第二の中央制御室ブースターファンの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室ブースターファン主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件

を表 2.1-4 に示す。 
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図 2.1-2 中央制御室ブースターファン構造図 

No. 部位 

① モータ（低圧，全閉型）

② 羽根車 

③ ケーシング 

④ ベース 

⑤ 基礎ボルト 

⑤ 

② 

① 

④ 

③ 
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表2.1-3 中央制御室ブースターファン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 
エネルギー伝達 

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部品：

銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼 

回転子棒，回転子エンドリング：アル

ミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファン，

ファンカバー，端子箱：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

取付ボルト：炭素鋼 

エネルギー変換 羽根車 炭素鋼 

バウンダリの維持 流路の形成 ケーシング 炭素鋼 

機器の支持 支持 
ベース 炭素鋼 

基礎ボルト ステンレス鋼 

 

表2.1-4 中央制御室ブースターファンの使用条件 

流量 5,100 m3/h 

回転速度 1,500 rpm 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.3 中央制御室排気ファン 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室排気ファンは，流量 3,400 m3/h，静圧 196 Pa の軸流式ファン

であり，1基設置されている。 

中央制御室排気ファンは，中央制御室内を換気するためのものであり，空気を排風す

る羽根車及びモータ，機器を支持するための取付けボルト等からなる。 

また，羽根車は，ケーシングボルトを緩め，ケーシング等を取外すことにより，点検

手入れが可能である。 

東海第二の中央制御室排気ファンの構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室排気ファン主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表

2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② モータ（低圧，全閉

型） 

③ Vプーリー 

④ Vベルト 

⑤ 羽根車 

⑥ 軸受（ころがり） 

⑦ ケーシング 

⑧ ケーシングボルト 

⑨ 取付ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 中央制御室排気ファン構造図 
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表2.1-5 中央制御室排気ファン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 

エネルギー伝達

主軸 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型） 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング：ア

ルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

取付ボルト：炭素鋼 

Vプーリー 鋳鉄 

Vベルト （消耗品） 

エネルギー変換 羽根車 アルミニウム合金鋳物 

軸支持 軸受（ころがり） （消耗品） 

バウンダリの維持 流路の形成 
ケーシング 炭素鋼 

ケーシングボルト 炭素鋼 

機器の支持 支持 取付ボルト 炭素鋼 

 

表2.1-6 中央制御室排気ファンの使用条件 

流量 3,400 m3/h 

回転速度 1,910 rpm 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.4 ディーゼル室換気系ルーフベントファン 

(1) 構造 

東海第二のディーゼル室換気系ルーフベントファンは，流量 71,400 m3/h，静圧 216 Pa

の軸流式ファンであり，非常用ディーゼル発電機室（2C D/G 室，2D D/G 室，HPCS D/G

室）にそれぞれ 2基ずつ，計 6基が設置されている。 

ディーゼル室換気系ルーフベントファンは，非常用ディーゼル発電機運転時に室内の

冷却を行うものであり，空気を排出する羽根車及びモータ，機器を支持するための取付

けボルト等からなる。 

東海第二のディーゼル室換気系ルーフベントファンの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のディーゼル室換気系ルーフベントファン主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，

使用条件を表 2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② モータ（低圧，全

閉型） 

③ 羽根車 

④ ケーシング 

⑤ 取付ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4  ディーゼル室換気系ルーフベントファン構造図 

② 

③ 

④ 

⑤ 

①  
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表 2.1-7  ディーゼル室換気系ルーフベントファン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 
エネルギー伝達 

主軸 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型） 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング：ア

ルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

取付ボルト：炭素鋼 

エネルギー変換 羽根車 アルミニウム合金鋳物 

バウンダリの維持 流路の形成 ケーシング 炭素鋼 

機器の支持 支持 取付ボルト 炭素鋼 

 

表2.1-8  ディーゼル室換気系ルーフベントファンの使用条件 

流量 71,400 m3/h 

回転速度 1,000 rpm 

周囲温度 45 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋外 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ファンの機能である送風機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 流量の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ファンについて機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，個々の

部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在までの運転経

験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○

又は△，▲）。  

なお，消耗品及び定期取替品は，以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

V ベルト，軸受(ころがり)は消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提として

いることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象とし

て表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共

通］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価を

実施するものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. 主軸の摩耗［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室排気ファン，ディーゼル室換

気系ルーフベントファン］ 

ころがり軸受を使用しているファンでは，軸受と主軸の接触面に僅かな摩耗が生じ

る可能性があるが，分解点検時の目視点検及び寸法測定において有意な摩耗がないこ

とを確認している。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

c. V プーリーの摩耗［中央制御室排気ファン］ 

Vプーリーは鋳鉄であり，Vベルトとの接触部が回転により摩耗する可能性があるが，

Vベルトは張力管理されており，急激に摩耗が進展する可能性は小さい。 

また，分解点検時に目視点検を実施しており，摩耗状況に応じて V プーリーの取替

を行うことにより機能を維持している。 

したがって，Vプーリーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

d. 主軸の腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室排気ファン，デ

ィーゼル室換気系ルーフベントファン］ 

主軸は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な

腐食がないことを確認している。 

したがって，主軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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e. V プーリーの腐食（全面腐食）［中央制御室排気ファン］ 

V プーリーは鋳鉄であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されているこ

とから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応

じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，Vプーリーの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. 軸継手の腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機］ 

軸継手は鋳鉄であり，腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な

腐食がないことを確認している。 

したがって，軸継手の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

g. 羽根車の腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室ブースターフ

ァン］ 

羽根車は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な

腐食がないことを確認している。 

中央制御室ブースターファンは，新たに設置されることから，今後，点検時に羽根

車の目視点検を行い，腐食の有無を確認することにより機能を維持できると考える。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

h. ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトは炭素鋼であり腐食が想定されるが，

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能

性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

中央制御室ブースターファンは，新たに設置されることから，今後，点検時に目視

点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持できると考える。 

したがって，ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. ベースの腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室ブースターフ

ァン］ 

ベースは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていること

から，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じ

て補修塗装することにより機能を維持している。 

中央制御室ブースターファンは，新たに設置されることから，今後，点検時にベー

スの目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持できると考え

る。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

j. 主軸の高サイクル疲労割れ［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室排気ファン，

ディーゼル室換気系ルーフベントファン］ 

主軸には，ファン運転時に定常応力と変動応力が発生するため，繰返し応力を受け

ると疲労が蓄積する可能性があるが，設計段階において高サイクル疲労を起こさない

よう考慮されている。 

なお，分解点検に目視点検及び浸透探傷検査を実施しており，これまでの目視点検

及び浸透探傷検査においても欠陥は認められていない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

k. 羽根車の腐食（全面腐食）［中央制御室排気ファン，ディーゼル室換気系ルーフベ

ントファン］ 

羽根車は耐食性に優れたアルミニウム合金鋳物であり，腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検により腐食の有無を確認しており，これまでの目視点

検結果からも有意な腐食は認められていない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

l. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗［共通］ 

m. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及

び端子箱の腐食（全面腐食）［共通］ 

n. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

o. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

p. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

以上，l.～p.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモ

ータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

以上，a.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータ

と同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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表 2.2-1(1/4) 非常用ガス再循環系排風機に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗

品・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー

伝達 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     
*1：高サイクル疲労割

れ 
*2：主軸 
*3：フレーム，エンド

ブラケット，ファ
ン，ファンカバー
及び端子箱 

*4：固定子コア及び回
転子コア 

*5：取付ボルト 
*6：主軸の高サイクル

疲労割れ 
*7：回転子棒及び回転

子エンドリング 
*8：固定子コイル及び

口出線・接続部品
の絶縁特性低下 

モータ 

（低圧，全閉型）

◎ 
(軸受（こ
ろがり）)

銅，絶縁

物他 
△*2 △*3*4*5 △*6▲*7    ○*8 

軸継手  鋳鉄  △      

エネルギー

変換 
羽根車  炭素鋼  △      

軸支持 軸受（ころがり） ◎ －        

バウンダリ

の維持 
流路の形成 

ケーシング  炭素鋼  △      

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 

ベース  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/4) 中央制御室ブースターファンに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗

品・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー

伝達 

モータ 

（低圧，全閉型）

◎ 

(軸受（こ

ろがり）)

銅，絶縁

物他 
△*1 △*2*3*4 △*5▲*6    ○*7 

*1：主軸 
*2：フレーム，エンド

ブラケット，ファ
ン，ファンカバー
及び端子箱 

*3：固定子コア及び回
転子コア 

*4：取付ボルト 
*5：主軸の高サイクル

疲労割れ 
*6：回転子棒及び回転

子エンドリング 
*7：固定子コイル及び

口出線・接続部品
の絶縁特性低下 

エネルギー

変換 
羽根車 

 
炭素鋼  △      

バウンダリ

の維持 
流路の形成 ケーシング 

 
炭素鋼  △      

機器の支持 支持 

ベース 
 

炭素鋼  △      

基礎ボルト 
 ステン

レス鋼        

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/4) 中央制御室排気ファンに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗

品・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー

伝達 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     
*1：高サイクル疲労割

れ 
*2：主軸 
*3：フレーム，エンド

ブラケット，ファ
ン，ファンカバー
及び端子箱 

*4：固定子コア及び回
転子コア 

*5：取付ボルト 
*6：主軸の高サイクル

疲労割れ 
*7：回転子棒及び回転

子エンドリング 

*8：固定子コイル及び
口出線・接続部品
の絶縁特性低下 

モータ 

（低圧，全閉型）

◎ 
(軸受（こ
ろがり）)

銅，絶縁

物他 
△*2 △*3*4*5 △*6▲*7    ○*8 

Vプーリー  鋳鉄 △ △      

Vベルト ◎ －        

エネルギー

変換 
羽根車 

 アルミニ

ウム合金

鋳物 
 △      

軸支持 軸受（ころがり） ◎ －        

バウンダリ

の維持 
流路の形成 

ケーシング  炭素鋼  △      

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 取付ボルト  炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(4/4) ディーゼル室換気系ルーフベントファンに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗

品・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー

伝達 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     

*1：高サイクル疲労割
れ 

*2：主軸 
*3：フレーム，エンド

ブラケット，ファ
ン，ファンカバー
及び端子箱 

*4：固定子コア及び回
転子コア 

*5：取付ボルト 
*6：主軸の高サイクル

疲労割れ 
*7：回転子棒及び回転

子エンドリング 

*8：固定子コイル及び
口出線・接続部品
の絶縁特性低下 

モータ 

（低圧，全閉型）

◎ 
(軸受（こ
ろがり）)

銅，絶縁

物他 
△*2 △*3*4*5 △*6▲*7    ○*8 

エネルギー

変換 
羽根車 

 アルミニ

ウム合金

鋳物 
 △      

バウンダリ

の維持 
流路の形成 ケーシング  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 取付ボルト 

 

炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する

「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価

書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では 2 章で実施した代表機器の技術評価結果について，1 章で実施したグループ化で

代表機器となっていない機器への展開について検討した。 

 

① 非常用ガス処理系排風機 

② 緊急時対策所非常用送風機 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下[共通] 

代表機器と同様，モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁

特性低下に対する「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプ

モータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参

照のこと。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸の摩耗[非常用ガス処理系排風機] 

代表機器と同様，ころがり軸受を使用しているファンでは，軸受と主軸の接触面に僅

かな摩耗が生じる可能性があるが，非常用ガス処理系排風機は，新たに設置されること

から，今後，点検時に主軸の目視点検及び寸法測定を行い，必要に応じて補修を実施す

ることにより機能を維持できると考える。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断す

る。 

 

b. 主軸の腐食（全面腐食）[非常用ガス処理系排風機] 

代表機器と同様，主軸は炭素鋼であり腐食が想定されるが，非常用ガス処理系排風機

は，新たに設置されることから，今後，点検時に主軸の目視点検を行い，必要に応じて

補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，主軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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c. 羽根車の腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，羽根車は炭素鋼であり腐食が想定されるが，非常用ガス処理系排風

機，緊急時対策所非常用送風機は，新たに設置されることから，今後，点検時に羽根車

の目視点検を行い，必要に応じて補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

d. ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトの腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトは炭素鋼であり腐食が

想定されるが，大気接触部に塗装が施されており，塗膜が健全であれば腐食が発生する

可能性は小さい。 

非常用ガス処理系排風機，緊急時対策所非常用送風機は，新たに設置されることから，

今後，点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持でき

ると考える。 

したがって，ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ベースの腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，ベースは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部に塗装が施

されており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

非常用ガス処理系排風機，緊急時対策所非常用送風機は，新たに設置されることから，

今後，点検時にベースの目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を

維持できると考える。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

f. 主軸の高サイクル疲労割れ[非常用ガス処理系排風機] 

代表機器と同様，主軸には，ファン運転時に定常応力と変動応力が発生するため，繰

返し応力を受けると疲労が蓄積する可能性があるが，設計段階において高サイクル疲労

を起こさないよう考慮されている。 

なお，非常用ガス処理系排風機は，新たに設置されることから，今後，点検時に主軸

の目視点検及び浸透探傷検査を行い，欠陥の有無を確認することにより機能を維持でき

ると考える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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g. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗[共通] 

h. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及び

端子箱の腐食（全面腐食）[共通] 

i. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）[共通] 

j. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）[共通] 

k. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ[共通] 

以上，g.～k.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモー

タと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ[共通] 

以上，a.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと

同一であることから，当該評価書を参照のこと。 



 

 

 

 

 

 

2. 空調機 
 

 

［対象空調機］ 

① 高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

② 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

③ 残留熱除去系ポンプ室空調機 

④ 中央制御室エアハンドリングユニットファン 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な空調機の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの空調機を流体（冷却コイル内部流体）の観点からグループ化し，それぞれのグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

空調機冷却コイルの内部流体を分類基準とし，表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量，静圧の観点から代表機器

を選定する。 

 

(1) 海水冷却コイル空調機 

このグループには，高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機，低圧炉心スプレイ系ポンプ室

空調機及び残留熱除去系ポンプ室空調機が属するが，重要度は同じであることから，運転

状態の厳しい残留熱除去系ポンプ室空調機を代表機器とする。 

 

(2) 純水冷却コイル空調機 

このグループには，中央制御室エアハンドリングユニットファンのみが属するため，同

空調機を代表機器とする。
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表 1-1 空調機のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
内部流体*1

仕様 

重要度*2 

使用条件 

流量×静圧 
（m3/h×Pa） 

運転状態 

海水 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 11,800×490 MS-1 
一時 

(1 回/月) 
 

 

低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 11,800×490 MS-1 
一時 

(1 回/月) 
 

残留熱除去系ポンプ室空調機 6,800×340 MS-1 一時*3 ◎ 
重要度 

運転状態 

純水 中央制御室エアハンドリングユニットファン*4 42,500×1,560 
MS-1 
重*5 

連続 ◎  

◎：代表機器 

*1：冷却コイル内部流体を示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：1 回/月（残留熱除去系 B,C ポンプ室）及び 2回/月（残留熱除去系 Aポンプ室） 

*4：新規に設置される機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では 1章で代表機器とした以下の空調機について技術評価を実施する。 

① 残留熱除去系ポンプ室空調機 

② 中央制御室エアハンドリングユニットファン 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 残留熱除去系ポンプ室空調機 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系ポンプ室空調機は，残留熱除去系ポンプ室の冷却を行うもの

で，流量 6,800 m3/h，回転速度 1,500 rpm の空調機であり，3基設置されている。 

残留熱除去系ポンプ室空調機は，空気を送風するモータ，羽根車，空気を冷却する冷

却コイル及び機器を支持するための基礎ボルト等から構成されている。冷却コイルの内

部流体は海水であり，水室，管板内部には，冷却コイルの腐食を防止するための防食板

が設置されている。 

また，当該空調機は，冷却コイルのろう付け部に腐食が確認されたことから，2001 年

度～2003 年度に健全性向上のため，ろう付けを使用しない水室型の冷却コイルをもつ空

調機へ一式交換を行っている。 

なお，羽根車はケーシングボルトを取外すことで点検手入れが可能である。冷却コイ

ル，水室，管板は冷却コイルボルトを取外すことで点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去系ポンプ室空調機の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系ポンプ室空調機主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件

を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① モータ（低圧，全閉型）

② 羽根車 

③ ケーシング 

④ ケーシングボルト 

⑤ 冷却コイル 

⑥ 水室 

⑦ 管板 

⑧ 冷却コイルボルト 

⑨ 防食板 

⑩ ベース 

⑪ 取付ボルト 

⑫ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 残留熱除去系ポンプ室空調機構造図 

基礎ボルト詳細図 

⑫ 

① 

冷却コイル 

送風機 

冷却コイル詳細図 

基礎ボルト 

⑤ 

⑥ 

⑩ 

⑧ 

⑨ 
⑦ ⑧ 

⑩ 

送風機詳細図 

②③

⑪

④
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表 2.1-1 残留熱除去系ポンプ室空調機主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 
エネルギー伝達

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング： 

アルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

エネルギー変換 羽根車 炭素鋼 

バウンダリの維持 流路の形成 
ケーシング 炭素鋼 

ケーシングボルト 炭素鋼 

冷却機能の確保 空気冷却 

冷却コイル 銅合金 

水室 銅合金 

管板 銅合金 

冷却コイルボルト 低合金鋼及び炭素鋼 

防食板 （消耗品） 

機器の支持 支持 

ベース 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

 

表 2.1-2 残留熱除去系ポンプ室空調機の使用条件 

流量 6,800 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

回転速度 1,500 rpm 

内部流体 
空気（送風機）， 

海水（冷却コイル） 

設置場所 屋内 

 

 



 

－ 2-6 － 

2.1.2 中央制御室エアハンドリングユニットファン 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室エアハンドリングユニットファンは，中央制御室の冷却を行う

もので，流量 42,500 m3/h，回転速度 1,500 rpm の空調機であり，2 基設置されている。 

中央制御室エアハンドリングユニットファンは，空気を送風するモータ，羽根車，空

気を冷却する冷却コイル及び機器を支持するための基礎ボルト等から構成され，冷却コ

イルの内部流体は純水である。 

東海第二の中央制御室エアハンドリングユニットファンの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室エアハンドリングユニットファン主要部位の使用材料を表

2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② モータ（低圧，全閉型） 

③ 軸継手 

④ 羽根車 

⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ ケーシング（ユニット） 

⑦ ケーシング（送風機） 

⑧ フィルタ 

⑨ 冷却コイル 

⑩ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 中央制御室エアハンドリングユニットファン構造図

⑨ ⑥ ④ ⑧ ① ⑤ ② ③ ⑦ 

⑩ 
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表 2.1-3 中央制御室エアハンドリングユニットファン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 

エネルギー伝達

主軸 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング： 

アルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

軸継手 炭素鋼 

エネルギー変換 羽根車 炭素鋼 

軸支持 軸受（ころがり） （消耗品） 

バウンダリの維持 流路の形成 

ケーシング 

（ユニット） 
炭素鋼（亜鉛メッキ） 

ケーシング 

（送風機） 
炭素鋼 

空気浄化機能の確

保 
粉塵捕集 フィルタ （消耗品） 

冷却機能の確保 空気冷却 冷却コイル 銅 

機器の支持 支持 基礎ボルト ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-4 中央制御室エアハンドリングユニットファンの使用条件 

流量 42,500 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

回転速度 1,500 rpm 

内部流体 
空気（送風機） 

純水（冷却コイル） 

設置場所 屋内 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

空調機の機能である送風機能，空気調和機能及び冷却機能の達成に必要な項目は以下の

とおり。 

(1) 流量の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 空気浄化機能の確保（中央制御室エアハンドリングユニットファンのみ） 

(4) 冷却機能の確保 

(5) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

空調機について機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，個々の

部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，流量，温度等）及び現在までの運転経

験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○

又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は，以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

軸受（ころがり），フィルタ，防食板は消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を

前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象とし

て表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共

通］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポンプ室空調機］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価を

実施するものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. ケーシングの腐食（全面腐食）［共通］ 

ケーシングは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は亜鉛メッキ又は塗装

が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視

点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

中央制御室エアハンドリングユニットファンは，新たに設置されることから，今後，

点検時にケーシングの目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を

維持できると考える。 

したがって，ケーシングの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. 軸継手の腐食（全面腐食）［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

軸継手は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，中央制御室エアハンドリングユニッ

トファンは，新たに設置されることから，今後，点検時に軸継手の目視点検を行い，

必要に応じて補修することにより機能を維持できると考える。 

したがって，軸継手の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

d. 羽根車の腐食（全面腐食）［共通］ 

羽根車は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な

腐食がないことを確認している。 

なお，中央制御室エアハンドリングユニットファンは，新たに設置されることから，

今後，点検時に羽根車の目視点検を行い，必要に応じて補修を実施することにより機

能を維持できると考える。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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e. ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，ベース，取

付ボルトの腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポンプ室空調機］ 

ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，ベース，取

付ボルトは炭素鋼，低合金鋼又は銅合金であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗

装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目

視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，

ベース，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

f. 冷却コイルの異物付着［残留熱除去系ポンプ室空調機］ 

残留熱除去系ポンプ室空調機の冷却コイル内部流体は海水であることから，冷却コ

イルに異物が付着し，伝熱性能に影響を及ぼす可能性があるが，開放点検時に冷却コ

イル内の清掃を実施することにより，機能を維持している。 

また，外面についても，流体は空気であり，異物付着の可能性は少ない。 

したがって，冷却コイルの異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

g. 主軸の腐食（全面腐食）［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

主軸は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，中央制御室エアハンドリングユニット

ファンは，新たに設置されることから，今後，点検時に主軸の目視点検を行い，必要

に応じて補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，主軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

h. 主軸の摩耗［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

ころがり軸受を使用している送風機の主軸においては，軸受と主軸の接触面に僅か

な摩耗が生じる可能性があるが，中央制御室エアハンドリングユニットファンは，新

たに設置されることから，今後，点検時に主軸の目視点検及び寸法測定を行い，必要

に応じて補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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i. 水室（内面），管板（内面），冷却コイルの腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポン

プ室空調機］ 

水室（内面），管板（内面），冷却コイルは海水に接液することから腐食発生が想

定されるが，海水に対する耐食性を有する銅合金であり，かつ防食板を設置している

ことから，腐食が急速に進行する可能性は小さい。 

なお，開放点検時に目視点検を実施しており，これまでに有意な腐食は認められて

いない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，水室（内面），管板（内面），冷却コイルの腐食（全面腐食）は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 主軸の高サイクル疲労割れ［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

主軸には，送風機運転時に定常応力と変動応力が発生するため，繰返し応力を受け

ると疲労が蓄積する可能性がある。 

しかし，設計段階において高サイクル疲労を起こさないよう考慮されている。 

中央制御室エアハンドリングユニットファンは，新たに設置されることから，今後，

点検時に主軸の目視点検を行い，必要に応じて補修を実施することにより機能を維持

できると考える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年対策化上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

k. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗［共通］ 

l. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及

び端子箱の腐食（全面腐食）［共通］ 

m. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

n. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

o. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

以上，k.～o.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモー

タと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［残留熱除去系ポンプ室空調機］ 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施するも

のとし，本評価書には含めていない。 

 

b. 冷却コイルの腐食（全面腐食）［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

新たに設置される中央制御室エアハンドリングユニットファンの冷却コイルは耐食

性を有する銅であり，コイル内面は内部流体が水質管理された純水であることから，

腐食進行の可能性はない。 

したがって，冷却コイルの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. 冷却コイルの異物付着［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

新たに設置される中央制御室エアハンドリングユニットファンの冷却コイルの内部

流体は，水質管理された純水であり，異物付着の可能性はない。 

したがって，冷却コイルの異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

d. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

以上，d.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータ

と同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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表 2.2-1（1/2）残留熱除去系ポンプ室空調機に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・定期

取替品 
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

流量の確保 
エネルギー伝達 

モータ 

（低圧，全閉型） 

◎(軸受（ころ

がり）) 
銅，絶縁物他 △*1 △*2*3*4 △*5▲*6    ○*7 

*1：主軸 

*2：フレーム，エンドブラ

ケット，ファン，ファ

ンカバー及び端子箱 

*3：固定子コア及び回転子

コア 

*4：取付ボルト 

*5：主軸の高サイクル疲労

割れ 

*6：回転子棒及び回転子エ

ンドリング 

*7：固定子コイル及び口出

線・接続部品の絶縁特

性低下 

*8：異物付着 

*9：外面 

*10：内面 

*11：樹脂の劣化 

エネルギー変換 羽根車  炭素鋼  △      

バウンダリの 

維持 
流路の形成 

ケーシング  炭素鋼  △      

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

冷却機能の確保 空気冷却 

冷却コイル  銅合金  △     △*8 

水室  銅合金  △*9*10      

管板  銅合金  △*9*10      

冷却コイルボルト 
 低合金鋼 

及び炭素鋼  △      

防食板 ◎ －        

機器の支持 支持 

ベース  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*11  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/2）中央制御室エアハンドリングユニットファンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 

消耗品・定期

取替品 
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー伝達 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     *1：高サイクル疲労割れ 

*2：主軸 

*3：フレーム，エンドブ

ラケット，ファン，

ファンカバー及び端

子箱 

*4：固定子コア及び回転

子コア 

*5：取付ボルト 

*6：主軸の高サイクル疲

労割れ 

*7：回転子棒及び回転子

エンドリング 

*8：固定子コイル及び口

出線・接続部品の絶

縁特性低下 

*9：異物付着 

モータ 

（低圧，全閉型） 

◎(軸受（ころ

がり）) 
銅，絶縁物他 △*2 △*3*4*5 △*6▲*7    ○*8 

軸継手  炭素鋼  △      

エネルギー変換 羽根車  炭素鋼  △      

軸支持 軸受（ころがり） ◎ －        

バウンダリの 

維持 
流路の形成 

ケーシング 

（ユニット）  
炭素鋼 

（亜鉛メッキ）  △      

ケーシング 

（送風機） 
 炭素鋼  △      

空気浄化機能の

確保 
粉塵捕集 フィルタ ◎ －        

冷却機能の確保 空気冷却 冷却コイル  銅  ▲     ▲*9 

機器の支持 支持 基礎ボルト  ステンレス鋼        

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する

「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価

書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では 2 章で実施した代表機器の技術評価結果について，1 章で実施したグループ化で

代表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① 高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

② 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁

特性低下に対する「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプ

モータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参

照のこと。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機，低圧炉心スプ

レイ系ポンプ室空調機］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実

施するものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. ケーシングの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ケーシングは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装

が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点

検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシングの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. 羽根車の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，羽根車は炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施

されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時

に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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d. ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，ベース，取付

ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボル

ト，ベース，取付ボルトは炭素鋼，低合金鋼又は銅合金であり腐食が想定されるが，大

気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は

小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，

ベース，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

e. 冷却コイルの異物付着［共通］ 

代表機器と同様，冷却コイル内部流体は海水であることから，冷却コイルに異物が付

着し伝熱性能に影響を及ぼす可能性があるが，開放点検時に冷却コイル内の清掃を実施

することにより，機能を維持している。 

また，冷却コイルの外面についても，流体は空気であり，異物付着の可能性は少ない。 

したがって，冷却コイルの異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

f. 水室（内面），管板（内面），冷却コイルの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，水室（内面），管板（内面），冷却コイルは海水に接液することか

ら腐食発生が想定されるが，海水に対する耐食性を有する銅合金であり，かつ防食板を

設置していることから，腐食が急速に進行する可能性は小さい。 

なお，開放点検時に目視点検を実施しており，これまでに有意な腐食は認められてい

ない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，水室（内面），管板（内面），冷却コイルの腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗［共通］ 

h. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及び

端子箱の腐食（全面腐食）［共通］ 

i. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

j. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

k. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

 

以上，g.～k.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモー

タと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［高圧炉心スプレイ系ポンプ室空

調機，低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機］ 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施するもの

とし，本評価書には含めていない。 

 

b. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

 

以上，b.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと

同一であることから，当該評価書を参照のこと。 



 

 

 

 

 

 

3. 冷凍機 
 

 

［対象冷凍機］ 

① 中央制御室チラーユニット 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している主要な冷凍機の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 冷凍機の主な仕様 

型式 機器名称 
仕様 

重要度 
使用条件 

冷却能力（W） 運転状態 

スクリュー式 
中央制御室 

チラーユニット 
210,000 MS-1 連続 
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2. 冷凍機の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室チラーユニットは，外気を冷却源とする冷却能力 210,000 W の

スクリュー式冷凍機であり，2基設置されている。 

チラーユニットは，圧縮機，凝縮器，蒸発器，配管・弁及び冷水ポンプ等で構成され

る。 

また，圧縮機はケーシングを開放することにより，点検手入れが可能である。 

なお，1995 年度から 1996 年度に中央制御室換気系の機能維持を目的に，冷凍機（冷

水ポンプを除く）の取替を実施している。 

東海第二の中央制御室チラーユニットの系統図を図 2.1-1 に，構造図を図 2.1-2 に，

圧縮機の構造図を図 2.1-3 に，冷水ポンプの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室チラーユニット主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を

表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 圧縮機 

② 膨張弁 

③ 制御用電磁弁 

④ 凝縮器 

⑤ 蒸発器 

⑥ 冷水ポンプ及びモータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 中央制御室チラーユニット系統図 

① 

② ② 

④ 

⑤ 

④ 

中央制御室 
換気系送風機 

⑥ 

③ ③ 
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No. 部位 

① 圧縮機 

② 凝縮器 

③ 蒸発器伝熱管 

④ 蒸発器胴 

⑤ 蒸発器水室 

⑥ 膨張弁 

⑦ 冷媒配管 

⑧ 冷水配管 

⑨ 冷水配管サポート 

⑩ ベース 

⑪ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 中央制御室チラーユニット構造図 

 

基礎ボルト詳細図 

① 

① 

② 

③④ ⑥ 

⑧⑨ ⑩ 

⑪ 

⑤ 

⑦ 
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No. 部位 

① ケーシング 

② ロータ 

③ 軸受（ころがり）

④ 圧縮機モータ 

⑤ スライドバルブ 

⑥ ロッド 

⑦ ピストン 

⑧ ピストンリング 

⑨ D カバー 

⑩ E カバー 

⑪ 吐出容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 中央制御室チラーユニット 圧縮機構造図 

 

② ③ ④ ③ 

⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ 

① 
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図 2.1-4 中央制御室チラーユニット 冷水ポンプ構造図 

 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 羽根車 ⑥ 固定子コイル ⑪ 主軸 

② ケーシング ⑦ 口出線・接続部品 ⑫ エンドブラケット 

③ ライナリング ⑧ 端子箱 ⑬ 軸受（ころがり） 

④ 固定子コア ⑨ 
回転子棒 
回転子エンドリング 

  

⑤ フレーム ⑩ 回転子コア   

 

 

 

① 

③ 

② 
④ 

⑤ 

⑦ 

⑬ 

⑧ 

⑨ ⑥ ⑪ 

⑫ 

⑩ 
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表 2.1-1(1/2) 中央制御室チラーユニット主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

冷却機能の 

確保 

エネルギー

変換 
圧縮機 

ケーシング 鋳鉄 

ロータ （消耗品） 

軸受（ころがり） （消耗品） 

圧縮機モータ 

（低圧，全閉型） 

固定子コイル及び口出線・接

続部品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：

電磁鋼 

回転子棒・回転子エンドリン

グ：アルミニウム 

端子箱：圧延鋼板 

リアカバー：鋳鉄 

スライドバルブ 鋳鉄 

ロッド 炭素鋼 

ピストン 炭素鋼 

ピストンリング （消耗品） 

D カバー 鋳鉄 

E カバー 炭素鋼 

吐出容器 炭素鋼 

熱交換伝熱 

凝縮器 （定期取替品） 

蒸発器 

伝熱管 銅 

胴 炭素鋼 

水室 炭素鋼 

膨張弁 （定期取替品） 

制御用電磁弁 （定期取替品） 

冷媒配管 銅 

冷水配管 炭素鋼 



－ 3-8 － 

表 2.1-1(2/2) 中央制御室チラーユニット主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

冷却機能の 

確保 
冷水送水 

冷水 

ポンプ 

羽根車 鋳鉄 

ケーシング 鋳鉄 

ライナリング 青銅鋳物 

冷水 

ポ ン プ

モータ 

（低圧，

開放型）

固定子コア けい素鋼 

フレーム 圧延鋼板 

固定子コイル 銅，絶縁物 

口出線・接続部品 銅，絶縁物 

端子箱 圧延鋼板 

回転子棒・回転子エンドリング アルミニウム 

回転子コア けい素鋼 

主軸 炭素鋼 

エンドブラケット 鋳鉄 

軸受（ころがり） （消耗品） 

機器の支持 支持 

冷水配管サポート 炭素鋼 

ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

表 2.1-2 中央制御室チラーユニットの使用条件 

冷却能力 210,000 W 

内部流体 
冷媒（R-22） 

冷水（純水） 

周囲温度 35 ℃ 

設置場所 屋外 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

冷凍機の機能（冷却機能）の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 冷却機能の確保 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

冷凍機について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（冷却能力，内部流体，温度等）及び現在までの

運転経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ロータ，軸受（ころがり），ピストンリングは消耗品，凝縮器，膨張弁，制御用電

磁弁は定期取替品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから，高

経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，開放型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［冷

水ポンプ］ 

 

b. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［圧

縮機］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価

を実施するものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. ケーシング，吐出容器，水室，胴の腐食（全面腐食）[圧縮機，蒸発器] 

圧縮機のケーシングは鋳鉄，圧縮機の吐出容器，蒸発器の水室，胴は炭素鋼であ

り腐食が想定されるが，内部流体はフロン冷媒であり，大気接触部は塗装を施して

いるため腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装する

ことにより機能を維持している。 

したがって，ケーシング，吐出容器，水室，胴の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 冷水配管の腐食（全面腐食） 

冷水配管は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装を施しており，

内部流体が水質管理された純水であるため，腐食が発生する可能性は小さく，配管

取合部の目視点検時に必要に応じ補修塗装等を実施することにより機能を維持し

ている。 

したがって，冷水配管の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

d. ベース，冷水配管サポートの腐食（全面腐食） 

ベース，冷水配管サポートは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接

触部は塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応

じ補修塗装等を実施することにより機能を維持している。 

したがって，ベース，冷水配管サポートの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. ピストン，Dカバーの摩耗［圧縮機］ 

圧縮機のピストン及び Dカバーの摺動部にはピストンリング（消耗品）を取り付

けており，これの取替を前提として設計しているため，各部の摩耗は低減されてい

る。 

また，分解点検時の目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，ピストン，D カバーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. 羽根車，ライナリングの摩耗［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプの羽根車とライナリングの摺動摩耗等により，羽根車とライナリング

の隙間が増加し，内部漏えい量の増大による性能低下の可能性があるが，分解点検

時の目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，羽根車，ライナリングの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

g. ケーシングの腐食（全面腐食）［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプのケーシングは，鋳鉄を使用しているため腐食が想定されるが，外面

は塗装を施しており，内部流体が水質管理された純水であるため腐食の可能性は小

さい。 

また，分解点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ケーシングの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

h. モータ（低圧，開放型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［冷水ポ

ンプ］ 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の固定子コア及び回転子コアは，けい素鋼で

あるため腐食が想定されるが，固定子コア及び回転子コアには，絶縁ワニス処理が

施されており，腐食進行の可能性は小さく，目視点検時に必要に応じ補修塗装等を

実施することにより機能を維持している。 

したがって，モータ（低圧，開放型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面

腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. モータ（低圧，開放型）のフレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面

腐食）［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）のフレーム，エンドブラケット及び端子箱は，

圧延鋼板，鋳鉄であるため腐食が想定されるが，フレーム等の表面には塗装が施さ

れており，塗膜が健全であれば腐食進行の可能性は小さく，目視点検時に必要に応

じ補修塗装等を実施することにより機能を維持している。 

したがって，モータ（低圧，開放型）のフレーム，エンドブラケット及び端子箱

の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j.モータ（低圧，開放型）の主軸の摩耗［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定され

るが，点検時に主軸の寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施する

ことにより機能を維持している。 

したがって，モータ（低圧，開放型）の主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. スライドバルブ，ロッド，ピストン，D カバー，E カバーの腐食（全面腐食）［圧

縮機］ 

圧縮機のスライドバルブ，D カバーは鋳鉄，ロッド，ピストン，E カバーは炭素

鋼であり腐食が想定されるが，周囲流体はフロン冷媒であるため，腐食の発生する

可能性は小さい。 

なお，分解点検時に目視点検を実施しており，これまでの点検結果から有意な腐

食は確認されていない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，スライドバルブ，ロッド，ピストン，Dカバー，Eカバーの腐食（全

面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 冷媒配管の腐食（全面腐食） 

冷媒配管は，耐食性の良い銅を使用しており，内部流体は腐食性のほとんどない

フロン冷媒であるため，腐食の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時に外面の目視点検を実施しており，これまで有意な腐食は認め

られておらず，今後もこれらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，冷媒配管の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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m. 羽根車の腐食（キャビテーション）［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプ内部でキャビテーションが発生すると羽根車表面にエロージョンが

生じ，ポンプ性能に影響を及ぼす可能性があるが，ポンプはキャビテーションを起

こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込ヘッド）を満たすよう設計段階で既

に考慮されており，この大小関係は経年的に変化するものではない。 

なお，これまでの点検結果からも有意な腐食は確認されておらず，今後もこれら

の傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車の腐食（キャビテーション）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. ライナリングの腐食（全面腐食）［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプのライナリングは耐食性の良い青銅鋳物を使用しており，ポンプ内部

流体は水質管理された純水であるため，腐食の発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの点検結果からも有意な腐食は確認されておらず，今後もこれら

の傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ライナリングの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

o. モータ（低圧，開放型）の主軸の高サイクル疲労割れ［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の主軸には，モータ運転時に繰返し応力が発

生することから，応力集中部において，高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸

は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっており，高

サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで有意な欠陥は確認されておらず，今後

もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，モータ（低圧，開放型）の主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. モータ（低圧，全閉型）のリアカバー及び端子箱の腐食（全面腐食）［圧縮機］ 

q. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［圧縮機］ 

 

以上，p.～q.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプ

モータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も

経年劣化の進展が考えられない，または進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化

事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ） 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. 伝熱管の腐食（全面腐食）［蒸発器］ 

蒸発器の伝熱管は，耐食性の良い銅を使用しており，かつ管外面は水質管理され

た純水であるため，腐食の発生する可能性はない。 

また，管内面についても腐食性のないフロン冷媒であるため腐食の発生する可能

性はなく，今後もこれらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，伝熱管の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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c. モータ（低圧，開放型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ[冷水ポン

プ] 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の回転子棒及び回転子エンドリングには，モ

ータ起動時に発生する電磁力等により繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想

定される。 

しかし，図 2.2-1 に示すとおり，回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイ

キャストで一体形成され，スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が

形成されているため，回転子棒とスロットの間に隙間や緩みは生じないため，繰り

返し応力による疲労割れが発生する可能性はない。 

したがって，モータ（低圧，開放型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労

割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 
 

 

 

d. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ[圧縮機] 

圧縮機モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れに

ついては｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であること

から，当該評価書を参照のこと。 

 

図 2.2-1 アルミダイキャスト回転子構造図 

回転子コア 

回転子棒 
ｘ 

ｘ 

回転子エンドリング 

断面Ｘ－Ｘ 

回転子棒 
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表 2.2-1（1/3） 中央制御室チラーユニットに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

冷却機能の 

確保 

エネルギ 

ー変換 
圧縮機 

ケーシング  鋳鉄  △      *1:端子箱，リアカバー 

*2：固定子コア及び回転子コア 

*3：回転子棒及び回転子エンド

リング 

*4：固定子コイル及び口出線・

接続部品の絶縁特性低下 

ロータ ◎ －        

軸受（ころがり） ◎ －        

圧縮機モータ 

（低圧，全閉型）
 

アルミ，銅，

絶縁物他 
 △*1*2 ▲*3    ○*4 

スライドバルブ  鋳鉄  △      

ロッド  炭素鋼  △      

ピストン  炭素鋼 △ △      

ピストンリング ◎ －        

D カバー  鋳鉄  △ △      

E カバー  炭素鋼   △      

吐出容器  炭素鋼   △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/3） 中央制御室チラーユニットに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

冷却機能の 

確保 

熱交換伝熱 

凝縮器 ◎ －        *1：キャビテーション 

蒸発器 

伝熱管  銅  ▲      

胴  炭素鋼  △      

水室  炭素鋼  △      

膨張弁 ◎ －        

制御用電磁弁 ◎ －        

冷媒配管  銅  △      

冷水配管  炭素鋼  △      

冷水送水 
冷水 

ポンプ 

羽根車  鋳鉄 △ △*1      

ケーシング  鋳鉄  △      

ライナリング  青銅鋳物 △ △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（3/3） 中央制御室チラーユニットに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

冷却機能の 

確保 
冷水送水 

冷水ポンプ

モータ（低

圧，開放型） 

固定子コア  けい素鋼  △      *1：絶縁特性の低下 

*2：高サイクル疲労割れ 

*3：樹脂の劣化 フレーム  圧延鋼板  △      

固定子コイル  銅，絶縁物       ○*1 

口出線・接続部品  銅，絶縁物       ○*1 

端子箱  圧延鋼板  △      

回転子棒・回転子

エンドリング 
 

アルミニウ

ム 
  ▲     

回転子コア  けい素鋼  △      

主軸  炭素鋼 △  △*2     

エンドブラケット  鋳鉄  △      

軸受（ころがり） ◎ －        

機器の支持 支持 

冷水配管サポート  炭素鋼  △      

ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*3  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，開放型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［冷水

ポンプ］ 

a. 事象の説明 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁物

は，有機物であるため，振動等による機械的劣化，熱分解による熱的劣化，絶縁物内

空隙での放電等による電気的劣化，埃等の異物付着による環境的劣化により経年的に

劣化が進行し，絶縁物の外表面，内部から絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銅線 

絶縁物 

スロット 

断面Ａ－Ａ 

固定子コア 固定子コイル 

接続部品 
口出線 

断面Ａ－Ａ 

図 2.3-1 固定子コイルの絶縁部位 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下要因としては，機械的，熱的，

電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性

があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響及ぼす要因は熱的劣化

であることから，長期間の使用を考慮すると固定子コイル及び口出線・接続部品の

絶縁特性低下の可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，点検時に目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のないこと

を確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性低下による異常が確認された場合は，洗

浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は，固定子コイル及び口出線・

接続部品又はモータを取替えることとしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，固定子コイル及び口出線・接続部

品の絶縁特性低下の可能性は小さく，また，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可

能と考えられる。今後も，目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異

常の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観

点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより，絶縁特性

低下を監視していくとともに，必要に応じて，洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワ

ニスを注入）又はコイル及び口出線・接続部品の取替を実施する。 

 

(2) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［圧縮

機］ 

圧縮機モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に

対する「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの

技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこ

と。 

 



  

 

 

 

 

 

4. フィルタユニット 
 

 

［対象フィルタユニット］ 

① 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

② 非常用ガス処理系フィルタトレイン 

③ 中央制御室換気系フィルタユニット 

④ 緊急時対策所非常用フィルタ装置 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なフィルタユニットの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのフィルタユニットを材料の観点からグループ化し，このグループより以下のとおり代

表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

材料を分類基準とし，フィルタユニットを表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量の観点から代表機器を選

定する。 

 

（1） ステンレス鋼製フィルタユニット 

このグループには，非常用ガス再循環系フィルタトレイン，非常用ガス処理系フィ

ルタトレイン，中央制御室換気系フィルタユニット及び緊急時対策所非常用フィルタ

装置が属するが，重要度，運転状態は同じであることから，流量の大きい，非常用ガ

ス再循環系フィルタトレインを代表機器とする。 
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表 1-1 フィルタユニットのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
材料*1 

仕様 
重要度*2 

使用条件 

流量(m3/h) 運転状態 

ステンレス鋼 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン 17,000 
MS-1 

重*3 
一時 ◎ 

重要度 

運転状態 

流量 

非常用ガス処理系フィルタトレイン 3,570 
MS-1 

重*3 
一時   

中央制御室換気系フィルタユニット 5,100 
MS-1 

重*3 
一時   

緊急時対策所非常用フィルタ装置*4 5,000 重*3 一時   

*1：ケーシングの材料を示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のフィルタユニットについて技術評価を実施する。 

① 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

(1) 構造 

東海第二の非常用ガス再循環系フィルタトレインは，ステンレス鋼製の箱型構造

で，原子炉建屋に 2基設置されている。 

フィルタトレインは，ケーシング，デミスタ，エアヒータ，プレフィルタ，粒子

用高効率フィルタ，活性炭フィルタ，スペースヒータ，ベース及び基礎ボルト等か

らなる。 

また，フィルタトレインは，点検口からケーシング内に入ることにより，点検手

入れが可能である。 

東海第二の非常用ガス再循環系フィルタトレインの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ガス再循環系フィルタトレイン主要部位の使用材料を表 2.1-1

に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① ケーシング 

② デミスタ 

③ エアヒータ 

④ プレフィルタ 

⑤ 粒子用高効率フィルタ 

⑥ 活性炭フィルタ 

⑦ スペースヒータ 

⑧ ベース 

⑨ 取付ボルト 

⑩ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 非常用ガス再循環系フィルタトレイン構造図 

① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑥ 

⑧ 

⑦ 

⑨ 

：スライド部 

⑩ 点検口 点検口 
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表 2.1-1 非常用ガス再循環系フィルタトレイン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 ケーシング ステンレス鋼 

空気浄化機能の 

確保 
空気浄化 

デミスタ ステンレス鋼，グラスファイバ 

エアヒータ 
ステンレス鋼，ニクロム線， 

絶縁物 

プレフィルタ （消耗品） 

粒子用高効率フィルタ （消耗品） 

活性炭フィルタ （消耗品） 

スペースヒータ 
ステンレス鋼，ニクロム線， 

絶縁物 

機器の支持 支持 

ベース 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 非常用ガス再循環系フィルタトレインの使用条件 

内部流体 空気 

周囲温度／設計温度 40 ℃／86 ℃ 

設置場所 屋内 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

フィルタユニットの機能である空気浄化機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 空気浄化機能の確保 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

フィルタユニットについて，機能達成に必要な項目を考慮して，主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，温度等）及び

現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を

抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

プレフィルタ，粒子用高効率フィルタ，活性炭フィルタは消耗品であり，設計時

に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価

対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ケーシング，デミスタ，エアヒータ，スペースヒータの貫粒型応力腐食割れ 

ケーシング，デミスタ，エアヒータ，スペースヒータは，ステンレス鋼であり，

貫粒型応力腐食割れが発生する可能性がある。 

しかし，付着塩分量を維持管理基準（基準値：70 mgCl/m2）以下に管理するた

め，代表ポイントにおける付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ，

外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防

止している。 

したがって，ケーシング，デミスタ，エアヒータ，スペースヒータの貫粒型応

力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. エアヒータ及びスペースヒータの絶縁特性低下 

エアヒータ及びスペースヒータはシーズヒータであり，絶縁物（酸化マグネシ

ウム）をパイプに収納しシール処理しており，パイプの腐食による外気湿分の浸

入により絶縁低下する可能性がある。 

しかし，絶縁物は耐食性の高いステンレス製パイプ中に納められ，かつ外気を

シールしていることから，パイプ腐食に伴う外気中湿分の絶縁物への浸入による

絶縁特性低下の可能性は低い。 

また，点検時には絶縁抵抗測定を行い，有意な絶縁特性低下のないことを確認

している。 

したがって，エアヒータ及びスペースヒータの絶縁特性低下は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. エアヒータ及びスペースヒータの断線 

エアヒータ及びスペースヒータはシーズヒータであり，加熱線にはニクロム線

が使用されている。ニクロム線はパイプに収納しシール処理しており，パイプの

腐食による外気湿分の浸入により，ニクロム線が腐食・断線する可能性がある。 

しかし，ニクロム線はステンレス製パイプ中に絶縁物（酸化マグネシウム）と

共に納められ，かつ外気をシールしていることから，パイプ腐食に伴う外気中湿

分の浸入による酸化腐食の可能性は低い。 

また，点検時には絶縁抵抗測定を行い，有意な断線のないことを確認している。 

したがって，エアヒータ及びスペースヒータの断線は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ベースの腐食（全面腐食） 

ベースは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されている

ことから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必

要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

f. ベーススライド部の腐食（全面腐食） 

ベーススライド部は炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，目視点検において有意な腐食のないことを確認している。 

したがって，ベーススライド部の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 取付ボルトの腐食（全面腐食） 

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，目視点検により腐食の有無を確認し，必要に応じ手入れ等を実施する

ことにより機能を維持している。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1 非常用ガス再循環系フィルタトレインに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 ケーシング  ステンレス鋼    △*1    

*1：貫粒型応力

腐食割れ 

*2：シーズヒー

タ部 

*3：ヒータの絶

縁特性低下 

*4：ヒータの断

線 

*5：ベース本体 

*6：スライド部 

空気浄化 

機能の確保
空気浄化 

デミスタ  
ステンレス鋼，

グラスファイバ
   △*1    

エアヒータ  

ステンレス鋼*2，

ニクロム線， 

絶縁物 

   △*1   △*3*4 

プレフィルタ ◎ －        

粒子用高効率 

フィルタ 
◎ －        

活性炭フィルタ ◎ －        

スペースヒータ  

ステンレス鋼*2，

ニクロム線， 

絶縁物 

   △*1   △*3*4 

機器の支持 支持 

ベース  炭素鋼  △*5*6      

取付ボルト  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価結果について，1章で実施したグループ化

で代表機器となっていない機器への展開について検討した。 

①  非常用ガス処理系フィルタトレイン 

②  中央制御室換気系フィルタユニット 

③ 緊急時対策所非常用フィルタ装置 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器と同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）[非常用ガス処理系フィルタトレイン，中央制御室

換気系フィルタユニット] 

基礎ボルトの健全性については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実施するも

のとし，本評価書には含めない。 

 

b. ケーシング，エアヒータ，スペースヒータの貫粒型応力腐食割れ[共通] 

ケーシング（共通），エアヒータ及びスペースヒータ（非常用ガス処理系フィルタ

トレイン，緊急時対策所非常用フィルタ装置のみ）は，ステンレス鋼であり，貫粒

型応力腐食割れが発生する可能性がある。 

しかし，付着塩分量を維持管理基準（基準値：70 mgCl/m2）以下に管理するため

代表ポイントにおける付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ，外面

清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，点検時に

代表ポイントにおける付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ，外面

清掃及び浸透探傷検査を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ケーシング，エアヒータ，スペースヒータの貫粒型応力腐食割れは

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. エアヒータ及びスペースヒータの絶縁特性低下［非常用ガス処理系フィルタトレイ

ン，緊急時対策所非常用フィルタ装置］ 

代表機器と同様，エアヒータ及びスペースヒータはシーズヒータであり，絶縁物

（酸化マグネシウム）をパイプに収納しシール処理しており，パイプの腐食による

外気湿分の浸入により絶縁低下する可能性がある。 

しかし，絶縁物は耐食性の高いステンレス製パイプ中に納められ，かつ外気をシ

ールしていることから，パイプ腐食に伴う外気中湿分の絶縁物への浸入による絶縁

特性低下の可能性は低い。 

また，点検時には絶縁抵抗測定を行い，有意な絶縁特性低下のないことを確認し

ている。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，点検時に

絶縁抵抗測定を行い，絶縁特性低下の有無を確認することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，エアヒータ及びスペースヒータの絶縁特性低下は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. エアヒータ及びスペースヒータの断線［非常用ガス処理系フィルタトレイン，緊急

時対策所非常用フィルタ装置］ 

代表機器と同様，エアヒータ及びスペースヒータはシーズヒータであり，加熱線

にはニクロム線が使用されている。ニクロム線はパイプに収納しシール処理してお

り，パイプの腐食による外気湿分の浸入により，ニクロム線が腐食・断線する可能

性がある。 

しかし，ニクロム線はステンレス製パイプ中に絶縁物（酸化マグネシウム）と共

に納められ，かつ外気をシールしていることから，パイプ腐食に伴う外気中湿分の

浸入による酸化腐食の可能性は低い。 

また，点検時には絶縁抵抗測定を行い，有意な断線のないことを確認している。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，点検時に

絶縁抵抗測定を行い，絶縁特性低下の有無を確認することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，エアヒータ及びスペースヒータの断線は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. ベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ベースは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装

が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目

視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，塗膜の状

態を目視点検で確認し，必要に応じて補修塗装を実施することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. ベーススライド部の腐食（全面腐食）［非常用ガス処理系フィルタトレイン，緊急

時対策所非常用フィルタ装置］ 

代表機器と同様，ベーススライド部は炭素鋼であり，腐食が発生する可能性があ

るが，目視点検において有意な腐食のないことを確認している。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，目視点検

を実施し，必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ベーススライド部の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［非常用ガス処理系フィルタトレイン］ 

代表機器と同様，取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，目視点検により腐食の有無を確認し，必要に応じ，手入れ等を実施する

ことにより機能を維持している。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も

経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事

象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 



 
 

  

 

 

 

 

5. ダクト 
 

 

［対象ダクト］ 

① 中央制御室換気系ダクト（角ダクト） 

② ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト） 

③ 中央制御室換気系ダクト（丸ダクト） 

④ 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なダクトの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのダクトを型式及び材料の観点からグループ化し，それぞれのグループより以下の

とおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び材料を分類基準とし，ダクトを表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量の観点から代表機器を選定

する。 

 

(1) 角ダクト 

このグループには，中央制御室換気系ダクト，ディーゼル室換気系ダクトが属する

が，重要度は同等であることから，運転状態の厳しい中央制御室換気系ダクトを代表

機器とする。 

 

(2) 丸ダクト 

このグループには，中央制御室換気系ダクト，原子炉建屋換気系ダクトが属するが，

重要度，運転状態が同等であることから，流量の大きい原子炉建屋換気系ダクトを代

表機器とする。 



 

 
 

－
 5-2 －

 

 

表 1-1 ダクトのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 材料 

仕様 
重要度*2 

使用条件 

流量*1(m3/h) 運転状態 

角ダクト 亜鉛メッキ鋼板 

中央制御室換気系ダクト 42,500 
MS-1 

重*3 
連続 ◎ 

重要度 

運転状態 

ディーゼル室換気系ダクト 71,400 MS-1 一時  

丸ダクト 炭素鋼 

中央制御室換気系ダクト 42,500 MS-1 連続  重要度 

運転状態 

流量 
原子炉建屋換気系ダクト 231,200 MS-1 連続 ◎ 

◎：代表機器 

*1：仕様が異なる機器がある場合は，仕様の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のダクトについて技術評価を実施する。 

① 中央制御室換気系ダクト（角ダクト） 

② 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 中央制御室換気系ダクト（角ダクト） 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系ダクト（角ダクト）は，亜鉛メッキ鋼板である。 

ダクトは，ダクト本体，補強材，フランジ，ガスケット，ベローズ，ボルト・ナッ

ト，支持鋼材，基礎ボルトおよび埋込金物からなる。 

東海第二の中央制御室換気系ダクト（角ダクト）の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系ダクト（角ダクト）主要部位の使用材料を表2.1-1に，

使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 中央制御室換気系ダクト（角ダクト）構造図 

No. 部位 

① ダクト本体  

② 補強材 

③ フランジ 

④ ガスケット 

⑤ ボルト・ナット 

⑥ 支持鋼材 

⑦ ベローズ 

⑧ 基礎ボルト 

⑨ 埋込金物 

③ 

① 

⑥ 

⑧⑨ 

フランジ部詳細 補強材詳細 

② 

② 
① 

③ 

③ 

④ ⑤ ③ 

⑦ 

ベローズ断面 

⑤ 

空調機側 系統側 

④ 

支持鋼材詳細 
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表 2.1-1 中央制御室換気系ダクト（角ダクト）主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 流路の確保 

ダクト本体 亜鉛メッキ鋼板 

補強材 炭素鋼 

フランジ 炭素鋼 

ガスケット 石綿，ゴム 

ボルト・ナット 炭素鋼 

ベローズ ゴム 

機器の支持 支持 

支持鋼材 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 中央制御室換気系ダクト（角ダクト）の使用条件 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.2 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） 

(1) 構造 

東海第二の原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）は，炭素鋼である。 

ダクトは，ダクト本体，フランジ，ガスケット，ボルト・ナットからなる。 

東海第二の原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）主要部位の使用材料を表2.1-3に，

使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① ダクト本体 

② フランジ 

③ ガスケット 

④ ボルト・ナット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）構造図 

② ④ ③ ① 

弁 弁 
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表 2.1-3 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 流路の確保 

ダクト本体 炭素鋼 

フランジ 炭素鋼 

ガスケット 石綿 

ボルト・ナット 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）の使用条件 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ダクトの機能である流体の流路の確保の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ダクトについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開したうえで，

個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，流量，周囲温度等）及び現在

までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した

（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ダクトについては，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した

劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系ダクト（角ダクト）］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を

実施するものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ダクト本体の腐食（全面腐食）[共通] 

ダクト本体は，亜鉛メッキ鋼板又は炭素鋼であり，亜鉛メッキ鋼板は耐食性に優

れ，炭素鋼には塗装を施していることから，急激に腐食が進行する可能性は小さい

が，外気接触部のダクト本体に腐食が発生する可能性がある。 

また，当社及び国内他プラントの中央制御室換気系ダクトにおいて，水分及び海

塩粒子を含んだ外気の影響により，外気取入れラインのダクトに内面からの腐食が

発生している。 

当社及び国内他プラントの中央制御室換気系ダクトの腐食事象の水平展開とし

て，ダクトに関する保全の見直しを行い，内面・外面の外観点検を点検計画に反映

し点検を実施している。点検の結果，機能・性能に影響を及ぼす腐食がないことを

確認した。 

よって，ダクト本体は，定期的に外面及び内面（可視範囲）の目視点検を実施す

ることにより，腐食による変色状況を確認することで腐食の検知が可能であり，必

要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

また，ダクト内面点検の実施範囲の一部に可視範囲外が存在するため，外気取入

れラインのダクトの適切な箇所に点検口を追設し，ダクト内面の腐食を検知可能な

構造とする。 

したがって，ダクト本体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

c. フランジ，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）[共通] 

フランジ，ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，ボルト・ナットはクロームメッキを施しており，フランジは塗装が施さ

れていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検

時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，フランジ，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 補強材及び支持鋼材の腐食（全面腐食）[中央制御室換気系ダクト（角ダクト）] 

補強材及び支持鋼材は炭素鋼であり腐食が発生する可能性がある。 

しかし，補強材，支持鋼材は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば

腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することによ

り機能を維持している。 

したがって，補強材及び支持鋼材の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[中央制御室換気系ダクト（角ダクト）] 

埋込金物（大気接触部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部は

塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，

目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

f. ガスケットの劣化[共通] 

ガスケットは，経年劣化が進展する可能性があるが，これまでの機器点検等にお

いて異常は認められていない。 

また，定期的なダクトの点検に合わせガスケットの点検を実施することとしてお

り，劣化の進展が確認された場合にはガスケットの交換を実施することが可能であ

る。 

したがって，ガスケットの劣化は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

g. ベローズの劣化[中央制御室換気系ダクト（角ダクト）] 

ベローズの材質はゴムであり，経年劣化が進展する可能性があるが，屋内環境に

あることから紫外線等による劣化はなく，劣化進展が極めて小さいと考えられる。 

また，定期的なダクトの点検に合わせベローズについても点検を実施することと

しており，劣化の進展が確認された場合にはベローズの交換を実施することが可能

である。 

したがって，ベローズの劣化は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も

経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事

象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食(全面腐食)[中央制御室換気系ダクト（角

ダクト）] 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，コン

クリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐

食環境となる。 

しかし，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生するまでは長

時間を要する。今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向が変化する要因がある

とは考え難い。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

b. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[中央制御室換気系ダクト（角

ダクト）] 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実施す

るものとし，本評価書には含めない。 
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表 2.2-1(1/2) 中央制御室換気系ダクト（角ダクト）に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期取替

品 
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

流路の 

確保 

ダクト本体   亜鉛メッキ鋼板  △      *1:樹脂の劣化 

（後打ちケミカ

ルアンカ） 

*2:コンクリート埋

設部 
 

補強材  炭素鋼  △      

フランジ  炭素鋼  △      

ガスケット  石綿，ゴム      △  

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

ベローズ  ゴム      △  

機器の支持 支持 

支持鋼材  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*1  

埋込金物  炭素鋼  △▲*2      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/2) 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期取替

品 
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

流路の 

確保 

ダクト本体   炭素鋼  △       

フランジ  炭素鋼  △      

ガスケット  石綿      △  

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では 2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代表

機器となっていない機器への展開について検討した。 

① ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト） 

② 中央制御室換気系ダクト（丸ダクト） 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器と同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した劣

化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト）］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実

施するものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ダクト本体の腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，ダクト本体は亜鉛メッキ鋼板又は炭素鋼であり，亜鉛メッキ鋼板

は耐食性に優れ，炭素鋼には塗装を施していることから，急激に腐食が進行する可能

性は小さいが，外気と接触するダクト本体に腐食が発生する可能性がある。 

また，当社及び国内他プラントの中央制御室換気系ダクトにおいて，水分及び海塩

粒子を含んだ外気の影響により，外気取入れラインのダクトに内面からの腐食が発生

している。 

しかし，ダクト本体は，定期的に目視点検を実施し，腐食による変色状況を確認す

ることで腐食の検知が可能であり，必要に応じて補修を実施することで健全性を維持

できると考える。 
したがって，ダクト本体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. フランジ，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，フランジ，ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が発生する可能

性がある。 

しかし，ボルト・ナットはクロームメッキを施しており，フランジは塗装が施され

ていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に

必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，フランジ，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 補強材及び支持鋼材の腐食（全面腐食）[ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト] 

代表機器と同様，補強材及び支持鋼材は炭素鋼であり腐食が発生する可能性がある。 

しかし，補強材，支持鋼材は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐

食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機

能を維持している。 

したがって，補強材及び支持鋼材の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト] 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能

性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

f. ガスケットの劣化[共通] 

代表機器と同様，ガスケットは経年劣化が進展する可能性があるが，これまでの機

器点検等において異常は認められていない。 

また，定期的なダクトの点検に合わせガスケットの点検を実施することとしており，

劣化の進展が確認された場合にはガスケットの交換を実施することが可能である。 

したがって，ガスケットの劣化は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も経

年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象

（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[ディーゼル室換気系ダクト（角

ダクト）] 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食が想定

されるが，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進

行により腐食環境となる。 

しかし，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生するまでは長時

間を要する。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

b. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[ディーゼル室換気系ダクト（角

ダクト）] 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 



 

 

  

 

 

 

 

6. ダンパ及び弁 
 

 

［対象ダンパ及び弁］ 

① 中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

② ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 

③ 非常用ガス処理系グラビティダンパ 

④ 非常用ガス再循環系グラビティダンパ 

⑤ 中央制御室換気系グラビティダンパ 

⑥ ディーゼル室換気系グラビティダンパ 

⑦ 緊急時対策所換気系グラビティダンパ 

⑧ 中央制御室換気系手動式ダンパ 

⑨ 原子炉建屋換気系隔離弁 

⑩ 中央制御室換気系隔離弁 
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 1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なダンパ及び弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのダンパ及び弁を型式及び駆動方式の観点からグループ化し，それぞれのグループより

以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び駆動方式を分類基準とし，ダンパ及び弁を表 1-1 に示す通りグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量の観点から代表機器を選定

する。 

 

(1) 空気作動式ダンパ 

このグループには，中央制御室換気系空気作動式ダンパ，ディーゼル室換気系空気

作動式ダンパが属するが，重要度は同じであることから，運転状態の厳しい中央制御

室換気系ファン AH2-9 入口ダンパを代表機器とする。 

 

(2) 重力式ダンパ 

このグループには，非常用ガス処理系グラビティダンパ，非常用ガス再循環系グラ

ビティダンパ，中央制御室換気系グラビティダンパ，ディーゼル室換気系グラビティ

ダンパ，緊急時対策所換気系グラビティダンパが属するが，重要度が高く，運転状態

の厳しい中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパを代表機器とする。 

 

(3) 手動式ダンパ 

このグループには，中央制御室換気系手動式ダンパが属するが，重要度が高く，運

転状態が同じであり，流量の大きい中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダン

パを代表機器とする。 

 

(4) 空気作動式バタフライ弁 

このグループには，原子炉建屋換気系隔離弁のみが属するため，原子炉建屋換気系

C/S 隔離弁を代表機器とする。 

 

(5) 電動式バタフライ弁 

このグループには，中央制御室換気系隔離弁のみが属するが，重要度が同じであり，

運転状態の厳しい中央制御室換気系隔離弁を代表機器とする。 

 



 

 

－
 6-2 －

 

表 1-1(1/2) ダンパ及び弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
機器名称 

選定基準 

選定 代表ダンパ及び弁 選定理由 仕様 
重要度*2 

使用条件 

型式 駆動方式 流量*1(m3/h) 運転状態 

ダンパ 

空気作動式 
中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

42,500 MS-1 連続 ◎ 中央制御室換気系

ファン AH2-9 入口

ダンパ 

重要度 

運転状態 
5,100 MS-1，重*3 一時  

ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 95,000 MS-1 一時  

重力式 

非常用ガス処理系グラビティダンパ 3,570 MS-1，重*3 一時  中央制御室換気系

ファン AH2-9 出口

グラビティダンパ
重要度 

運転状態 

非常用ガス再循環系グラビティダンパ 17,000 MS-1，重*3 一時  

中央制御室換気系グラビティダンパ 
42,500 MS-1，重*3 連続 ◎ 

5,100 MS-1，重*3 一時  

ディーゼル室換気系グラビティダンパ 71,400 MS-1 一時  

緊急時対策所換気系グラビティダンパ*4 5,000 重*3 一時  

手動式 中央制御室換気系手動式ダンパ 

3,400 MS-1 一時  中央制御室換気系

再循環フィルタ装

置ラインダンパ 

重要度 

運転状態

流量 5,100 MS-1，重*3 一時 ◎ 

◎：代表機器 

*1：流量が異なる機器がある場合は，流量の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 1-1(2/2) ダンパ及び弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
機器名称 

選定基準 

選定 代表ダンパ及び弁 選定理由 仕様 
重要度*2 

使用条件 

型式 駆動方式 流量*1(m3/h) 運転状態 

バタフ

ライ弁 

空気作動式 原子炉建屋換気系隔離弁 231,200 MS-1 連続 ◎ 
原子炉建屋換気系

C/S 隔離弁 
 

電動式 中央制御室換気系隔離弁 
3,400 MS-1，重*3 連続 ◎ 中央制御室換気系

隔離弁 

重要度 

運転状態 
34,800*4 MS-1 一時  

◎：代表機器 

*1：流量が異なる機器がある場合は，流量の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のダンパ及び弁について，技術評価を実施する。 

① 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ 

② 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ 

③ 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ 

④ 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁 

⑤ 中央制御室換気系隔離弁 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパは空気作動式ダンパで，2 基

設置されている。 

中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパは，ケーシング，ボルト・ナット，羽根，

軸，軸受（ころがり），空気作動部，作動部取付ボルト，リンケージ等からなり，付

属品として作動空気用の制御用電磁弁がある。空気作動部は，ピストン・シリンダ型

で復帰用スプリングを有する。 

東海第二の中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ主要部位の使用材料を表

2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 



 

－ 6-5 － 

 

No. 部位 

① ケーシング 

② ボルト・ナット 

③ 羽根 

④ 軸 

⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ 空気作動部 

⑦ 作動部取付ボルト 

⑧ リンケージ 

⑨ 制御用電磁弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ構造図 

① ② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑨ 

⑦ 

⑧
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表 2.1-1 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 耐圧 
ケーシング 炭素鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

隔離機能の維持 隔離 羽根 炭素鋼 

作動機能の維持 

エネルギー 

伝達 

軸 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

エネルギー 

変換 

空気作動部 （定期取替品） 

作動部取付ボルト 炭素鋼 

リンケージ ステンレス鋼 

制御用電磁弁 （定期取替品） 

 

 

表 2.1-2 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパの使用条件 

流量 42,500 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.2 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系ファンAH2-9出口グラビティダンパは重力式ダンパで，

2基設置している。 

中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパは，ケーシング，ボルト・ナ

ット，羽根，軸，軸受（ころがり），ウェイトからなる。 

中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系ファンAH2-9出口グラビティダンパ主要部位の使用材

料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① ケーシング 

② ボルト・ナット

③ 羽根 

④ 軸 

⑤ 軸受（ころがり）

⑥ ウェイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ構造図 

 

⑥ 
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表 2.1-3 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 耐圧 
ケーシング 炭素鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

隔離機能の維持 隔離 羽根 炭素鋼 

作動機能の維持 エネルギー伝達

軸 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

ウェイト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパの使用条件 

流量 42,500 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.3 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパは手動式ダンパで，

1基設置している。 

中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパは，ケーシング，ボルト・ナッ

ト，羽根，軸，軸受（ころがり），連結棒，開閉器，ハンドル軸からなる。 

中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパの構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ主要部位の使用材

料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① ケーシング 

② ボルト・ナット

③ 羽根 

④ 軸 

⑤ 軸受（ころがり）

⑥ 連結棒 

⑦ 開閉器 

⑧ ハンドル軸 

 

 

 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ ⑧ 

図 2.1-3 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ構造図 

⑦ 
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表 2.1-5 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 耐圧 
ケーシング 炭素鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

隔離機能の維持 隔離 羽根 炭素鋼 

作動機能の維持 エネルギー伝達

軸 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

連結棒 炭素鋼 

開閉器 アルミニウム合金 

ハンドル軸 炭素鋼 

 

 

表 2.1-6 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパの使用条件 

流量 5,100 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.4 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁 

(1) 構造 

東海第二の原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁は，空気作動式バタフライ弁で，給気側に

4基，排気側に 4基設置されている。 

原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁は，弁箱，ボルト・ナット，弁体，弁体シート，弁棒，

軸受（ころがり），空気作動部，ハウジング，作動部取付ボルト等からなり，付属品

として作動空気用の制御用電磁弁，四方弁がある。空気作動部は複動ピストン・シリ

ンダ型でスプリングを有しない。軸封部には空気の漏れを防止するためにグランドパ

ッキンを使用している。 

原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁の構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条

件を表 2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② ボルト・ナット 

③ グランドパッキン 

④ 弁体 

⑤ 弁体シート 

⑥ 弁棒 

⑦ 軸受（ころがり） 

⑧ 空気作動部 

⑨ ハウジング 

⑩ 作動部取付ボルト 

⑪ リミットスイッチ 

⑫ 制御用電磁弁 

⑬ 四方弁 

⑭ 支持脚 

⑮ 取付ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁構造図 

② ④ 

⑤ ⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑦ ① ③ 

⑮ ⑭ 

⑬ 
③ 
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表 2.1-7 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 
耐圧 

弁箱 炭素鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

シール グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 炭素鋼 

弁体シート （消耗品） 

作動機能の維持 

エネルギー伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

エネルギー変換 

空気作動部 炭素鋼，鋳鉄 

ハウジング 炭素鋼 

作動部取付ボルト 炭素鋼 

リミットスイッチ （定期取替品） 

制御用電磁弁 （定期取替品） 

四方弁 （定期取替品） 

機器の支持 支持 
支持脚 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-8 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁の使用条件 

流量 231,200 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.5 中央制御室換気系隔離弁 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系隔離弁は，電動式バタフライ弁で，給気側に 4基，排

気側に 2基設置されている。 

中央制御室換気系隔離弁は，弁箱，ボルト・ナット，弁体，弁体シート，弁棒から

なる。軸封部には空気の漏れを防止するために Oリングを使用している。 

中央制御室換気系隔離弁の構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系隔離弁主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を

表 2.1-10 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② ボルト・ナット 

③ O リング 

④ 弁体 

⑤ 弁体シート 

⑥ 弁棒 

⑦ ブッシュ 

⑧ 支持脚 

⑨ 取付ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-5 中央制御室換気系隔離弁構造図 

電動弁用駆動部 

① ② ③④

⑤

⑧⑨ 

⑦ ⑥
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表 2.1-9 中央制御室換気系隔離弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 
耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

シール O リング （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 ステンレス鋳鋼 

弁体シート （消耗品） 

作動機能の維持 エネルギー伝達
弁棒 ステンレス鋼 

ブッシュ 銅合金 

機器の支持 支持 
支持脚 炭素鋼鋳鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-10 中央制御室換気系隔離弁の使用条件 

流量 3,400 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ダンパ及び弁の機能（流体調節機能，隔離機能）の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

(4) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ダンパ及び弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（流量，温度等）及び現在までの運転経験を

考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○ま

たは△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は，以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

グランドパッキン，O リング，弁体シート及び軸受（ころがり）は消耗品，リミッ

トスイッチ，空気作動部，制御用電磁弁，四方弁は定期取替品であり，設計時に長期

使用せず取替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外

とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した

劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ブッシュの摩耗，固着［中央制御室換気系隔離弁］ 

ブッシュは弁棒との摺動部位であり経年使用による摩耗が発生し，摩耗粉，異物

等の噛み込みにより固着の可能性がある。 

しかし，弁棒の開閉速度は遅く，回転角度は 90 度程度に限定され，開閉頻度も

少ないことから，摩耗，固着の発生する可能性は小さい。 

また，定期検査毎に弁の作動試験を実施しており，ブッシュの摩耗，固着に起因

する異常が確認された場合，必要に応じてブッシュの交換を行うことにより機能を

維持している。 

したがって，ブッシュの摩耗，固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

b. ケーシング，羽根，軸，ウェイトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系ファン AH2-9

入口ダンパ，中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ，中央制御室

換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ］ 

ケーシング，羽根，軸，ウェイト（中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビテ

ィダンパのみ）は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施され

ていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時

に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシング，羽根，軸，ウェイトの腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 弁箱，弁体，ハウジング，支持脚，取付ボルトの腐食（全面腐食）［原子炉建屋換

気系 C/S 隔離弁，中央制御室換気系隔離弁］ 

弁箱，弁体（原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁のみ），ハウジング（原子炉建屋換気

系 C/S 隔離弁のみ），支持脚，取付ボルトは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が

想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐

食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより

機能を維持している。 

したがって，弁箱，弁体，ハウジング，支持脚，取付ボルトの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施さ

れていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検

時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 空気作動部の腐食（全面腐食）［原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁］ 

空気作動部は炭素鋼及び鋳鉄であるが，内面は常に除湿された清浄な空気であり，

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可

能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持して

いる。 

さらに，動作確認により空気作動部の健全性の確認を行っており，これまで異常

は認められていない。 

したがって，空気作動部の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

f. 作動部取付ボルトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ，

原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁］ 

作動部取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施

されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点

検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，作動部取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 連結棒，ハンドル軸の腐食（全面腐食）［中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラ

インダンパ］ 

連結棒，ハンドル軸は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が

施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視

点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，連結棒，ハンドル軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 軸の固着［中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ，中央制御室換気系ファン

AH2-9 出口グラビティダンパ，中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダン

パ］ 

ダンパの軸は，軸受の潤滑油の枯渇，劣化により固着する可能性があるが，目視

点検及び動作確認により，有意な固着のないことを確認している。 

また，動作確認時に必要に応じて軸受に潤滑油を給油することとしている。 

したがって，軸の固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

i. 弁棒の摩耗［原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁，中央制御室換気系隔離弁］ 

弁体の開閉速度は遅く，回転角度は 90 度程度に限定され，開閉頻度も少ないこ

とから，摩耗の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時に目視点検等を実施しているが，これまで有意な摩耗は認めら

れていない。 

今後も使用環境に変化がないことから，これらの傾向に変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

j. 開閉器の腐食（全面腐食）［中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ］ 

開閉器は耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐食の発生する可能性は小さ

い。 

なお，これまでの目視点検結果からも有意な腐食は認められていない。 

今後も使用環境に変化がないことから，これらの傾向に変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，開閉器の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1(1/5） 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗
品・定
期取
替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ケーシング  炭素鋼  △      *1:固着 

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

隔離機能の

維持 
隔離 羽根  炭素鋼  △      

作動機能の

維持 

エネルギー

伝達 

軸  炭素鋼  △     △*1 

軸受（ころがり） ◎ －        

エネルギー

変換 

空気作動部 ◎ －        

作動部取付ボルト  炭素鋼  △      

リンケージ  ステンレス鋼        

制御用電磁弁 ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(2/5） 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗
品・定
期取
替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ケーシング  炭素鋼  △      *1:固着 

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

隔離機能の

維持 
隔離 羽根  炭素鋼  △      

作動機能の

維持 

エネルギー

伝達 

軸  炭素鋼  △     △*1 

軸受（ころがり） ◎ －        

ウェイト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(3/5） 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗
品・定
期取
替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ケーシング  炭素鋼  △      *1:固着 

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

隔離機能の

維持 
隔離 羽根  炭素鋼  △      

作動機能の

維持 

エネルギー

伝達 

軸  炭素鋼  △     △*1 

軸受（ころがり） ◎ －        

連結棒  炭素鋼  △      

開閉器  
アルミニウム

合金 
 △      

ハンドル軸  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(4/5） 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗
品・定
期取
替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 
弁箱  炭素鋼  △       

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

シール グランドパッキン ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼  △      

弁体シート ◎ －        

作動機能の

維持 

エネルギー

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

軸受（ころがり） ◎ －        

エネルギー

変換 

空気作動部  炭素鋼，鋳鉄  △      

ハウジング  炭素鋼  △      

作動部取付ボルト  炭素鋼  △      

リミットスイッチ ◎ －        

制御用電磁弁 ◎ －        

四方弁 ◎ －        

機器の支持 支持 
支持脚  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(5/5） 中央制御室換気系隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期 

取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ
の維持 

耐圧 
弁箱  炭素鋼鋳鋼  △ 

 
    

*1:固着
 

ボルト・ナット  炭素鋼  △ 
 
 

    

シール Oリング ◎ －   
 
 

    

隔離機能の
維持 

隔離 
弁体  

ステンレス 
鋳鋼 

  
 
 

    

弁体シート ◎ －   
 
 

    

作動機能の
維持 

エネルギー 
伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  
 
 

    

ブッシュ  銅合金 △  
 

 
   △*1 

機器の支持 支持 
支持脚  炭素鋼鋳鋼  △ 

 
 

    

取付ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価について，1章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① 中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

② ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 

③ 非常用ガス処理系グラビティダンパ 

④ 非常用ガス再循環系グラビティダンパ 

⑤ 中央制御室換気系グラビティダンパ 

⑥ ディーゼル室換気系グラビティダンパ 

⑦ 緊急時対策所換気系グラビティダンパ 

⑧ 中央制御室換気系手動式ダンパ 

⑨ 中央制御室換気系隔離弁 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器以外に，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ブッシュの摩耗，固着［中央制御室換気系隔離弁］ 

代表機器と同様，ブッシュは弁棒との摺動部位であり経年使用による摩耗が発生

し，摩耗粉，異物等の噛み込みにより固着の可能性がある。 

しかし，弁棒の開閉速度は遅く，回転角度は 90 度程度に限定され，開閉頻度も少

ないことから，摩耗，固着の発生する可能性は小さい。 

中央制御室換気系隔離弁は新たに設置されることから，今後，弁の作動試験を実

施し，ブッシュの摩耗，固着に起因する異常が確認された場合，必要に応じてブッ

シュの交換を行うことにより機能を維持できると考える。 

したがって，ブッシュの摩耗，固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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b. ケーシング，羽根，軸，ウェイトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系空気作動

式ダンパ，ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ，非常用ガス処理系グラビティダ

ンパ，非常用ガス再循環系グラビティダンパ，中央制御室換気系グラビティダンパ，

ディーゼル室換気系グラビティダンパ，緊急時対策所換気系グラビティダンパ，中

央制御室換気系手動式ダンパ］ 

代表機器と同様，ケーシング，羽根，軸，ウェイト（グラビティダンパのみ）は

炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，

塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補

修塗装することにより機能を維持している。 

緊急時対策所換気系グラビティダンパは新たに設置されることから，今後，点検

時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持できると考

える。 

したがって，ケーシング，羽根，軸，ウェイトの腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 弁箱，支持脚，取付ボルトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系隔離弁］ 

代表機器と同様，弁箱，支持脚，取付ボルトは炭素鋼及び炭素鋼鋳鋼であり，腐

食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれ

ば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することに

より機能を維持している。 

中央制御室換気系隔離弁は新たに設置されることから，今後，点検時に目視点検

を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持できると考える。 

したがって，弁箱，支持脚，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接

触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は

小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

緊急時対策所換気系グラビティダンパ，中央制御室換気系隔離弁は新たに設置さ

れることから，今後，点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することに

より機能を維持できると考える。 

したがって，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 作動部取付ボルトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系空気作動式ダンパ，ディ

ーゼル室換気系空気作動式ダンパ］ 

代表機器と同様，作動部取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気

接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性

は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，作動部取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 連結棒，ハンドル軸の腐食（全面腐食）［中央制御室換気系手動式ダンパ］ 

代表機器と同様，連結棒，ハンドル軸は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大

気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能

性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持してい

る。 

したがって，連結棒，ハンドル軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 軸の固着［中央制御室換気系空気作動式ダンパ，ディーゼル室換気系空気作動式ダ

ンパ，非常用ガス処理系グラビティダンパ，非常用ガス再循環系グラビティダンパ，

中央制御室換気系グラビティダンパ，ディーゼル室換気系グラビティダンパ，緊急

時対策所換気系グラビティダンパ，中央制御室換気系手動式ダンパ］ 

代表機器と同様，ダンパの軸は，軸受の潤滑油の枯渇，劣化により固着する可能

性があるが，目視点検及び動作確認により，有意な固着のないことを確認している。 

また，動作確認時に必要に応じて軸受に潤滑油を給油することとしている。 

緊急時対策所換気系グラビティダンパは新たに設置されることから，今後，分解

点検時に目視点検及び動作確認を行い，その結果により必要に応じて潤滑油の給油

もしくは補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，軸の固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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h. 弁棒の摩耗［中央制御室換気系隔離弁］ 

代表機器と同様，弁体の開閉速度は遅く，回転角度は 90 度程度に限定され，開閉

頻度も少ないことから，摩耗の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時に目視点検を実施しているが，これまで有意な摩耗は認められ

ていない。 

今後も使用環境に変化がないことから，これらの傾向に変化する要因があるとは

考え難い。 

中央制御室換気系隔離弁は新たに設置されることから，今後，分解点検時に目視

点検を行い，その結果により必要に応じて補修を実施することにより機能を維持で

きると考える。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

i. 開閉器の腐食（全面腐食）［中央制御室換気系手動式ダンパ］ 

代表機器と同様，開閉器は耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐食の発生

する可能性は小さい。 

なお，目視点検結果からも有意な腐食は認められていない。 

今後も使用環境に変化がないことから，これらの傾向に変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，開閉器の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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